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＜原著＞ 

教員養成系大学生における 

多様な性に関する知識・態度と異質拒否傾向 

井口今日子 信州大学大学院総合人文社会科学研究科 

茅野理恵   信州大学学術研究院教育学系 

概要 

本研究では，教員養成系大学生における多様な性に関する知識の状況を調査するととも

に，異質拒否傾向と否定的態度の関連に対する知識の調整効果を検討した。教員養成系教

育学部所属の大学生で，シスジェンダーかつ異性愛者であると回答した 83 名（戸籍上男性

28 名，戸籍上女性 55 名）を分析対象とした。分析の結果，異質拒否傾向に対する知識の

調整効果は示されなかった。教員養成系大学生における知識の状況としては，全体的に理

解が進んでいると言えるが，法制度やセクシュアリティの個人差に関する理解は比較的遅

れていることが示唆された。 

キーワード：性的マイノリティ，異質拒否傾向，同性愛者，トランスジェンダー 

はじめに 

近年，多様なセクシュアリティに関する人々の関心は高まっている。多くの人が該当す

る異性愛かつシスジェンダー（出生時に割り当てられた性と性自認が一致する）ではない

性のあり方も，人としての自然なあり方として認識されつつある。 

本研究は，性的マイノリティが安心して学校生活を送れる学校環境を目指し，学校教員

の知識と態度に着目する。性的マイノリティについての知識を有さない，または誤った知

識による否定的なイメージを抱いていると，性的マイノリティは「いないもの」，「異常で

嫌悪すべき存在」として扱われてしまう。このような無自覚な存在の否定や嫌悪は，学校

教員が子どもを理解し支援する上で大きな障害になり得る。学校で理解されない，拒否さ

れるという子ども側の経験と共に，目の前の子どもに嫌悪を抱く，ありのままの姿を受け

入れられないという学校教員の経験も，正しい理解の広まりにより減っていくことを願う。 

問題 

性的マイノリティとは 

近年，多様なセクシュアリティ（性のあり方）への関心が高まっている。セクシュアリ
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ティが少数派である人々を表す総称として「LGBTQ+」，「性的マイノリティ」などが用い

られるが，本研究においては「性的マイノリティ」と呼称することとする。 

セクシュアリティは，「男性」，「女性」に限らず多様な形が存在している。LGBT法連合

会（2022）によると，「性的指向（恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いているか，向い

ていないか）」，「性自認（自分の性別をどう認識しているか）」，「法律上の性（出生時に割

り当てられた性別をもとに戸籍等に記載された性別）」，「性別表現（服装や髪形，言葉遣い，

しぐさ等，自分の性別をどう表現するか）」の 4要素を組み合わせた形がセクシュアリティ

であると考えることができる。 

性的マイノリティの若年層の問題 

性的マイノリティの 10 代は，高い自殺リスクとメンタルヘルス上の深刻な問題を抱え

ている。認定特定非営利活動法人 ReBit（2022）は性的マイノリティの若年層を対象に，

回答時から過去 1年以内での自殺念慮，自殺未遂，自傷行為，不登校経験を調査している。

その結果，12歳～19歳の回答者の 48.1%が自殺念慮を，14.0%が自殺未遂を，38.1%が自傷

行為を経験し，中学生の 22.1%，高校生の 14.9%が過去 1 年間に不登校を経験したことが

明らかになっている。この結果は，日本財団（2021）の全国調査と比較して自殺念慮が 3.8

倍，自殺未遂が 4.1 倍にのぼり，文部科学省（2023）の全国調査における不登校生徒の割

合と比較して中学生で 3.7 倍，高校生で 7.5倍にのぼる。 

学校における性的マイノリティの状況 

深刻な問題を抱える性的マイノリティの若年層だが，学校生活でも様々な困難を抱えて

いる。LGBT 法連合会（2019）の「困難リスト」において，同級生や学校教員の心無い言

動で自尊感情が傷つけられた，法律上の性にふさわしい髪形や服装を強要され苦痛を感じ

た，などの経験が報告されている。認定特定非営利活動法人 ReBit（2023b）の調査での学

校教員の回答の中で，学校の体制により生徒の制服変更の希望に対応できなかった，他の

学校教員が，振る舞いが戸籍上の性にそぐわないという理由で他者を揶揄している場面を

見聞きした，などの経験が報告されている。 

以上から，学校教員や他の児童・生徒による嫌悪や無理解，多様なセクシュアリティを

考慮しない学校の体制により，性的指向や性自認を理由とした困難が学校生活でも生じて

いることがわかる。性的マイノリティが安心して学校生活を送るには，学校教員，児童・

生徒，保護者などの周囲の人々が多様な性に関して適切に理解していることが重要である。 

多様な性に関する学校教員の理解 

日高（2020）による小学校，中学校，高等学校の教員を対象とした調査において，同性

愛に関する誤った認識を回答した割合が 46.9%にのぼる結果が得られている。渡邉（2019）

が高等学校の教員を対象に多様な性に関する研修の効果を検討した研究において，約 60%

の参加者が研修を受ける以前は性的マイノリティに対する誤解があったと回答している。 

多様な性に関する学校教員の適切な理解を増進する機会として，学校での研修，養成機
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関での学びが挙げられる。小学校，中学校，高等学校の学校教員を対象に，勤務する学校，

出身養成機関における多様な性の理解に関する研修の実施状況の調査が行われている。学

校での研修実施率は，寺田（2019）による養護教諭が対象の調査では 10%を下回り，認定

特定非営利活動法人 ReBit（2023b）の調査では 22.2%であった。出身養成機関での学ぶ機

会は，日高（2020）の調査では「同性愛」，「性同一性障害」について学んだ割合は 10%

前後，認定特定非営利活動法人 ReBit（2023a）の調査では性的マイノリティ児童・生徒の

課題や支援について学んだ割合は 13.0%であり，10%程度にとどまっている。 

以上から，学校教員が多様な性について学ぶ機会は決して多くなく，学校現場での研修

は広まりつつあるが，教員養成課程での学ぶ機会は依然として不足していることがわかる。 

多様な性に対する態度の要因 

多様なセクシュアリティ対する態度に関して，同性愛者およびトランスジェンダーを対

象の中心とした研究が行われている。 

飯田・藤山・來田・風間・藤原・古川（2018）は，体育・スポーツ関連学部の大学生を

対象とした調査において，多様な性に関する知識と同性愛者及びトランスジェンダーへの

否定的態度の関連を検討している。その結果，適切な知識を有するほど態度が肯定的であ

ることを示している。 

田中・伊藤・葛西（2019）は中学生と大学生を対象とした調査において，表面的な友人

関係における「異質拒否傾向」及び「被異質視不安」と，同性愛者への態度の関連を検討

している。その結果，中学生と大学生のいずれにおいても，異質拒否傾向が強いほど同性

愛者への嫌悪や拒否も強いことが示されている。この異質拒否傾向および被異質視不安と

は，高坂（2010）により定義された概念である。異質拒否傾向は「同性友人との関係にお

いて自分とは異質な存在を拒否しようとする傾向」，被異質視不安は「同性友人との関係

において友だちから異質な存在としてみられることに対する不安」と定義されている。 

和田（1996）および和田（2010）により，同性愛者への態度および同性愛に関する知識

量の性差が検討されている。和田（1996）が大学生を対象に行った調査においては，男性

と比べて女性の方が同性愛者に対する態度が肯定的であることが明らかになっている。和

田（2010）が大学生を対象に行った調査においては，和田（1996）と同様に男性よりも女

性の方が同性愛者に対する態度が肯定的である傾向が示され，男性よりも女性の方が同性

愛についての知識量が多い結果が示されている。 

 

本研究の目的 

本研究では，学校教員および教員養成課程の学生に対する多様な性の理解に関する研修

の効果的なあり方を検討する上での一助とすることを目的とし，以下の 2点を検討する。 

まず，知識の内容ごとの理解度から，周知が進んでいない知識の内容を明らかにする。 

次に，多様な性に対する態度に影響を及ぼす要因として多様な性に関する知識，異質拒
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否傾向を取り上げ，その影響を検討する。田中ら（2019）により，異質拒否傾向が同性愛

者に対する否定的態度を強めることが示されているが，多様な性に関する知識の影響は検

討されていない。そこで，以下の仮説を検証し，多様な性の理解に関する研修が多様な性

に対する否定的態度の抑制にどのように寄与し得るかを探る。 

仮説：異質拒否傾向による多様な性に対する態度への影響に，多様な性に関する知識が

調整効果を及ぼす。 

方法 

調査対象者 

調査への参加者は，東海甲信地方および関東地方の教員養成系教育学部所属の大学生

127名（戸籍上男性：47名，戸籍上女性：78名，回答しない 2名）であった。うち分析対

象は，シスジェンダーかつ異性愛者であると回答した 83 名（戸籍上男性：28 名，戸籍上

女性：55名）である。 

調査手続き 

2023 年 7 月から 12 月の間に，Google forms によって質問内容をインターネット上に公

開し調査を行った。 

縁故法およびインターセプト法によりデータ収集を行った。調査依頼書および調査フォ

ームへのリンク（QRコードおよびURL）を送信，または印刷して配布し回答を求めた。 

調査内容 

シスジェンダーかつ異性愛者に該当する回答者は全ての質問に回答し，該当しない回答

者は「同性愛者への態度」，「トランスジェンダーへの態度」，「同性の友人に対する異

質拒否傾向」についての項目へ回答しないよう調査フォームを設定した。 

所属学部 教員養成系教育学部所属か，他学部所属かを尋ね，他学部所属の場合はフォ

ームを終了するよう求めた。 

フェイスシート項目 年齢，戸籍上の性別，性自認，性的指向を尋ねた。ここで戸籍上

の性別と性自認が一致し，性自認と性的指向が異なる性である場合，分析対象に該当する

と判断した。なお，戸籍上の性別，性自認，性的指向のいずれかで「その他」「回答しな

い」の選択が一つでも含まれる場合，分析対象からは除外している。 

同性愛者への態度 「Attitudes Toward Lesbians and Gay Men Scale 日本語 20 項目版

（ATLG-J20）」（堀川・岡，2018）を用いた。5 件法（1.反対，2.やや反対，3.どちらでも

ない，4.やや賛成，5.賛成）で回答を求めた。 

トランスジェンダーへの態度 「Flexibility of Gender Aptitudes」（Bornstein，1998）の日

本語版「ジェンダー適性の柔軟性」（飯田ら，2018）全 9項目を用いた。Bornstein（1998）

による項目の有用性は，Nagoshi, J., Adams, Terrell, Hill, Buzuzy, & Nagoshi, C.（2008）により

確認されている。5 件法（1.ぜんぜんそう思わない，2.そう思わない，3.どちらでもない，
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4.そう思う，5.まったくそのとおりだと思う）で回答を求めた。 

同性の友人に対する異質拒否傾向 「被異質視不安・異質拒否傾向項目」（高坂，2010）

の第一因子「異質な存在を拒否する傾向（異質拒否傾向）」全 12項目を用いた。5件法（1.

まったくあてはまらない，2.あまりあてはまらない，3.どちらともいえない，4.ややあては

まる，5.とてもあてはまる）で回答を求めた。 

多様な性に関する知識 電通ダイバーシティ・ラボ（2022），飯田ら（2018），認定特

定非営利活動法人 ReBit（2019）を参考に，本研究において独自に作成した全 9 項目を用

いた。4 件法（1.そう思わない，2.どちらかといえばそう思わない，3.どちらかといえばそ

う思う，4.そう思う）で回答を求めた。 

倫理的配慮 

質問項目および調査フォームの構成は，信州大学教育学部研究委員会倫理審査部会の承

認を得ている（管理番号：23-09）。 

 

結果 

各尺度の記述統計および相関分析 

各尺度における尺度得点を算出し，記述統計量および各尺度得点の相関係数を算出し表

1 に示した。その結果，ATLG-J20 はジェンダー適性の柔軟性との間に中程度の正の相関を

（r = 70），異質拒否傾向との間に弱い正の相関を（r = .28），多様な性に関する知識との間

に中程度の負の相関を示し（r = -.46），ジェンダー適性の柔軟性は異質拒否傾向との間に中

程度の正の相関を（r = .46），多様な性に関する知識との間に中程度の負の相関を示した（r 

= -.46）。多様な性に関する知識と異質拒否傾向との間には，相関関係が示されなかった（r 

= -.09）。 

 

多様な性に関する知識尺度の正答率 

多様な性に関する知識において，項目ごとの誤答率を算出し表 2に示した。なお誤答率

とは，逆転項目を処理した上で評定値が 1 または 2 である回答の割合である。項目全体に

表 1 各尺度得点の記述統計量と相関係数 

   1  2  3  M SD 

1 ATLG-J20  －      1.61 0.56 

2 ジェンダー適性の柔軟性  .70 ** －    2.21 0.71 

3 異質拒否傾向  .28 * .46 ** －  2.51 0.64 

4 多様な性に関する知識  -.46 ** -.46 ** -.09  3.54 0.37 

 注：** p < .01, * p < .05 
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おける誤答率は 9.64%であり，誤答率が最も低いのは項目 5 および項目 6 で 1.20%，誤答

率が最も高いのは項目 9で 37.35%であった。 

 

電通ダイバーシティ・ラボ（2022），飯田ら（2018），認定特定非営利活動法人 ReBit

（2019）を参考に多様な性に関する知識項目を作成した後，項目の内容から判断してカテ

ゴリ分けを行っている。項目選定とカテゴリ分けにあたり，心理学を専門とする大学教員

1 名と心理学を専攻する大学院生 6名により検討を行った。カテゴリ 1：異性愛・シスジェ

ンダーではないセクシュアリティについての知識，カテゴリ 2：性別二元制に当てはまら

ない セクシュアリティについての知識，カテゴリ 3：セクシュアリティの多様性全般につ

いての知識，カテゴリ 4：法制度についての知識，の 4 カテゴリを作成した。なお性別二

元制とは，性を「男性」，「女性」の二つに分類する社会的規範を意味する。 

カテゴリごとの誤答率を算出し，表 3に示した。誤答率が最も低いのは，性別二元制に

当てはまらないセクシュアリティについての知識であるカテゴリ 2 で 3.21%，最も高いの

は法制度についての知識であるカテゴリ 4で 25.91%であった。 

知識による態度への影響 

多様な性に関する知識と，同性愛者およびトランスジェンダーへの態度には負の相関が

見られた（表 1）。そこで，知識による態度への影響を検討するために，ATLG-J20尺度得

点とジェンダー適性の柔軟性尺度得点を合計し否定的態度得点を合成した。平均値および

標準偏差を表 4に示す。そして，否定的態度に対する知識のカテゴリごとの影響を重回帰

表 2 多様な性に関する知識の項目及び誤答率 

注：*は反転項目。 

 内容 誤答率(%) 

1 自分の身体的な性別とは異なる性別で生きたいと願う人がいる。 3.61 

2 日本の法律では，同性のカップルは結婚できない。 14.46 

3 セクシュアリティ（性のあり方）は人の数だけある。 8.43 

4* すべての人は異性に魅力を感じる。 9.64 

5 
自分の性別を「男性でも女性でもない」と考える人や，「男性でも女性で

もある」と考える人がいる。 
1.20 

6 男性にも女性にも恋愛感情を抱く人がいる。 1.20 

7* 男性同性愛者は男性が好きなので，みんな女性になりたいと思っている。 3.61 

8 性的・恋愛的な魅力を他者に感じない人がいる。 7.23 

9* 日本では，戸籍上の性別を変えることができない。 37.35 

計  9.64 
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分析によって検討し，結果を表 5 に示した。その結果，異性愛・シスジェンダーではない

セクシュアリティについての知識であるカテゴリ 1（β = -.40, p < 001）および性別二元制に

当てはまらないセクシュアリティについての知識であるカテゴリ 2（β = -.22, p = .040）が

否定的態度へ負の影響を示した。 

 

多様な性に関する知識及び態度の性差 

和田（2010）において同性愛についての知識量の性差が示され，和田（2010）および和

田（1996）において同性愛者に対する態度の性差が示されたことから，本研究においても

多様な性に関する知識および態度の 性差を検討した。多様な性に関する知識，ATLG-J20，

ジェンダー適性の柔軟性それぞれについて戸籍上の性別ごとの尺度得点を算出し，性差に

関する t 検定を行った。結果を表 6 に示す。多様な性に関する知識においては戸籍上女性

の得点が有意に高く（t (81) = 4.24, p < .001, d = 0.98），ATLG-J20においては戸籍上男性の

表 4 否定的態度得点の記述統計 

 M SD 

否定的態度 3.81 1.17 

 

表 3 多様な性に関する知識項目のカテゴリおよび誤答率 

 カテゴリ 項目 誤答率(%) 

1 異性愛・シスジェンダーではないセクシュアリティについての知識 1，4，7 5.62 

2 性別二元制に当てはまらないセクシュアリティについての知識 5，6，8 3.21 

3 セクシュアリティの多様性全般についての知識 3 8.43 

4 法制度についての知識 2，9 25.91 

 

表 5 否定的態度に対する知識のカテゴリごとの影響 

  β  p 

カテゴリ 1  -.40 ** .000 

カテゴリ 2  -.22 * .040 

カテゴリ 3  -.19 + .059 

カテゴリ 4  .09  .352 

R²  .35 **  

 注：** p < .01, * p < .05, + p < .10 
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得点が有意に高く（t (81) = 3.01, p < .01, d = 0.69），ジェンダー適性の柔軟性においては戸

籍上男性の得点が有意に高かった（t (81) = 3.97, p < .01, d = 0.91）。 

 

知識の調整効果 

異質拒否傾向による態度への影響に対する多様な性に関する知識の調整効果を検討す

るため，階層的重回帰分析を行った（表 7）。多様な性に関する知識および態度における

性差が示されたことから（表 6），Step1では戸籍上の性別を男性=0，女性=1のダミー変数

として統制変数に投入した。Step2 では異質拒否傾向および多様な性に関する知識を投入

し，Step3ではそれらの交互作用を投入した。分析の結果，Step1 において戸籍上の性別と

否定的態度の関連が有意であった（β = -.40, p < .001）。Step2においては，異質拒否傾向（β 

= .36, p < .001），多様な性に関する知識（β = -.38, p < .001）はともに否定的態度との関連が

有意であり，決定係数の増加分も有意であった（⊿R² = .26, p < .001）。Step3においては，

決定係数の増加分は有意ではなく（⊿R² = .01, p = .297），異質拒否傾向と多様な性に関す

る知識の交互作用も有意ではなかった（β = -.09, p = .297）。 

表 6 多様な性に関する知識および態度の性差の検討 

  戸籍上男性 戸籍上女性   

  M SD M SD t d 

多様な性に関する知識  3.33 0.30 3.65 0.35 4.24** 0.98 

ATLG-J20  1.85 0.78 1.48 0.37 3.01** 0.69 

ジェンダー適性の柔軟性  2.61 0.81 2.00 0.56 3.97** 0.91 

 注：** p < .01 

表 7 戸籍上の性別，異質拒否傾向，知識と否定的態度の関連 

注：** p < .01, * p < .05 

  Step1  Step2  Step3 

  β  β  β 

戸籍上の性別 -.40 **  -.20 *  -.20 * 

異質拒否傾向     .36 **  .37 ** 

多様な性に関する知識     -.38 **  -.38 ** 

異質拒否傾向×多様な性に関する知識        -.09  

R²  .16 **  .41 **  .42 ** 

⊿R²     .26 **  .01  
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考察 

多様な性に関する知識の状況 

多様な性に関する知識項目全体の誤答率は 9.64%であり，今回測定した内容については

ある程度理解が進んでいると言える。しかし，法制度についての知識である項目 2，項目 9

の誤答率はそれぞれ 10%，30%を上回ったため，セクシュアリティの特徴に関する内容と

比較し法制度に関する内容への理解度は低い。ここで，項目 2と項目 9の誤答率に大きな

差が生じているが，これは性的マイノリティの権利保障に関わる社会的動向の影響が示唆

される。国が同性間の婚姻を認めないことを憲法違反とする訴訟が 2019年から開始され，

この訴訟に関わる活動がメディアでも取り上げられた。同性婚が認められない日本国内の

状況を多くの人が知る機会となり，同性カップルの結婚に関する国内の法律を問う項目 2

の誤答率が低く抑えられたと推察される。 

セクシュアリティの特徴そのものに関するカテゴリ 1~3の項目においては，性別二元的

ではないセクシュアリティについての知識であるカテゴリ 2 の誤答率が最も低く，多様な

セクシュアリティ全般についての知識であるカテゴリ 3の誤答率が最も高い結果となった。

近年は若者向けのファッションの文脈において，「ジェンダーレス」，「ジェンダーニュート

ラル」といった，性別二元制から脱した概念が取り上げられている。そのため，今回の調

査対象である大学生においては，性別二元的でないセクシュアリティの存在を感覚的に理

解しやすかったと推察される。一方で，カテゴリ 3 の誤答の割合が高い結果となった。カ

テゴリ 3に分類される項目 3は，セクシュアリティの個人差についての知識を問う項目で

ある。多数派である「異性愛者およびシスジェンダー」以外にも，「LGBT」をはじめとし

た多様なセクシュアリティの分類が存在することは理解が進んでいるが，同じセクシュア

リティの分類であっても個人差が存在することについては理解が遅れている可能性がある。 

知識と態度の関連 

多様な性に関する知識と同性愛者およびトランスジェンダーへの否定的態度との間に

負の相関が示されるとともに，多様な性に関する知識から否定的態度へ負の影響が示され

た。多様な性に関する適切な知識を有するほど，多様なセクシュアリティへの態度は肯定

的であると言える。 

知識のカテゴリごとに見ると，異性愛・シスジェンダーではないセクシュアリティにつ

いての知識であるカテゴリ 1，性別二元制に当てはまらないセクシュアリティについての

知識であるカテゴリ 2 による否定的態度への影響が示された。飯田ら（2018）においては，

性別二元制から脱し性の多様性を認知することが多様な性に対する否定的態度の軽減に役

立つとされており，本研究においても同様の結果が示された。ただし，セクシュアリティ

の多様性全般についての知識であるカテゴリ 3による影響は示されていない。 

ここで，多様な性に関する知識項目のカテゴリ分けは恣意的に行われた部分が大きく，

知識の特性による効果を適切に説明できているとは言えない点で注意が必要である。特に
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カテゴリ 3およびカテゴリ 4は項目数が少なく，カテゴリの内容として示した事項につい

ての知識を漏れなく反映できているとは言い難い。ここまでで知識のカテゴリごとの理解

度および知識のカテゴリごとの態度への影響について述べたが，これらについては更なる

検討が必要である。 

知識の調整効果および異質拒否傾向による影響 

異質拒否傾向から否定的態度への影響に対する知識の調整効果を検討した結果，異質拒

否傾向と多様な性に関する知識の交互作用は有意ではなく，調整効果は示されなかった。

よって，仮説は支持されなかった。 

異質拒否傾向において，同性愛者およびトランスジェンダーへの否定的態度の両方と正

の相関が示され，異質拒否傾向から否定的態度へ正の影響が示された。よって，田中ら（2019）

で示された異質拒否傾向による同性愛者に対する態度への影響が，本研究においても示さ

れた。また，トランスジェンダーへの態度に対する正の影響も示されていることから，同

性愛者に限らず他の多様なセクシュアリティに対する態度への影響も示唆される。 

以上から，多様な性に関する知識が，他の要因への影響も及ぼしながら否定的態度を抑

制するという可能性は示されなかった。しかし，多様な性に対する態度への，多様な性に

関する知識および異質拒否傾向それぞれによる影響は示された。田中ら（2019）において

述べられたように，様々な友人と交流し他者との差異や人間の多様性を自然に受け入れら

れることは，性的マイノリティへの否定的態度を抑制する上で重要であると言えよう。多

様な性に関する正しい知識の普及を進めるとともに，人間としての多様性を受け入れる態

度を涵養していくことは，多様な性に対する肯定的な態度を促進する上で効果的である。 

研究の限界と展望 

本研究の問題点として，以下の二つを挙げる。 

まず，多様な性に関する知識尺度項目の妥当性・信頼性の低さである。多様な性に関す

る知識項目を本研究において独自に作成したが，予備調査による項目の信頼性・妥当性の

検討は行っておらず，多様な性に関する知識を適切に反映できていない。分析の結果とし

ても，同性愛者およびトランスジェンダーへの否定的態度への影響を示さない項目が含ま

れていた。性的マイノリティの多様な性に関する知識量，および知識の適切さを測定可能

な項目の開発が求められる。それにより，本研究では示せなかった知識の有用性を更に探

求し，適切な知識の普及を促進する一助となるだろう。 

次に，多様なセクシュアリティのうちの一部のみを扱う研究となったことである。本研

究で測定した否定的態度は，同性愛者への態度およびトランスジェンダーへの態度のみで

あった。同性愛者およびトランスジェンダーに対する態度ついての尺度の開発が中心に行

われており，他のセクシュアリティに対する態度の測定が困難であった。同性愛者，トラ

ンスジェンダーに限らないセクシュアリティについての尺度作成，検討が求められる。た

だし，多様なセクシュアリティを研究で扱う上で，調査等で必要な項目数が膨大になって
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しまう問題も考えられる。本研究での多様な性に関する知識尺度項目の作成では，各セク

シュアリティに共通する抽象的な概念に関する項目を選定，作成し，多様なセクシュアリ

ティの網羅を試みた。性的マイノリティに関する態度，知識の尺度開発において，多様な

セクシュアリティの網羅という観点での検討も求められる。 

 

付記 

本研究は，信州大学大学院総合人文社会科学研究科に提出した修士論文の一部を加筆・

修正したものである。 
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＜原著＞ 

 

日米の大学生における援助要請態度の差異 
―文化的自己観に焦点を当てて― 

 

大平祐布 信州大学大学院総合人文社会科学研究科 

茅野理恵 信州大学学術研究院教育学系 

 

概要 

 本研究の目的は，日米の大学生における自己有用感が自尊感情へ与える影響，文化的自己

観，自己有用感，自尊感情から援助要請態度への影響の特徴を明らかにすることであった。

質問紙調査を実施し，日本人 108 名，米国人 36 名の大学生・大学院生を分析対象とした。

分析の結果，両グループとも自己有用感から自尊感情に正の影響が示されており，国籍間

に差異は見られなかった。日本人大学生においては，相互協調性から自己有用感へ負の影

響が見られた。 

キーワード：援助要請態度，文化的自己観，自尊感情，自己有用感 

 

 

問題と目的 

日本の大学生は米国の大学生よりも自殺念慮，絶望感，抑うつ症状を持つ割合が高いと

の報告があり  (Lamis, Saito, Klibert, Osman, Kilbert, Malone, & Langhinrichsen-

Rohling, 2014)，2021 年の厚生労働省による日本国内の自殺概況によれば，大学生の自殺

者数は近年増加傾向にある (厚生労働省, 2022)。加えて，日本人大学生は深刻な精神的苦

痛を感じているにも関わらず，メンタルヘルスの専門家への援助要請に否定的であること

が示唆されており (Mojaverian, Hashimoto, & Kim, 2013)，心理的問題を感じてから実際

に精神科への相談を決定するまでに時間がかかること，身体症状が現れてから相談を決め

る傾向があることが明らかとなっている  (Adachi, Yamamura, Nakamura-Taira, 

Tanimukai, Fujino, Kudo, & Hirai, 2020)。さらに，日本全国の高等専門学校を対象とし

た調査によると，「悩みを抱えていながら相談に来ない学生への対応」を学生相談において

特に必要性が高い今後の課題であると回答した教育機関は，全体の 87.7%であった (独立

行政法人日本学生支援機構, 2021)。加えて文部科学省 (2022)によれば，自殺死亡大学生の

うち学内保健管理施設の関与があったのは，わずか 1 割強であると指摘されている。以上

のことから，日本人大学生は生活の中で深刻な問題を感じても，人に助けを求めることを

選択しづらい傾向があることは明確であり，その傾向と大学生の自殺率の増加は少なから
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ず関連している可能性があると言える。 

メンタルヘルスやウェルビーイングに関する研究において，アメリカでは大学生に関す

る専門家への援助要請の人種間差異についての知見が多く蓄積されている。その中で，日

本を含む東アジア圏出身者は，ヨーロッパ系アメリカ人より専門家への援助要請に否定的

であることが示されている (Eisenberg, Golberstein, & Gollust, 2007; Kim, Sherman, Ko, 

& Taylor, 2006; Mojaverian et al., 2013)。一方，日本の大学生は，専門家よりも友人や家

族等のインフォーマルな援助者を相談相手として好む傾向がある (木村・水野, 2004) こと

から，友人への援助要請に関する知見が多く見られる(芥川・兒玉, 2010; 木村・水野, 2004)。  

日本人が，メンタルヘルスの専門家の支援を必要とする状況であるにも関わらず支援に

否定的であることの背景要因として，日本人が持つ精神疾患への偏見の高さ (Ando, 

Yamaguchi, Aoki, & Thornicroft, 2013) が援助要請を避ける要因になっていること 

(Benuto, Casas, Gonzalez, & Newland, 2020; Clement, Schauman, Graham, Maggioni, 

Evans-Lacko, Bezborodovs, Morgan, Rüsch, Brown, & Thornicroft, 2015)，メンタルヘル

スリテラシー (MHL) の低さが一要因であることが述べられている (Nakayama, Osaka, 

Togari, Ishikawa, Yonekura, Sekido, & Matsumoto, 2015)。2020 年度から施行されてい

る新学習指導要領には「心の健康や精神疾患」に関するコンテンツが加わり，小学生，中

学生，高校生それぞれの発達段階に応じて保健体育の一環として指導が行われている 

(Ojio, Mori, Matsumoto, Nemoto, Sumiyoshi, Fujita, Morimoto, Nishizono, Fuji, & 

Mizuno, 2020)。海外の先行研究では，心理教育が援助要請行動を促進することが示唆され

ている（Ratnayake & Hyde, 2019)。しかし，日本の大学生 250 名を対象に行われた研究

では，援助要請行動を促進するために作成されたメンタルヘルス教育プログラム (講習) 

の受講前後において，特に自己肯定感及び社交性の低い人，他者の目を気にする意識が高

い人については効果が認められなかった (斉藤・齋藤, 2019)。加えて，日本人は援助要請

をすることで人生の満足度が低下するという知見も見出されている (Lua, Majeed, 

Hartanto, & Leung, 2022)。 

自尊感情とは，1960 年代にローゼンバーグが提唱した self-esteem の日本語訳である。

田島・奥住 (2013) は self-esteemの語訳を複数の文献を用いて検討し，その結果，自尊感

情は「自分自身を肯定的に評価する気持ち」と定義づけられることが多いとしている。さ

らに，self-esteemの語訳については自尊感情の他に，自己肯定感という言葉も頻繁に利用

されている。田島・奥住 (2013) は，自己肯定感は「ありのままの自分を受け止め，自己

の否定的な側面もふくめて，自分が自分であっても大丈夫という感覚である」と定義づけ

られていると述べており，自己肯定感と自尊感情の概念的な差異は明確ではないとしてい

る。 

自己有用感については，文部科学省（2015）は，「人の役に立った，人から感謝された，

人から認められた，という自分と他者(集団や社会)との関係を自他共に肯定的に受け入れ
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られることで生まれる，自己に対する肯定的な評価」であると示している。英語訳では，

self-perceived usefulness が日本で使われている自己有用感と近い概念であると考えられ

る (Ranzijn, Keeves, Luszcz, & Feather, 1998)。 

内閣府 (2017) で行われた「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」の国際比較に

おいて，日本の若者は諸外国と比べて自己肯定感に関する項目に関して否定的な回答であ

ることが明らかにされている。また，日本では，自己有用感に関する項目が自己肯定感に

関する項目と強い関係があったと報告されている。 

文化的自己観とは，文化的価値観や習慣によって形成される自己理解のモデルであり，

その自己理解により行動や認知，感情などが影響を受けるとされている (Markus & 

Kitayama, 1991)。さらに，Markus & Kitayama (1991) は，文化的自己観の中には少な

くとも二通りの自己観があり，一つは相互独立的自己観 (independent construal of self) 

であり，自己は他者や周囲の物事とは区別されて独立しているものであることを前提とし

た人間観であると定義している。相互独立的自己観が強調されていると，人間がとる行動

はその人の内的要因(性格，能力，才能，動機等)によるものであると考える傾向にあり，西

欧において優勢な自己観であるとしている。もう一方は相互協調的自己観 

(interdependent construal of self) であり，自己は周囲にいる他者から期待されるように

行動することを前提とした人間観であると定義されている。相互協調的自己観が強調され

ている場合，人間がとる行動は周囲の人や社会から求められている期待や役割に突き動か

されているものであると考える傾向にあり，東アジア圏において優勢な自己観であるとし

ている。日本も東アジア圏に属しているため，国民性としては相互協調的自己観が優勢で

あると言われている。Singelis (1994) は，相互独立的自己観と相互協調的自己観は個人の

中で両方持ちうるものであり，その中で優勢な自己観が自己の行動に影響を与えていると

述べている。 

文化的自己観と援助要請について，高田・井邑・芥川 (2014) は，日本の大学生 139 名

を対象とし，友人に対する援助要請態度が肯定的であるほど，相互協調的自己観が高いと

いう有意な相関関係が認められることを報告している。また，18 歳～59 歳の 1071 名の日

本人において，友人間の援助要請行動に及ぼす文化的自己観の効果を検討した研究では，

相互独立的自己観が強く外向的な人ほど援助要請を行う傾向にあり，相互協調的自己観を

持つ人は迷惑をかけてはいけないという考えから援助要請を行わないというプロセスがあ

りながらも，対人欲求が強く，援助要請をしやすいという背反するプロセスが存在したこ

とが示されている (Harihara, 2014)。 

諸外国の若者と比べて日本の若者は，他者の役に立っていると感じることと自己肯定感

に強い関連があるということから，日本人の自己肯定感や自尊感情が他者との関わりの中

で育まれている可能性があると考えられる。もしそうなのだとすれば，援助要請の抑制と

関連して，他者の役に立っていなければ，自分は人に助けてもらうほどの価値がある人間
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だと思えない可能性が出てくるのではないかと考えられる。しかし，先行研究では日本人

において，自己有用感の自己肯定感への影響までは語られていないため，人の役に立って

いる感覚が自己肯定感の高低に影響があるかどうかを明らかにする必要があると考える。 

また，日本に関しては自己有用感と自己肯定感に強い関係が見られたという内閣府 

(2017) の調査結果と併せると，他者との関わりの中で自己が成り立つ相互協調的自己観と

近いものがあるようにも捉えられる。そのため，日本人は現在も相互協調的自己観が優勢

であり，他者との関わりの中で役に立っていると思えない場合には，人に迷惑をかけるよ

うな自分は助けてもらう価値などないと考え，援助要請に至らない可能性があると考えら

れる。しかし，先行研究では文化的自己観と自己有用感の関連については言及されていな

い。 

さらに，Mojaverian ら (2013) はメンタルヘルスのために専門家へ援助要請をするかど

うかの人種間における差異については，文化的背景の違いが関連していると述べている。

日本で行われている援助要請を促進するためのプログラムは海外発祥であり，その有効性

も海外で認められたことから導入しているという背景がある。また，アメリカ人は援助要

請した結果人生の満足度は高くなるが，日本人はむしろ満足度が下がるという結果の報告

より (Lua et al., 2022)，海外で有効性が認められたものを日本で行う際には，日本人が持

つであろう文化的特徴を捉えその特徴に応じてアレンジする必要があると考える。しかし，

現在日本で行われている援助要請研究は日本人内での検討にとどまっている。よって，日

本人とアメリカ人の国際比較を行うことで，日本人が持つ独自のメンタリティを明らかに

する必要があると考える。 

よって本研究では，日米の大学生において，自己有用感が自尊感情に与える影響を明ら

かにすることを第一の目的とし，文化的自己観，自己有用感，自尊感情から援助要請態度

への影響の特徴を明らかにすることを第二の目的とする。日米の大学生において国際比較

を行うことで，日本人の特徴を掴み，より日本人に合った支援へのつなぎ方を考える一助

となると考える。本研究の仮説は，仮説 1「日本人大学生はアメリカ人大学生と比較して，

自己有用感が肯定的自尊心へ与える正の影響が強い」，及び仮説 2「モデルのうち，日本人

大学生はアメリカ人大学生と比較して，文化的自己観のうち相互協調性が自己有用感の高

低に与える影響が強い。その影響により，援助要請態度に負の影響を及ぼしている」から

構成される。 

 

方法 

調査対象者 

調査対象者は，日本国籍もしくはアメリカ国籍であり，且つ人生の半分以上を過ごした

国が日本もしくはアメリカであると回答した 154 名 (男性 69 名，女性 80 名，その他 3 名，

回答しない 2 名，平均年齢 21.6 歳)，(日本 108 名，アメリカ 46 名) 。 
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調査材料 

デモグラフィック項目 年齢，パスポートに基づいた国籍 ，人生の半分以上を過ごした

国，現在住んでいる州／都道府県，人種，性別，どこの大学に所属しているか大学の種類

を尋ねた。人種については，「アジア人 (日本人) ／アジア人 (その他：日本人以外) ／

ブラック／ホワイト／ネイティブアメリカンもしくはアラスカネイティブ／ネイティブハ

ワイアンもしくはパシフィックアイランダー／ヒスパニック，ラテン系，もしくはスペイ

ン人／その他／回答しない」の 9択，性別については，「男／女／その他／回答しない」の

4択，年齢は自由記述とし，回答しない場合は「000」と記入する選択を設けた。全項目英

語，日本語の両方で記載した。 

相互独立的―相互協調的自己観尺度 (改訂版) (高田・大本・清家，1996) 英語版は

Halloran, Takemura, Yuki, and Kashima (2007) の論文内に記載された英訳を参考にし，

筆者が英語訳したものを用いた。英語訳については日英バイリンガル 3名，臨床心理学を

専門とする教員 1名，心理学を専攻する大学院生 6名で検討を重ねた。全 20項目。「次の 

(1) ～ (20) について，あなた自身にどの程度あてはまるかをお答えください。」と教示

し，「1．全くあてはまらない，2．あてはまらない，3．あまりあてはまらない，4．どちら

ともいえない，5．ややあてはまる，6．あてはまる，7．ぴったりあてはまる」の 7件法で

尋ねた。 

Inventory of Attitudes Towards Seeking Mental Health Services (Mackenzie et al., 

2006) 日本語版は Ohira (2021) によって日本語訳されたものを用いた。英語訳は日英バ

イリンガル 3名で検討が重ねらた。全 24項目。「次の文章を読んで，一番当てはまる答え

を選んでください。」と教示し，「1．そう思わない，2．ややそう思わない，3．わからない，

4．ややそう思う，5．そう思う」の 5件法で尋ねた。 

 Bachman Revision (1970) of Rosenberg’s Self-Esteem Scale (Ranzijn et al., 1998) 

自尊感情と自己有用感について，Ranzijn ら (1998) の論文で紹介されている Bachman 

(1970) によって改訂されたRosenberg (1965) の自尊感情尺度を用いた。日本語版は，項

目 1～6まではMimura & Griffiths (2007) による日本版RSES (RSES-J)を用いて，項目

7～10 は筆者が訳したものを用いた。日本語訳は日英バイリンガル 3 名，臨床心理学を専

門とする教員 1名，心理学を専攻する大学院生 6名で検討を重ねた。全 10項目。「各項目

についてどのくらいの頻度で当てはまりますか。」と教示し，「1．まったく当てはまらない，

2．あまり当てはまらない，3．時々当てはまる，4．よく当てはまる，5. ほとんど常に当

てはまる」の 5件法で尋ねた。 

調査手続き 

縁故法により，調査対象者へ調査依頼状及び調査フォームへのリンクを送信，または印

刷して配布した。調査内容はGoogle Formsによってインターネット上に公開し，研究参加

の同意及び研究成果の公表への同意が取れた場合のみ回答を求めた。 
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全体 

調査時期 

 2023年 8月から 11月に実施した。 

倫理的配慮 

本研究は学内の研究倫理審査委員会の承認を受けて実施された (管理番号:23-08)。 

 

結果 

 本研究で用いた 3 つの尺度について翻訳を行っていたため，確認的因子分析を行った。

結果，それぞれ想定通りの因子構造であることが確認できたため分析を進めた。 

国籍と各尺度の関連 

各尺度得点の相関係数を算出するために相関分析を行った (表 1)。その結果，本研究の

分析対象全体では，「自己有用感」，「相互独立性」と「肯定的自尊心」の間，「相互独立性」

と「自己有用感」の間で正の相関が示された。また，「相互独立性」，「相互協調性」と「援

助要請態度」の間，「相互協調性」と「自己有用感」の間，「相互協調性」と「相互独立性」

の間で負の相関が見られた。なお，分析対象者のうち，日本人においても同様の結果が見

られた。分析対象者のうち，アメリカ人においては，「自己有用感」と「援助要請態度」，

「肯定的自尊心」の間で正の相関が見られた。「相互独立性」と「援助要請態度」の間では

負の相関が示された。 

表 1 各尺度得点の相関係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

1 援助要請態度 -

2 肯定的自尊心 .14⁺ -

3 自己有用感 .13⁺ .79** -

4 相互独立性 -.32** .22** .28** -

5 相互協調性 -.16* -.14⁺ -.23** -.16* -

注：**p <.01, *p <.05, ⁺p <.10 
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援助要請態度を想定する仮説モデルの検討 

 分析対象全体における援助要請態度を想定する仮説モデルを検討するため，共分散構造

分析を行った。文化的自己観が，自己有用感の高低に影響を及ぼし，自己有用感の高低が

自尊感情に影響を与える。その上で，自尊感情が援助要請態度に影響を与えるというモデ

ルを仮定した。この仮説モデルに基づき，まず分析対象者全体で共分散構造分析を行った

結果，適合度指標は𝑥2 = 31.600，df = 5，p ＜.001，GFI = .930，AGFI = .791，CFI = .868，

RMSEA = .186 であったため，比較的良好な適合度であったと言える (図 1)。 

 

 

図 1 文化的自己観から援助要請態度に至るまでのモデル 

1 2 3 4 5

1 援助要請態度 -

2 肯定的自尊心 .06 -

3 自己有用感 .03 .79** -

4 相互独立性 -.24** .38** .42** -

5 相互協調性 -.24* -.14 -.29** -.24* -

1 2 3 4 5

1 援助要請態度 -

2 肯定的自尊心 .26⁺ -

3 自己有用感 .30* .80** -

4 相互独立性 -.45** -.18 -.12 -

5 相互協調性 -.04 -.15 -.13 -.01 -

日本人 

注：**p <.01, *p <.05, ⁺p <.10 

アメリカ人 

注：**p <.01, *p <.05, ⁺p <.10 
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次に国籍ごとでモデル比較を行うため，多母集団同時分析を実施した。各モデルの適合

度はすべてのパス係数に等値制約を課した測定不変モデル (GFI = .890，AGFI = .765，

CFI = .831，RMSEA = .182)，パスの配置のみが一致していると仮定した配置不変モデル 

(GFI = .796，AGFI = -.020，CFI = .345，RMSEA = .547) であった。測定不変モデルの

方が適合度が良好だったため，等値制約を課した測定不変モデルを採用した。日本人大学

生のモデルを図 2，アメリカ人大学生のモデルを図 3 に示した。 

 

 

図 2 日本人大学生の推定結果 (n = 108) 

 
図 3 アメリカ人大学生の推定結果 (n = 46) 

 

文化的自己観から援助要請態度に至るモデル，日本人大学生のモデル，アメリカ人大学

生のモデルを見る (図 1, 2, 3)。「相互独立性」から「自己有用感」に正の影響，さらに「自

己有用感」から「肯定的自尊心」にも正の影響を示した。また，「相互協調性」から「自己

有用感」には負の影響が認められた。また，分析対象全体と日本人大学生においては文化

的自己観の間に負の相関が見られた。アメリカ人大学生においても負の相関は見られたも

のの，統計的に有意ではなかった。 

 

考察 

仮説１の検討 

本研究では，「日本人大学生はアメリカ人大学生と比較して，自己有用感が肯定的自尊心

へ与える正の影響が強い」ことを第一の仮説とした。自己有用感と肯定的自尊心について，

日本人大学生，アメリカ人大学生共に統計的に有意な正の影響が示されていた。両グルー

プとも，人の役に立っている感覚が高い場合，自己を肯定する感覚も高まる，もしくは人

の役に立っている感覚を得にくい場合，自己を肯定する感覚も得にくくなると考えられる。

相関係数を比較すると，2 グループ間に大きな違いは見られなかった。よって，本研究で
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は，仮説 1 は支持されなかった。また，内閣府 (2017) で行われた国際比較で得られた結

果とも相反する結果であった。本研究では，自尊感情と自己有用感の測定のために，

Bachman (1970) によるローゼンバーグの自尊感情尺度改訂版を用いている。自尊感情尺

度の下位尺度である自己有用感と肯定的自尊心を測定したことで，両グループ間において

差異がないという結果に繋がった可能性がある。しかし，今回の結果から，文化的背景が

異なっていたとしても日本人，アメリカ人の両方で自己有用感が肯定的自尊心の高低に影

響を及ぼすということに差異はないとも言えるかもしれない。 

仮説 2の検討 

「モデルのうち，日本人大学生はアメリカ人大学生と比較して，文化的自己観のうち相

互協調性が自己有用感の高低に与える影響が強い。その影響により，援助要請態度に負の

影響を及ぼしている」ことを第二の仮説として検討を行った。日本人大学生において，「相

互協調性」から「自己有用感」へ負の影響が見られたことから，相互協調性が優勢な日本

人大学生は，人の役に立っている感覚を得られにくい傾向にあると考えられる。相互協調

性が優勢である場合，他者への親和・順応の傾向が高いという特徴があり (高田ら, 1996)，

その場合，自己有用感の項目にある「仕事をする時は上手くやれる」や「身近にいると役

に立つ人間だ」等の質問に対して，周囲との比較の上で相対的に「自分はそうでもない」

と低い点数をつけるのではないかと考えられる。さらに，日本人大学生は，「相互独立性」

から「自己有用感」に正の影響が見られ，そこから「肯定的自尊心」にも正の影響が見ら

れた。相互独立性の質問項目において，物事の決定を自分自身で行い，さらにそれが最良

のものであるとするようなものがあり，それらの項目で高い点数がつく場合，自己有用感

の項目のうち，自己有能性を問うている項目について高く点をつける可能性がある。また，

日本人大学生について，文化的自己観のどちらかが優勢であっても自己有用感に正の影響

を与え，さらに自己有用感が肯定的自尊心に正の影響を与えることは明らかになったが，

それらが援助要請態度に与える影響については有意な結果は示されなかった。アメリカ人

大学生については，文化的自己観と自己有用感，肯定的自尊心の間に有意な相関は見られ

なかった。以上のことから，仮説 2 は一部支持された。 

 

本研究の課題 

以下に本研究の課題を述べる。まず，サンプルサイズの小ささが挙げられる。特に日本

人大学生の人数に対し，アメリカ人大学生の人数は日本人の約半数であった。また，縁故

法を用いたことにより，サンプルの文化的背景に偏りが生じている可能性もある。ランダ

ムサンプリングを用い，サンプルサイズを大きく，日米均等にし，再検討する必要がある

と考える。また，自己有用感と肯定的自尊心を同じ尺度内で測定しているため，各因子の

質問項目が似通っていたり，項目数が少なかったりしている。自己有用感と自尊心を正確

に測定するには，それぞれの尺度を用いて検討する必要がある。 
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付記 

 本研究は，信州大学大学院総合人文社会科学研究科に提出した修士論文の一部を加筆・

修正したものである。 
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＜原著＞ 

 

学校外の居場所感が 

不登校傾向に与える影響について 
 

里見隆行  信州大学大学院総合人文社会科学研究科 

茅野理恵  信州大学学術研究院教育学系 

 
概要 

 本研究では，中学生を対象に学校外の居場所感が不登校傾向に与える影響についての検

討を行った。その結果，学校外での居場所感が高い生徒は，学校外の居場所なしと回答し

た生徒に比べ「別室登校を希望する不登校傾向」が高いことが示された。学校外に居場所

があると感じている生徒は，学校内の居場所感が低くなった際に，登校したくない気持ち

が高まりながらも学校内において安心できる環境を求める傾向が高くなることが示唆され

た。また，学校外での居場所感が低いと感じている生徒においては，学校内での居場所感

の高さによる不登校傾向に違いは見られなかった。  
キーワード：居場所，不登校傾向，中学生 

 
 

先行研究の検討 

文部科学省 (2023) によると，令和 4 年度の小・中学校不登校児童数は過去最多の

299048 人に及び，2013 年度から 10 年連続増加中となっている。また，不登校児童数の

増加率で見ても，2019 年度から 2020 年度にかけて約 8.2%増加に対して，2020 年度から

2021 年度にかけて約 24.9%増加，2021 年度から 2022 年度にかけて約 22.1%増加と，そ

の勢いも高まっている。そのため，令和 4 年度の小・中学生の約 32 人に 1 人が，中学生

に限定すると約 17 人に 1 人が不登校児童生徒という結果になっている。五十嵐・萩原 
(2004) によると，登校しつつも登校回避願望がある状態であると，学校生活を楽しむこと

に困難が生じており，不登校の前駆的状態として，不登校傾向にあると述べている。日本

財団 (2018) によると，年間欠席数は 30 日未満で登校しているものの，学校に馴染めない

不登校傾向の状態にある中学生は約 33 万人で，これは全中学生の約 10.2％，すなわち約

10 人に 1 人にのぼることが報告されている。文部科学省 (2018) によると，平成 29 年度

の中学校の不登校児童数が 108999 人であったことから，日本財団 (2018) は，不登校傾

向にある中学生の数は不登校中学生の数の約 3 倍であると述べている。 
不登校・学校不適応問題への対応として 1980 年代ごろから「居場所」という言葉が用
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いられるようになった。広辞苑 第七版 (2018) では「居場所」を「いるところ。いどころ。」

と定義しており，物理的な空間・場所を指している。しかし，現在の「居場所」の意味は，

先述したような物理的な空間を指し示すだけでなく，心理的な意味をも表す言葉となって

いる。特に，文部省初等中等教育局 (1992) が，登校拒否問題への対応として，学校が自

己の存在感を実感し精神的に安心していられる場所―「心の居場所」―としての役割を果

たすことの必要性を指摘して以降，心理的な意味をもった「居場所」という言葉が広く用

いられるようになった。則定 (2008) は，「居場所」の中でもその心理的な側面に注意し，

物理的居場所と区別して，「心理的居場所」という言葉を用い，「心理的居場所」があると

いう感情のことを「心理的居場所感」と定義している。石本 (2010) は，これまでの「居

場所」に関する先行研究を踏まえ，教育臨床や心理臨床の領域において，他者との関係の

中で，個人が「ありのままでいられる」ことと「役に立っていると思える」ことを「居場

所」の心理的条件とし，居場所感尺度を作成した。杉本・庄司 (2007) は，中学生を対象

に「居場所」の有無と不登校傾向との関連を検討し，「居場所」がない生徒において不登校

傾向が有意に高いことが明らかとなった。また，内閣府 (2017) によると，「居場所」であ

ると感じる場が増えるにつれ生活への充実度，自立や社会への貢献度，対人関係について

前向きな将来像を描く傾向が高まることが明らかとなった。文部科学省 (2017) によると，

増加する不登校児童生徒に対する多様で適切な教育機会の確保として，特例校や教育支援

センターの設備促進，教育委員会・学校と民間団体との連携の推進などを掲げている。ま

た，オンライン上における学校外の居場所づくりも行われており，今村 (2023) によると，

不登校支援を行っている「認定 NPO 法人カタリバ」では，小・中学生を対象にしたメタ

バース上の居場所「room-K」を立ち上げ，埼玉県戸田市や広島県などの自治体では，学び

の選択肢として認められており，学校長が認めれば出席扱いにもなっている。さらに，不

登校児童生徒に限らず，全ての中学生にとっても，今後学校外における地域の団体が身近

な居場所となる可能性が考えられる。文部科学省・スポーツ庁・文化庁 (2020) によると，

これまでの部活動が，休日を含め教師の長時間勤務の要因であることや指導経験のない教

師にとって多大な負担であるとともに，生徒にとっては望ましい指導を受けられない場合

が生じることを考慮し，主に中学校を対象に休日における部活動の段階的な地域移行を行

うことになった。 
以上より，不登校児童生徒に対する支援という観点のみならず，地域移行されていく部

活動を利用する生徒も含めた全ての中学生に対する支援という観点で，学校外において「居

場所」と感じることのできる場が，児童生徒の不登校傾向にどのような役割を果たすか明

らかにすることは意義のあることだと考えられる。 
 

目的 

本研究では，学校外の居場所感が不登校傾向に与える影響を明らかにすることを目的と
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する。また，分析結果を踏まえ，学校外の居場所における今後の展望と不登校支援のあり

方について検討する。また，本研究における学校外の「居場所」の定義は，先述した不登

校支援としての学校外の「居場所」を参考に，①学校や家庭以外で物理的・空間的に存在

すると判断できる場所②他者との関わりが含まれる場所であることの2点を満たすものと

する。また，「居場所感」の心理的条件は，石本 (2010) に倣い，他者との関係の中で，個

人が「ありのままでいられる」ことと「役に立っていると思える」こととする。 
 

仮説 

 学校内での居場所感が低い生徒であっても，学校外に居場所があり，かつその居場所感

が高い生徒は，学校外の居場所がないと感じている生徒や学校外に居場所があっても居場

所感が低い生徒に比べ不登校傾向が低減される。 
 

方法 

調査対象者 

北信越地方の国立中学校 1 校に在籍する 1・2・3 年生 461名を調査対象者とした。その

うち無効回答があった者を除く 454名 (男性 208名，女性 218名，その他 5名，回答しな

い 23名) を分析対象とした。分析対象者のうち，年齢の項目で「回答しない」と選択した

14名を除く 440名の平均年齢は 13.36歳で標準偏差は 0.98 であった。 
調査内容  

フェイスシート項目 性別，学年，年齢を尋ねた。性別については，「男，女，その他，

回答しない」の 4 つの選択肢を設けた。学年については「1 年，2 年，3 年」の 3 つの選択

肢を設けた。年齢については，「12,13,14,15,回答しない」の 5 つの選択肢を設けた。 
居場所感尺度 学校内での居場所感，学校外での居場所感のそれぞれを測定する尺度と

して，石本 (2010) の居場所感尺度を使用した。全 13項目から構成されており，「自己有

用感」7項目，「本来感」6項目である。「〇〇にいるときの自分を思い浮かべてください。

以下の文が，〇〇にいるときのあなたにどの程度あてはまるかを 1＝あてはまらない，2＝
あまりあてはまらない，3＝どちらともいえない，4＝ややあてはまる，5＝あてはまる，の

5段階で，答えてください。」と教示し 5件法で尋ねた。教示文の〇〇は，石本 (2010) を
参考に学校内であれば対象をクラス内と考え「クラス」，学校外であれば自由記述で記入し

た居場所とした。質問項目のうち，「私がいないと＊＊がさびしがる」，「私がいないと＊＊

が困る」の＊＊についても，石本 (2010) を参考に学校内であれば対象をクラス内と考え

「みんな」とし，学校外であれば記入した居場所にいる人として居場所感を測定した。 
学校外の居場所の有無と内容 「学校や家庭以外で『ここは自分の居場所だ』と感じる

場所がありますか。」と教示し，「ある」・「ない」の 2件法で尋ねた。「ある」を選択した場

合は「一番そのように感じる居場所を記入してください」と教示し自由記述で回答を求め
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た。 

不登校傾向尺度 不登校傾向を測定する尺度として，五十嵐・萩原 (2002) の不登校傾

向尺度を一部修正した五十嵐・萩原 (2004) の不登校傾向尺度を用いた。全 13項目で構

成されており，「別室登校を希望する不登校傾向」3 項目，「遊び・非行に関連する不登校

傾向」4項目，「精神・身体症状を伴う不登校傾向」4項目，「在宅を希望する不登校傾向」

2項目である。「以下の質問項目で，『そう思わない (1点) 』『あまりそう思わない (2
点) 』『すこしそう思う (3点) 』『そう思う (4点) 』のうちもっともあなたに当てはまる

番号を選んでください。」と教示し，4件法で回答を求めた。 

調査手続き 

本調査の実施対象校は，これまでも児童生徒を対象とした調査を実施してきており，入

学時に保護者から研究の協力に対する同意書を得ている。このため，副校長に実施の許可

を得た上で，個々の生徒の参加意思を確認して実施した。副校長には，研究の目的，個人

情報の保護方法，成果の公開方法，参加を拒否する権利について，口頭での説明を行い研

究実施についての同意を得た。また，個々の生徒については，同様の内容を冒頭で説明し，

Googleフォームの回答をもって研究参加に同意したものと判断した。 

倫理的配慮 

 本調査は，信州大学教育学部研究委員会倫理審査部会の審査を通過している (管理番号：

23-04)。研究参加に伴って不快事象が生じ，当該事象への対応を必要とする場合への対応

として，信州大学教育学部研究委員会倫理審査部会への倫理審査申請書には，調査実施校

のスクールカウンセラー，調査実施校のスクールカウンセラー研修員である研究分担者,

ならびに研究責任者に連絡が取れる体制を校内で構築済みであることと，公認心理師資格

を有する研究責任者が責任をもって対応することを明記した。 
調査時期 

 2023 年 8月 18 日〜2023 年 9月 4 日 
分析方法 

 本研究のデータ解析には，心理統計分析ソフトウェアHAD on Version18 を用いた (清
水，2016)。 
 

結果 

フェイスシート項目及び学校外の居場所の有無における記述統計 

 表１に調査対象者のフェイスシート項目及び学校外の居場所の有無における記述統計を

示す。 
 
 

表1 フェイスシート項目，学校外の居場所の有無における記述統計 
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本研究で用いた尺度の記述統計 

居場所感尺度のうち，学校内の居場所感を「学内居場所感」，学校外の居場所感を「学外

居場所感」と表記する。 
分析対象者 454名における，学内居場所感を測定する尺度 (以下，「学内居場所感尺度」

とする) と不登校傾向尺度及び各下位尺度の記述統計を以下の表 2 に示す。 
 

表2 分析対象者全体における各尺度の記述統計 

 
 
また，学校外の居場所の有無で「ある」と選択した 275名 (以下，「学外居場所あり群」

とする) の学外居場所感を測定した尺度 (以下，「学外居場所感尺度」とする) と学内居場

所感尺度，不登校傾向尺度及び各下位尺度の記述統計を表 3 に示す。 
なお，学内居場所感尺度，学外居場所感尺度は，どちらも石本 (2010) に倣い，「自己有

用感」，「本来感」の 2因子構造を採用した。不登校傾向尺度は，五十嵐・萩原 (2004) に
倣い，「別室登校を希望する不登校傾向」，「遊び・非行に関連する不登校傾向」，「精神・身

体症状を伴う不登校傾向」，「在宅を希望する不登校傾向」の 4因子構造を採用した。 

N ％

性別 男 208 45.81
女 218 48.02
その他 5 1.10
回答しない 23 5.07
合計 454 100.00

学年 1年 175 38.55
2年 131 28.85
3年 148 32.60
合計 454 100.00

年齢 12 99 21.81
13 146 32.16
14 133 29.30
15 62 13.66
回答しない 14 3.08
合計 454 100.00

学校外の居場所の有無 ある 275 60.57
ない 179 39.43
合計 454 100.00

N 平均値 中央値 標準偏差 歪度 尖度

学内居場所感 454 3.29 3.31 0.89 -0.13 -0.52
自己有用感 454 3.03 3.00 0.97 0.05 -0.62
本来感 454 3.58 3.67 0.96 -0.32 -0.68

不登校傾向 454 1.84 1.77 0.52 0.64 0.13
別室登校を希望する不登校傾向 454 1.49 1.00 0.69 1.67 2.64
遊び・非行に関連する不登校傾向 454 1.84 1.75 0.65 0.58 -0.15
精神・身体症状を伴う不登校傾向 454 1.89 1.75 0.71 0.56 -0.50
在宅を希望する不登校傾向 454 2.24 2.00 0.83 0.35 -0.61

変数名
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表3 学外居場所あり群における各尺度の記述統計 

 
 

学校外の居場所の回答内容 

学校外の居場所の内容を尋ねる教示文「一番そのように感じる居場所を記入してくださ

い」で得られた自由記述の回答を表 4 に示す。表 4 の回答内容は，調査対象者の個人が特

定されないもののみに限定し，類似した回答内容がいくつか見られた場合には，1 つに絞

った。次に自由記述内容の分類手続きを行なった。まず，自由記述内容のうち，本研究に

おける学校外の「居場所」の定義である①学校や家庭以外で物理的・空間的に存在すると

判断できる場所②他者との関わりが含まれる場所であることのどちらも満たしているもの

を 1.本研究の定義に該当する学校外の「居場所」に分類した。次に，本研究の定義に該当

しないものの，本研究の定義における条件を部分的に満たしている回答については，2.学
校の場所だと推定される「居場所」，3.家庭の場所だと推定される「居場所」，4.他者との関

わりを必要としない「居場所」，5.物理的・空間的な場所が限定されない「居場所」のいず

れかに分類した。また，複数回答した回答の中で，1〜5 のうち複数該当している回答につ

いては別のカテゴリーとして分類した。最後に，それ以外の回答内容項目について，回答

内容から，6.「居場所」だと感じる理由，日常的に通うのが困難な場所，無効回答に分類

した。また，分類に迷った回答内容については，心理学の専門家 1名からのスーパービジ

ョン，心理学を専攻する大学院生 5名の意見を受けて作業を進めた。 

学外居場所感と不登校傾向との関連 

本研究の仮説を検証するために，学外居場所感と不登校傾向との関連について検討する。

学外居場所あり群における学校外の居場所の回答内容 (表 4) を見ると，本研究の定義に

該当しない回答も多く見られた。そのため，学外居場所あり群の分析対象者を，表 4 の 1.
本研究の定義に該当する学校外の「居場所」に該当する回答が見られた 118名と，1〜5 の

うち，複数該当の回答の中で，1.本研究の定義に該当する学校外の「居場所」を含む回答

が見られた 10名を合わせた 128名に限定し，「定義該当群」と表記する。表 5 に定義該当

N 平均値 中央値 標準偏差 歪度 尖度

学内居場所感 275 3.46 3.54 0.83 -0.27 -0.33
自己有用感 275 3.22 3.14 0.91 -0.01 -0.48
本来感 275 3.74 3.83 0.92 -0.47 -0.47

不登校傾向 275 1.82 1.77 0.51 0.70 0.28
別室登校を希望する不登校傾向 275 1.50 1.33 0.68 1.68 2.92
遊び・非行に関連する不登校傾向 275 1.85 1.75 0.67 0.63 -0.06
精神・身体症状を伴う不登校傾向 275 1.84 1.75 0.67 0.61 -0.32
在宅を希望する不登校傾向 275 2.19 2.00 0.80 0.35 -0.49

学外居場所感 275 3.77 3.77 0.84 -0.41 -0.40
自己有用感 275 3.55 3.57 0.97 -0.38 -0.37
本来感 275 4.03 4.17 0.88 -0.76 -0.16

変数名
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群の各尺度の記述統計を示す。また，学校外の居場所の有無で「ない」と選択した 179名
は学校外の居場所感尺度を測定していないため，心理的な居場所感についても存在しない

ものとみなし，「学外居場所感なし群」と表記する。 

 

表4 学校外の居場所の内容 

 
 

表5 定義該当群における各尺度の記述統計 

 
 

分析対象者を学内居場所感の高さによって 2群に，学外居場所感の高さによって 3群に

それぞれ分類する手続きをとった。学内居場所感の高さによる分類は，有効回答 307名で

の学内居場所感得点の平均値 3.21 を基準に高群と低群の 2 群に分け，学外居場所感によ

分類 N 回答(一部抜粋)

118 「習い事」「塾」「習い事の教室」「公園」

「山の中」
※1

「友達の家」「駅」
※1

「ネット」
※1

「学校外のクラブ」「snsのコミュニティ」「LINE」「ゲームコミュニティの中」

2.学校の場所だと推測される「居場所」 55 「学校」「委員会」「体育館」「グラウンド」「図書館」「部活」

「道場」「学校のろっかー」「トイレ」「女子更衣室」「自分の机」

3.家庭の場所だと推測される「居場所」 34 「家」「自分の部屋」「家庭」「祖父母の家」「家の周辺」「リビング」

14 「特急列車の座席」
※1

「自分の心の中」「推しのユーチューブ」

「アニメ」「誰もいない広い場所ならどこでも」「駅」
※1

「ネット」
※1

23 「いつメン」「友達との会話」「友達感」「幼馴染と遊ぶとき」「音楽の世界」

「休日に友達と遊んでいるとき」「どこでも」「友だちと遊んでいる所」

6.「居場所」だと感じる理由 6 「家族がいつでも相談に乗ってくれるから」「家が好きではないから」

「自分が生きれているから」「自分の話を聞いてくれる、友達がいるから。」

「音楽で歌を歌ったりするときに役に立っていると思う」

「特定の場所はないです。友達とはなしたり、

　自分の意見をしっかりと伝えることができる場所が私の居場所だと思っています」

1〜5のうち，複数該当の回答 18 「家、塾」「家、友達」「友だちといるとき、家族といるとき」「部活、塾」

「親戚の家　友達と遊びに行った場所　自分の好きな場所」「習い事、友人」

「塾・駅・空港」「ネット、部活、一人でいられる公園」「家　部活」「家と学校」

「友だちといるときや、習い事・家庭」「自宅のリビング・学校のクラス」

日常的に通うのが困難な場所 1

無効回答 6

計 275

※1 
 
学外居場所感尺度「私がいないと＊＊がさびしがる」「私がいないと＊＊が困る」で

　　「1=当てはまらない」以外の回答があれば他者との関わりがある「居場所」と判断する。

1.本研究の定義に該当する

  学校外の「居場所」

4.他者との関わりを

  必要としない「居場所」

5.物理的・空間的な場所が

  限定されない「居場所」

N 平均値 中央値 標準偏差 歪度 尖度

学内居場所感 128 3.48 3.54 0.84 -0.21 -0.74
自己有用感 128 3.24 3.14 0.93 -0.01 -0.80
本来感 128 3.76 3.83 0.89 -0.41 -0.62

不登校傾向 128 1.84 1.77 0.52 0.55 -0.35
別室登校を希望する不登校傾向 128 1.51 1.33 0.66 1.60 2.76
遊び・非行に関連する不登校傾向 128 1.85 1.75 0.69 0.74 0.11
精神・身体症状を伴う不登校傾向 128 1.87 1.75 0.68 0.56 -0.41
在宅を希望する不登校傾向 128 2.25 2.00 0.79 0.24 -0.52

学外居場所感 128 3.82 3.69 0.77 -0.31 -0.39
自己有用感 128 3.60 3.57 0.87 -0.17 -0.59
本来感 128 4.08 4.17 0.83 -0.73 -0.12

変数名
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る分類は，定義該当群を学外居場所感の高さによって分類した 2群と学外居場所感なし群

を合わせた計 3群に分けた。学外居場所感の高さによる分類は，定義該当群 128名におけ

る学外居場所感尺度得点の平均値 3.82 を基準に高群と低群の 2 群に分けた。次に，上記

の群分けが妥当に行われたかを検討するために，各尺度の平均値について群間で有意差が

見られるかどうかを確認した。学内居場所感 2群に対して Welch の t 検定を行った結果，

高群の方が低群よりも有意に得点が高かった (t (304.94) = -25.50，p < .01)。したがって，

学内居場所感得点に基づく 2 水準の群分けは，十分な妥当性をもって行われたといえる。

また，学外居場所感 2群に対してWelch の t 検定を行った結果，高群の方が低群よりも有

意に得点が高かった (t (122.68) = -16.67，p < .01)。したがって，学外居場所感得点に基づ

く 2水準の群分けも，十分な妥当性をもって行われたといえる。上記の手続きに基づく調

査対象者の分類結果をクロス集計表にまとめた (表 6)。分類の結果，HH 群 (学内居場所

感も学外居場所感も高い)，HL群 (学内居場所感が高く学外居場所感が低い)， HN群 (学
内居場所感が高く学外居場所感がない)，LH群 (学内居場所感が低く学外居場所感が高い)，
LL群 (学内居場所感も学外居場所感も低い)， LN群 (学内居場所感が低く学外居場所感

がない) の 6 つの群に分けられた。各群における 2 つの英字は，左側が学内居場所感の水

準，右側が学外居場所感の水準を表す。χ2検定を行ったところ，人数の偏りは有意であっ

た (χ2 = 35.05，df = 2，p ＜ .01)。さらに，残差分析を行ったところ，期待値に対して，

HH群とLH群，HN群とLN群でそれぞれ有意差が見られた。 
 

表6 学内居場所感 2群と学外居場所感 3群の所属人数 

 
 
次に，学外居場所感と不登校傾向の関連を検討するために，群分けによってできた 6群

を独立変数，不登校傾向尺度及び各下位尺度を従属変数とした 2 要因分散分析を行った 
(表 7)。分散分析の結果，不登校傾向を従属変数としたときの学内居場所感と学外居場所感

の交互作用が有意であった (F (2，301) = 3.83，p < .05)。そのため，Holm法を用いた多

重比較を行ったところ，HH群よりもLH群，HN群よりもLN群において有意に得点が

高かった。また，「別室登校を希望する不登校傾向」を従属変数とした学外居場所感の主効

高群 低群 なし群 合計

高群 52(5.89**) 30(-0.92) 73 (-4.02**) 155

低群 10 (-5.89**) 36 (0.92) 106 (4.02**) 152

合計 62 66 179 307
χ2 (2) = 35.05. **p  ＜ .01
※(　)内の数値は調整済みの標準化残差

学外居場所感

学

内

居

場

所

感
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果が有意であった (F (2，301) = 3.42，p < .05)。そのため，Holm法 (5%水準) を用いた

多重比較を行ったところ，学外居場所感なし群よりも学外居場所感高群において有意に得

点が高かった。さらに，不登校傾向 (F (1，301) = 31.33，p < .01)，「別室登校を希望する

不登校傾向」 (F (1，301) = 28.04，p < .01)，「精神・身体症状を伴う不登校傾向」 (F (1，
301) = 37.27，p < .01)，「在宅を希望する不登校傾向」 (F (1，301) = 8.30，p < .01) にお

いて，学内居場所感の主効果が有意であった。そのため，Holm 法 (5%水準) を用いた多

重比較を行ったところ，いずれの従属変数も，学内居場所感高群より学内居場所感低群に

おいて有意に得点が高かった。 
 
表7 各群における不登校傾向尺度及び下位尺度得点の平均値と 2 要因分散分析の結果 

 
 

考察 

学外居場所感と不登校傾向との関連について 

 本研究の仮説を検討するため，学内居場所感と学外居場所感の高さによる群分けによっ

てできた 6群を独立変数，不登校傾向尺度及び下位尺度を従属変数とする 2 要因分散分析

を行った。その結果，不登校傾向を従属変数とした分散分析で，学内居場所感と学外居場

所感の交互作用が有意であったものの，HH群よりもLH群，HN群よりもLN群におい

て有意に得点が高く，いずれも学校内の居場所感が高いことで不登校傾向が低減されるこ

とが示された。そのため，学内居場所感低群である LH群と LL群・LN群との間に有意

な差は見られなかったことから，仮説は支持されなかった。 
 学外居場所感と不登校傾向との関連に注目すると，学校外での居場所感が高い生徒は，

学内居場所感 学外居場所感 不登校傾向
別室登校を希望する

不登校傾向
遊び・非行に関連する

不登校傾向
精神・身体症状を伴う

不登校傾向
在宅を希望する
不登校傾向

高 高 HH群 1.64 (0.53) 1.37 (0.67) 1.69 (0.69) 1.58 (0.62) 2.07 (0.79)

低 HL群 1.84 (0.41) 1.33 (0.37) 1.98 (0.70) 1.84 (0.49) 2.33 (0.81)

なし HN群 1.63 (0.44) 1.23 (0.40) 1.73 (0.62) 1.63 (0.54) 2.01 (0.79)

低 高 LH群 2.35 (0.49) 2.17 (0.74) 2.15 (0.84) 2.55 (0.66) 2.60 (0.74)

低 LL群 1.98 (0.49) 1.69 (0.69) 1.88 (0.60) 2.13 (0.68) 2.33 (0.75)

なし LN群 2.04 (0.54) 1.66 (0.82) 1.91 (0.62) 2.20 (0.78) 2.53 (0.85)

学内居場所感 F値 31.33** 28.04** n.s. 37.27** 8.30**

高＜低 高＜低 高＜低 高＜低

学外居場所感 F値 n.s. 3.42.* n.s. n.s. n.s.

なし＜高

交互作用 F値 3.83* n.s. n.s. n.s. n.s.

HH群＜LH群

HN群＜LN群
*p  ＜ .05.　  **p  ＜ .01

※(　)は標準偏差
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学校外の居場所なしと回答した生徒に比べ「別室登校を希望する不登校傾向」が高いこと

が示唆された。学校外に居場所があると感じている生徒は，安心して過ごせる場所が学校

以外にも存在するということの経験を積むことで，自ら安心できる環境を選択する行動が

高まるのではないかと考えた。そのため，学校内の居場所感が低くなった際に，登校した

くない気持ちが高まりながらも学校内において安心できる環境を求める傾向が高くなり，

相談室や保健室といった別室への登校を希望する傾向が高まるのではないかと考察した。 
また，交互作用の結果に注目すると，学校外での居場所感が低いと感じている生徒にお

いては，学校外の居場所感が高い，もしくは学校外の居場所なしと回答した生徒と異なり，

学校内での居場所感の高さによる不登校傾向の違いは見られなかった。この理由として，

学校外の居場所感が低い生徒の状態像にあるのではないかと考えた。本研究では学校外の

居場所の代表的な回答として「習い事」があった。また調査対象者は登校できている生徒

であり，「習い事」は放課後や休日に通っていると考えられる。そのため，学校外の居場所

感が低い生徒にとっては，学校外に居場所があると思っているものの，実際は「ありのま

までいられる」，「役に立っている」という感覚をあまり得られていないことから，居場所

感が高い生徒に比べ安心して過ごせる時間が短く，日頃の心身の疲れも溜まりやすい状態

にあるのではないかと考察した。そのため，たとえ，学校内での居場所感が高くても，不

登校傾向の低減に繋がりづらくなるのではないかと考えた。 
以上より，本研究における仮説は支持されなかった。しかし，学校内の居場所感が低い

LL群，LH群，LN群の生徒における不登校傾向得点及び下位尺度得点を見ると，いずれ

も LH群の生徒の数値が最も高かった。LH群の生徒の置かれている状況と，先述した学

校外の居場所感が高い生徒の持つ安心できる環境を選ぶ傾向の高さを踏まえると，学校外

で「ありのままでいられる」，「役に立っている」と感じられる場所があることで，その居

場所へ積極的に関わる意欲が高まるのではないかと考えた。一方，学校内の居場所感が低

いことで学校へ登校することの優先度が下がり，登校したくない気持ちが高まることで，

結果として不登校傾向の高さにも表れたのではないかと考察した。しかし，本研究は，登

校できている生徒が調査対象者であるという点を踏まえると，学校内での居場所感が低く

ても，学校外の居場所感が高い生徒は，学校外の居場所がない，学校外の居場所感も低い

生徒よりも，登校したくない気持ちは高くなっても，精神的健康度は高く維持されている

可能性は否定できない。今後，学校外の居場所に対する周囲の注目がさらに高まっていく

と考えられることを踏まえると，学校外の居場所感と精神的健康度との関連についても検

証していくことで，学校外の居場所が持つ心理的効果や臨床的価値についてもより明らか

にできるのではないかと思われる。 
本研究の課題 

本研究の課題として，第一に学校外の居場所の内容を尋ねる教示文が調査対象者に十分

伝わっていなかったことや，本研究における学校外の「居場所」の定義を調査対象者へ明
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示していなかったことが挙げられる。第二に，調査対象校が国立中学校であり公立の中学

校でなかったことで，生徒の家庭における教育方針や経済状況も公立中学校に通う生徒と

異なることで，学校外の「居場所」の回答内容も変化する可能性が考えられる。第三に，

学校外の居場所の有無を尋ねる教示文が，調査対象者の学校外での習い事や所属先そのも

のではなく，「ここは自分の居場所だ」と感じるか否かという主観によって決まることで，

学校外の居場所が「ない」と回答した調査対象者が，179名 (39.43%)にも及んでいたこと

が挙げられる。そのため，客観的情報として，調査対象者の所属している学校外の習い事

やクラブも尋ねることで，学校外の居場所の様相をより明らかにできるのではないかと考

えられる。第四に，本研究は，登校できている生徒が調査対象者であり，不登校の生徒の

回答数に限りがあることが挙げられる。そのため，学校外の居場所が果たす機能も，登校

できている生徒と不登校の生徒では，異なっている可能性が考えられる。本研究では，こ

の点について明らかにすることはできていないため，今後はさらなる検討が必要である。

第五に，家庭での居場所感の測定が挙げられる。杉本・庄司 (2006) によると，中学生の

「居場所と感じている場所」の回答内容では，1位は全て「自分の部屋」2位は「家」であ

った。そのため，今後，家庭での居場所感を測定し，学内居場所感，学外居場所感，不登

校傾向との関連を検討することで，不登校児童生徒に対してのさらなる支援方法について

検討できるのではないかと考えられる。最後に，精神的健康度の測定が挙げられる。先述

したように，学校内での居場所感が低く，学校外の居場所感が高い生徒において，学校外

の居場所がない，学校外の居場所感が低い生徒よりも精神的健康度は高く維持されている

可能性は否定できず，本研究ではこれらの点を明らかにできなかったため，今後の課題と

する。 

 
付記 

本研究は，信州大学大学院総合人文社会科学研究科に提出した修士論文の一部を加筆・

修正したものである。 
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＜原著＞ 

 

幼児期の異年齢児に対する互恵性評価 
―社会的規律意識の発達に焦点化して― 

       

澤田夕珠姫  信州大学大学院総合人文社会科学研究科 

水口 崇   信州大学学術研究院教育学系 

 

概要 

 他者の互恵の有無が幼児の特性評価に及ぼす影響を検証した。対象児よりも年齢の低い・

高い児が助けてくれた，或いは助けてくれなかったというシナリオを提示した後，特性評

価を行う課題を実施した。2歳児・5歳児クラスの幼児 29 名(平均月齢 63.0ヵ月)が実験

に参加した。結果から，小学生に貸与してもらえなかったが，小学生に貸与した 2歳児に

対する特性評価が高かった。一方，2歳児に貸与しなかった小学生は，2歳児による以前の

貸与の如何に関わらず，特性評価が低かった。社会的規律意識の発達に伴って，年齢が上

がれば行為者が具備する能力を勘案した評価を行うことが示唆された。 

キーワード：互恵性，小学生，2歳児，社会的規律意識 

 

 

はじめに 

ヒトの伝達は他者に対する協力に動機づけられている(Tomasello，2009/2013)。これは

ヒト以外の霊長類やその他の動物には見られないヒト固有の特徴である。ヒトは困ってい

る他者がいれば手助けをすることを文化的に学習し，しばしば自身の利益に関係なく協力

を行う。慈善活動のように時間的，経済的なコストを払って遠く離れた場所にいる他者で

も助けようとする。幼児期の初期には見境のない援助を他者に示すが，発達に伴って互恵

性が意識されるようになる。 

辞書によれば，互恵とは利益や便宜を与え合うことを指す。互恵性が意識されると，自

分が他者を助けることで，他者も自分自身を助けてくれると推測するようになる(二村・島，

2023)。これは社会における協力システムの維持・促進の一角を担っている。但し，互恵性

は互いに恩恵を受けることのみに留まらない。相手の様々な特徴を見て関わるべき相手で

あるか，援助すべき相手であるかどうかの判断をする際にも用いられる。このような判断

はおおよそ 3歳頃からみられるとされている(Tomasello，2009/2013)。そのため，個人が

築き上げる人間関係は幼少期から互恵性に基づく判断の繰り返しによって形成されると言

えよう。そうした個人によって集団を形成することで，ヒトの社会は様々な協力関係を幾
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層にも築き上げてきた。 

互恵性の発達を扱った研究として二村・島(2023)が挙げられる。二村・島(2023)はクレ

ヨンの貸し借り場面を題材とした実験を行った。おおよそ 5歳 7カ月の幼児を対象に物語

に登場する 2名に対する特性評価を求めた。その結果，クレヨンを貸さなかった人物の特

性評価は，相手が以前クレヨンを貸していた場合と，クレヨンを以前貸していなかった場

合で異なっていた。具体的には，以前貸した人物に対する特性評価は高い値となっていた。

一方，クレヨンを貸した人物の特性評価に関しては，クレヨンを貸した場合もそうでなか

った場合も差は検出されなかった。このことから，幼児は向社会的行動を起こした者に対

してのみ互恵性に基づいた評価がなされることが明らかになった。 

Worle and Palus(2019)によれば，5～6歳児は相手と同じ数だけクッキーを渡すパペッ

トの方が，相手より少量のクッキーを渡すパペットより高い評価をしている。以前に相手

から受けた援助を考慮した上で行為者であるパペットを評価したと考えられる。4 歳児を

対象にしたBocian and Szarek(2020)では，行為者に対して評価を行う際に行為者の過去

の行いを考慮した判断をしている。これらの研究結果は，4歳児も 5～6歳児と同じように

互恵性に基づく評価が可能であることを推測させる。 

加えて，自他の関係によって分配法が変化することも報告されている。Smith et al. 

(2013)では，三人称課題と二人称課題で 3～8 歳児の分配行動が異なることを明らかにし

た。三人称課題において見知らぬ 2人にステッカーを分配する場面では，多くの子ども達

が互恵的理解に基づいて平等に分けている。一方で，二人称課題では，多くの 3～4歳児が

自分に有利になるように分配をすることが示されている。すなわち，三人称の相手は自分

との関係を分断して，三人称間で公平を保つように判断する。しかしながら，自分との関

係を分断していない場合，自分優位な判断を行うのである。このような知見から，互恵性

の実験において，課題を三人称にするか二人称にするかは，結果を変化させる重要な要因

であることが示されている。 

1 歳半頃の子どもは他者に対して見境のない協力を行う。Tomasello(2009/2013)による

と，相手が故意に行ったミスであっても，不本意に起きたミスであっても，1 歳代の幼児

は協力を惜しまない。そして，互恵性の理解はおおよそ 3 歳頃からみられる。おおよそ 3

歳頃から人に親切な他者により援助するようになる。加えて，Smith et al. (2013)は幼児の

社会的規律意識に基づく互恵的理解と互恵性に基づく選択的な分配行動は，発生時期に違

いがあることも指摘している。具体的には，分配の場合，3～4歳児の方が 5～6歳児より

も自分に有利な分配を行う。対して援助の場合，他者評価が 4歳児と 5歳児で類似してい

る。 

これは分配と援助の違いに由来する(e.g., Woo, Tan & Hamlin, 2022)。例えば Lenz, and 

Pauls(2021) によるステッカーの分配課題において，5 歳児は返報の可能性がある相手の

方が，返報の可能性が無い相手よりも多くのステッカーを分配している。但し，3 歳児に
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おいて相手からの返報の可能性の有無がステッカーの分配に影響することはなかった。3

歳児と 5歳児では，互恵性に基づく選択的な分配行動に差が生じている。この結果からも

分配と援助が異なる基準によって判断がなされていると予想される。  

以上のことから，幼児が対象の互恵性に関する課題では，場面や状況の影響を受けるこ

とが考えられる。さらに，幼児自身と他者からなる二人称課題であるか幼児自身が異なる

2人に作用する三人称課題であるかによっても判断は異なってくるだろう。二村・島(2023)

では同年代の幼児間の互恵性を対象としていた。本研究では，登場人物を参加者よりも年

上と年下の異年齢とした上で，同一の行為に対する特性評価を幼児に求める。そして 4・5

歳頃の幼児が異年齢の相手の行為にどのような互恵性判断を行っているのか検証する。 

 

方法 

参加者 

 幼児 29名(4歳児クラス：14名，5歳児クラス：15名)が実験に参加した。4歳児クラス

の平均月齢は 61.9ヵ月(範囲 67.6－57.0ヵ月)，5歳児クラスの平均月齢は 73.9ヵ月(範囲

78.9－69.8ヵ月)であった。なお，本研究は所属機関におけるヒトを対象とした研究の倫理

審査を経て行われた(審査番号 23-17)。 

材料 

Heyman, Barner, Heumann and Schenck (2014)，Futamura and Shima(2019)，二村・

島(2023)を参考にクレヨンの貸し借りを題材としたシナリオを作成した。登場する 2 人の

キャラクターが異年齢(different age)であるシナリオを作成し，A4サイズの図版によって

提示した(以下，dシナリオ)。dシナリオの図版を図１に示した。dシナリオは，キャラク

ターB(図１の左側「小学生」)がキャラクターA(図１右側「2歳児」)を助けたか否か，その

後，A が B を助けたか否かのシナリオ(d1 シナリオ)と，A と B の行為順序を入れ替えた

同様のシナリオ(d2シナリオ)の両方を提示した。 

図１  dシナリオの図版 

信州心理臨床紀要 第23号 2024年

39



 

図２ 特性評価の程度を尋ねる際に用いた補助図版 

 

各条件の詳細は，(1)BがAを助け，AもBを助けた，(2)BがAを助け，AがBを助け

なかった，(3)B が Aを助けず Aが B を助けた，(4)B が A を助けず，A も B を助けなか

った，の 4 通りである。Aと Bの行為順序(先手・後手)を入れ替えた 4通りを合わせて 8

通りであった(d1シナリオ，d2シナリオ)。実験に用いた登場人物の性別による影響を排除

するために登場人物の図示には中性的な線画を用いた。使用したシナリオは末尾の資料に

示した通りである。 

 

手続き 

 幼稚園内の部屋において，個別形式で実験を行った。質問内容は，d1シナリオと d2シ

ナリオの計 8通りの条件についてであった。各シナリオの提示後に，先手の行為者の行動

内容の理解状況を確認した上で，先手の行為者に対する特性評価を求めた。次に，後手の

行為者の行動内容の理解状況を確認した上で，後手の行為者に対する特性評価を求めた。

その後，2 から 8 つ目のシナリオについても同じ手続きが取られた。各条件は参加者内要

因であった。8 つのシナリオの提示順序については，カウンターバランスをとった。参加

者 1名の所要時間は約 20分であった。 

内容理解 先手の行為者の行動内容の理解状況の確認として，シナリオの内容を要約し

た図版を用いて，先手の行為者と後手の行為者とのやり取りの絵が記載された部分を手で

示しながら，先手の行為者の援助の有無を尋ねた。例えば，d1 シナリオでは，「今のお話

で，小学生は，2歳の子にクレヨンを貸してあげたかな。貸してあげなかったかな。」と尋

ねた。正答した場合には，先手の行為者の特性評価を求める質問を続けた。誤答した場合

には，再度，同じシナリオの説明を行い，内容理解質間をした。シナリオの再説明を行っ

たが内容理解質問に正答しない場合には，そのシナリオについての質問は行わず，次のシ

ナリオに進んだ。 

後手の行為者による行動内容の理解状況の確認については，先ほどと同じ図版を用いて，

先手の行為者の援助の有無を説明したうえで，後手の行為者の援助の有無について尋ねた。

例えば，d1シナリオで「今のお話で，小学生は，2歳の子にクレヨンを貸してあげました。」
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と説明をしたうえで，先手の行為者と後手の行為者とのやり取りの絵が記載された部分を

手で示しながら,「じゃあ，今のお話で 2歳の子は，小学生にクレヨンを貸してあげたかな。

貸してあげなかったかな。」と尋ねた。正答した場合には後手の行為者の特性評価を求める

質問を続け，誤答した場合には先ほどと同様の手続きをとった。 

特性評価 二村・島(2023)による測定指標・測定法を参考にして特性評価を求めた。例

えば d1 シナリオで，先手の行為者である小学生に対する特性評価を求める質問として，

「じゃあ，この小学生は，やさしい子かな。いじわるな子かな。どう感じたかな。」と尋ね

た。「やさしい子」あるいは「いじわるな子」と回答した場合には，さらにその程度につい

て，「じゃあ，小学生はちょっとだけやさしい(いじわる)。中くらいにやさしい(いじわる)。

それともすごくやさしい(いじわる)かな。」と尋ねた。回答は，すごくいじわる(1)〜すごく

やさしい(6)の 6段階に得点化した。特性評価の程度を尋ねる際には，大きさの異なる 3つ

の四角が描かれた補助図版(図 2)を使用した。続いて，後手の行為者に対する特性評価につ

いても同様の質問によって尋ねた。 

 

結果 

途中退出により無回答の項目がある参加者 2 名を除く 4 歳児クラス：14 名(平均月齢

61.9ヵ月，範囲 67.6-57.0ヵ月)，5歳児クラス：13名(平均月齢 73.9ヵ月，範囲 78.9-69.8

ヵ月)の計 27名を分析の対象とした。 

 行為順序および行為者，クレヨンを貸したか否かで評価項目を分類・分析をした。行為

順序が先手の場合は First Half(以下 FH)，後手の場合は Second Half(以下 SH)と名付け

た。また行為者が小学生の場合は Elementary school student(以下 E)，2 歳児の場合は

Preschooler(以下 P)と記した。またクレヨンを貸した場合は Lent(以下 L)，クレヨンを貸

さなかった場合はNot lent(以下N)とした。各条件における小学生および 2歳児の特性評

価得点の平均値と標準偏差を図 3から図 6に示した。 

d1 シナリオにおける小学生に対する特性評価について(図 3)，年齢を参加者間，シナリ

オを参加者内に配置した 2 要因分散分析を行った結果，年齢の主効果が有意でなく (F 

(1,25) = 0.204, p = .655, ηp
2 = 0.008, 1-β = 0.147)，シナリオの主効果が有意であり (F (3,75) 

= 131.265, p < .001, ηp
2 = 0.84, 1-β = 1)，交互作用年齢×シナリオが有意でなかった (F 

(3,75) = 0.026, p  = .994, ηp
2 = 0.001, 1-β = 0.056)。シナリオの主効果について，対応のあ

るｔ検定による多重比較 (α = 0.05, 両側検定) を行った結果，FH-EL-1がFH-EL-2より

も有意に大きい傾向があり (t (26) = 1.986, adjusted p = .069)，FH-EL-1が FH-EN-3よ

りも有意に大きく, (t (26) = 17.847, adjusted p < .001)，FH-EL-1がFH-EN-4よりも有

意に大きく (t (26) = 12.236, adjusted p < .001)，FH-EL-2がFH-EN-3よりも有意に大き

く (t (26) = 13.636, adjusted p < .001)，FH-EL-2がFH-EN-4よりも有意に大きかった 

(t (26) = 9.787, adjusted p < .001)。 
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図３ d1シナリオにおける小学生に対する特性評価得点平均と標準偏差 

 

 

図４  d1シナリオにおける 2歳児に対する特性評価得点平均と標準偏差 
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図５  d2シナリオにおける 2歳児に対する特性評価得点の平均と標準偏差 

 

図６ d2シナリオにおける小学生に対する特性評価得点の平均と標準偏差 

 

d2シナリオにおけるに対する2歳児に対する特性評価について(図4)，年齢を参加者間，

シナリオを参加者内に配置した 2要因分散分析を行った結果，年齢の主効果が有意であり 

(F (1,25) = 7.2, p = .012, ηp
2 = 0.224, 1-β = 0.999)，シナリオの主効果が有意であり (F 

(3,75) = 180.492, p < .001, ηp
2 = 0.878, 1-β = 1)，年齢とシナリオの交互作用は有意でなか
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った (F (3,75) = 0.722, p = .542, ηp
2 = 0.028, 1-β = 0.271)。年齢の主効果について，5歳児

が 4歳児よりも有意に大きかった。 

シナリオの主効果については，対応のある t 検定による多重比較 (α = 0.05, 両側検定) 

を行った結果，FH-PL-1 が FH-PL-3 よりも有意に大きく (t (26) = 13.392, adjusted p 

< .001)，FH-PL-1がFH-PN-4よりも有意に大きく (t (26) = 19.494, adjusted p < .001)，

FH-PN-2がFH-PL-3よりも有意に大きく (t (26) = 12.376, adjusted p < .001)，FH-PN-

2が FH-PN-4よりも有意に大きかった (t (26) = 16.53, adjusted p < .001)。 

 d1シナリオにおける 2歳児に対する特性評価について(図 5)，年齢を参加者間，シナリ

オを参加者内に配置した 2 要因分散分析を行った結果，年齢の主効果が有意でなく (F 

(1,25) = 1.752, p = .197, ηp
2 = 0.066, 1-β = 0.753)，シナリオの主効果が有意であり (F (3,75) 

= 99.598, p < .001, ηp
2 = 0.799, 1-β = 1)，年齢とシナリオの交互作用は有意でなかった (F 

(3,75) = 0.663, p = .577, ηp
2 = 0.026, 1-β = 0.25)。シナリオの主効果について，対応のある

t検定による多重比較 (α = 0.05, 両側検定) を行った結果，SH-PL-1がSH-PN-2よりも

有意に大きく (t (26) = 13.731, adjusted p < .001)，SH-PL-1がSH-PL-3よりも有意に小

さく (t (26) = 2.267, adjusted p = .032)，SH-PL-1がSH-PN-4よりも有意に大きく (t (26) 

= 7.947 adjusted p < .001)，SH-PN-2がSH-PL-3よりも有意に小さく (t (26) = 15.54, 

adjusted p < .001)，SH-PN-2がSH-PN-4よりも有意に小さく (t (26) = 2.253, adjusted 

p = .032)，SH-PL-3 が SH-PN-4 よりも有意に大きかった (t (26) = 9.609, adjusted p 

< .001)。 

 d1 シナリオにおける小学生に対する特性評価について(図 6)，年齢を参加者間，シナリ

オを参加者内に配置した 2 要因分散分析を行った結果，年齢の主効果が有意でなく (F 

(1,25) = 0.367, p = .55, ηp
2 = 0.015, 1-β = 0.228)，シナリオの主効果が有意であり (F (3,75) 

= 137.209, p < .001, ηp
2 = 0.846, 1-β = 1)，年齢とシナリオの交互作用は有意でなかった (F 

(3,75) = 0.246, p = .863, ηp
2 = 0.01, 1-β = 0.116)。シナリオの主効果について，対応のある

t検定による多重比較 (α = 0.05, 両側検定) を行った結果，SH-EL-1がSH-EN-2よりも

有意に大きく (t (26) = 15.082, adjusted p < .001)，SH-EL-1がSH-EL-3よりも有意に大

きい傾向があり (t (26) = 1.954, adjusted p = .073)，SH-EL-1がSH-EN-4よりも有意に

大きく (t (26) = 18.028, adjusted p < .001)，SH-EN-2がSH-EL-3よりも有意に小さく 

(t (26) = 10, adjusted p < .001)，SH-EL-3がSH-EN-2よりも有意に大きかった (t (26) = 

12.035, adjusted p < .001)。 

 

考察 

本研究では，クレヨンの貸し借り場面について 8通りのシナリオを設定した。登場人物

を参加者よりも年上と年下とした上で，行為に対する特性評価を幼児に求めた。そして 4・

5 歳頃の幼児が相手の行為にどのような判断を行っているのか検証した。結果から 4 歳児
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と 5歳児は共に，相手にクレヨンを貸した行為者に対する特性評価は，相手にクレヨンを

貸さなかった行為者に対する特性評価より高いことが示された。 

 まず SH-PL 条件である。この条件では，小学生からクレヨンを貸してもらった，或い

は貸してもらわなかった後にクレヨンを貸した 2歳児に対する特性評価である。小学生が

以前に2歳児に対してクレヨンを貸したか否かによって 2歳児に対する特性評価に差が生

じた。以前に小学生からクレヨンを貸してもらっていない場合の方が，以前に小学生から

クレヨンを貸してもらっている場合よりも特性評価得点が高かった。一方，2 歳児からク

レヨンを貸してもらったまたは貸してもらわなかった後にクレヨンを貸した小学生に対す

る特性評価を求めた SH-EL 条件では，2 歳児が以前に小学生に対してクレヨンを貸した

か否かによって小学生に対する特性評価に差は生じていなかった。 

次に SH-PN 条件である。この条件では，小学生からクレヨンを貸してもらった，或い

は貸してもらわなかった後にクレヨンを貸さなかった 2 歳児に対する特性評価を求めた。

以前に小学生からクレヨンを借りていた場合と借りていなかった場合で差が生じた。相手

からクレヨンを貸してもらわなかった結果，相手にクレヨンを貸さなかったような行為は

ネガティブな互恵性規範(Chernyak, Leimgruber, Dunham, Hu & Blake, 2019 ; Shaw, 

Barakzai & Keysar, 2019)と呼ばれる。二村・島(2023)と同様，本研究では 2歳児に対し

てネガティブな互恵性規範がある程度許容されたと推測される。その一方，2 歳児からク

レヨンを貸してもらった，或いは貸してもらわなかった後にクレヨンを貸さなかった小学

生に対する特性評価を求めた SH-EＮ条件では，以前に 2 歳児からクレヨンを借りていた

場合と借りていなかった場合とで差が生じなかった。 

先行研究では，クレヨンを貸した行為者が以前に相手からクレヨンを貸してもらったか

否かは特性評価に作用していなかった(二村・島，2023 ；Futamura & Shima，2019)。す

なわち相手からの協力の有無はのちの特性評価に影響しなかった。これに対して本研究で

は，SH-PL条件で，以前に小学生からクレヨンを借りていた場合と借りていなかった場合

とで行為の評価が異なっていた。この結果は，先行研究に対して本研究が新たに知見を拡

大した点である。すなわち，特性評価の対象を自分より年齢が高い場合と低い場合を設定

したことによって得られた知見である。 

協力の動機に関する代表的な実験にWarneken & Tomasello (2006)がある。この研究は，

ヒトのコミュニケーションの根本を明らかにした。生後 18 ヶ月の幼児とヒト以外の霊長

類が対象である。なお生後 18 ヶ月は意図や目標の予測能力が既に備わった年齢である。

実験では成人が特定の目標の達成ができず困っている状況を示す。例えば，誤って筆記用

具を床に落としたために目標が達成できない，あるいは，意図的に筆記用具を床に落とし

目標が達成できないといった状況である。類似の状況を計 24 種類設定した。つまり同じ

く目標達成に至らないが，偶発的な状況と故意による状況が用意された。それらの状況に

対する幼児とヒト以外の霊長類の行為を比較した。その結果，幼児はどのような状況であ
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っても成人の目標達成のために協力を続けた。一方で，ヒト以外の霊長類では幼児のよう

な協力行為は見られなかった。このような幼児の協力は，ヒト固有のコミュニケーション

の動機に由来すると考察された。 

先行研究(二村・島，2023；Futamura & Shima，2019)は，ヒト幼児が有する見境のな

い協力を裏付ける結果であった。彼らの見解は，Warneken & Tomasello (2006)の見解の

妥当性を支持している。しかしながら二村・島(2023)は，幼児期初期にみられる他者に対

する協力の一側面を論考するに留まっている。これに対して本研究は，幼児期の後半にな

れば必ずしも見境のない協力を示さないことを明らかにした。この年齢から徐々に，相互

互恵性を意識した判断が可能になることを示唆している。相互互恵性とは，他者を援助す

ることで自身もその他者から援助を受けることができるだろうという動機に基づいた協力

的な営みである。安定した協力関係を築く上での重要な要素の一つである。幼児期初期は

見境のない協力であるが，後期になれば相互互恵性を意識するのである。 

 本研究では登場人物が異年齢のシナリオを使用した。はじめに小学生にクレヨンを貸し

た 2 歳児に対する特性評価を求めた FH-PL 条件と，はじめに小学生にクレヨンを貸さな

かった 2歳児に対する特性評価を求めた FH-PN 条件を比較した。5歳児クラスの 2 歳児

に対する特性評価得点が4歳児クラスの2歳児に対する特性評価得点よりも高いことが明

らかになった。先手の行為者が 2歳児である場合において特性評価得点に年齢差が生じて

いた。二村・島(2023)では同年代の幼児間の特性評価を行っていた。しかしながら，本研

究のシナリオでは登場人物が参加者よりも年上と年下であった。本研究で生じた参加者の

年齢差から，幼児の相互互恵性を意識する場面における発達の傾向が示された。この結果

から，相互互恵性を意識する発達が 4歳，5歳で生じることが考えられる。 

 相互互恵性に年齢差が生じた理由として社会的規律意識が考えられる。熊木(2016)によ

ると，他者に対して「―すべきだ」という規律的理解は 3歳頃からみられる。このことか

ら本研究の参加者はシナリオに登場する先手の2歳児の行動に対して規律的理解をした上

で特性評価をしたと言える。その結果，5 歳児クラスの方が 4 歳児クラスよりも先手の 2

歳児の行動を高く評価をしている。したがって，年齢が上がるほど行為者の様々な特徴を

汲み取り，行為者がその場面で「すべき」行動をとる能力があるか否かも含めた評価をす

るようになると考えられよう。 

 本研究では，5 歳児と 4 歳児の幼児を対象とした。相互互恵性を意識する発達の傾向を

断片的に捉えられたものの，総括的には捉えていない。相互互恵性の発達を正確に把握す

るには，対象年齢を広げて実施する必要があるだろう。今後は 4，5歳児に加えて調査対象

を 2歳児，3歳児まで拡大して実施することが望ましい。 

また，幼児を対象にした実験における教示の提示方法である。本研究では，読み聞かせ

による提示方法をとった。参加者の様子を伺いながら理解しやすいように配慮しながら提

示することができた。また，参加者の注意を確認しながら実施可能であった。ただし，実
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験で行うには提示方法がすべて等質であることが望ましい。今後は，PC を使った動画に

よる提示も考えていく必要があるだろう。 
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資料 使用したシナリオ 

d1シナリオ 

① お絵かきの時間，2歳の子のクレヨンが小さくて書けなくなってしまいました。そこで，

2歳の子が小学生に「クレヨン貸して」とお願いすると，小学生はクレヨンを貸してく

れました(FH-EL-1)。その後，今度は 小学生のクレヨンが小さくて書けなくなってし

まいました。そこで，小学生は 2 歳児に「クレヨン貸して」とお願いしました。そし

て，2歳の子は，小学生にクレヨンを貸してあげました(SH-PL-1)。 

 

② お絵かきの時間，2歳の子のクレヨンが小さくて書けなくなってしまいました。そこで，

2歳の子が小学生に「クレヨン貸して」とお願いすると，小学生はクレヨンを貸してく

れました(FH-EL-2)。その後，今度は，小学生のクレヨンが小さくて書けなくなってし

まいました。そこで，小学生は 2歳の子に「クレヨン貸して」とお願いしました。そし

て，2歳の子は，小学生にクレヨンを貸してあげませんでした(SH-PN-2)。 

 

③ お絵かきの時間，2歳の子のクレヨンが小さくて書けなくなってしまいました。そこで，

2歳の子が小学生に「クレヨン貸して」とお願いすると，小学生はクレヨンを貸してく

れませんでした(FH-EN-3)。その後，今度は小学生のクレヨンが小さくて書けなくなっ

てしまいました。そこで，小学生は 2歳の子に「クレヨン貸して」とお願いしました。

そして，2歳の子は，小学生にクレヨンを貸してあげました(SH-EL-3)。 

 

④ お絵かきの時間，2歳の子のクレヨンが小さくて書けなくなってしまいました。そこで，

2歳の子が小学生に「クレヨン貸して」とお願いすると，小学生はクレヨンを貸してく

れませんでした(FH-EN-4)。その後，今度は小学生のクレヨンが小さくて書けなくなっ

てしまいました。そこで，小学生は 2歳の子に「クレヨン貸して」とお願いしました。

そして，2歳の子は，小学生にクレヨンを貸してあげませんでした。(SH-EN-4) 

 

d2シナリオ 

⑤ お絵かきの時間，小学生 のクレヨンが小さくて書けなくなってしまいました。そこで，

小学生が 2歳の子に「クレヨン貸して」とお願いすると，2歳の子はクレヨンを貸して
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くれました(FH-PL-1)。その後，今度は 2歳の子のクレヨンが小さくて書けなくなって

しまいました。そこで，2 歳の子は 小学生に「クレヨン貸して」とお願いしました。

そして，小学生は，2歳の子にクレヨンを貸してあげました(SH-EL-1)。 

 

⑥ お絵かきの時間，小学生のクレヨンが小さくて書けなくなってしまいました。そこで，

小学生が 2歳の子に「クレヨン貸して」とお願いすると，2歳の子はクレヨンを貸して

くれました(FH-PL-2)。その後，今度は 2歳の子のクレヨンが小さくて書けなくなって

しまいました。そこで，2 歳の子は 小学生に「クレヨン貸して」とお願いしました。

そして，小学生は 2歳の子にクレヨンを貸してあげませんでした(SH-EN-2)。 

 

⑦ お絵かきの時間，小学生のクレヨンが小さくて書けなくなってしまいました。そこで，

小学生が 2歳の子に「クレヨン貸して」とお願いすると，2歳の子はクレヨンを貸して

くれました(FH-PL-3)。その後，今度は 2歳の子のクレヨンが小さくて書けなくなって

しまいました。そこで，2 歳の子は 小学生に「クレヨン貸して」とお願いしました。

そして，小学生は，2歳の子にクレヨンを貸してあげませんでした(SH-EN-3)。 

 

⑧ お絵かきの時間，小学生のクレヨンが小さくて書けなくなってしまいました。そこで，

小学生が 2歳の子に「クレヨン貸して」とお願いすると，2歳の子はクレヨンを貸して

くれませんでした(FH-PL-4)。その後，今度は 2歳の子のクレヨンが小さくて書けなく

なってしまいました。そこで，2歳の子は 小学生 に「クレヨン貸して」とお願いしま

した。そして，小学生は，2 歳の子にクレヨンを貸してあげませんでした(SH-EN-4)。 
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＜原著＞ 

 

新卒社会人のリアリティ・ショックが 

職業性ストレスへ及ぼす影響 
―過剰適応と切り替えに着目して― 

 

鈴木有珠  信州大学大学院総合人文社会科学研究科 

篠田直子  信州大学学術研究院教育学系 
 
概要 

新卒社会人のストレス反応にリアリティ・ショック (RS) が与える影響および個人の過

剰適応度と切り替え能力との関連を明らかにすることを目的とした。新卒 3 年目までの社

会人 122 名を対象に Web にて質問紙調査を実施した。その結果，対象者の半数が離職を

検討したことがあること，RS は職場ストレッサーから心理的ストレスへの影響を媒介・

促進すること，個人要因としての切り替え能力が職場ストレッサーから心理的ストレスへ

の直接効果を弱める可能性が示唆された。 

キーワード：リアリティ・ショック，心理的ストレス，過剰適応，切り替え 

 

問題と目的 

大学生の就職後 3年以内離職率はここ 30年，約3 割と高止まりの状況が続いている (厚

生労働省, 2021) 。その背景に，就業マッチングの問題が指摘されてきた (黒澤・玄田, 

2001) 。これに対し，「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」 (平成 27 年 10 月) に

よる組織参入前の就業マッチングへの予防的介入，さらに，景気状況の改善による組織参

入前の就業マッチングの質の向上にも関わらず早期離職率は依然として高いままである。

早期離職者にとって再就職は，経済的，キャリア評価的な面で社会生活上の不利益である

と同時に，本人のメンタルヘルス上の問題も看過できない。 

若年者の離職理由 

離職理由は，仕事上のストレスや「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」「賃金

の条件がよくなかった」など労働条件の悪さ，「人間関係がよくなかった」など人間関係に

よるストレス，「仕事が自分にあわなかった」「自分の機能や能力を生かせなかった」など

仕事の内容や自分のキャリア形成とのミスマッチが多く指摘されている (独立行政法人 

労働政策研究・研修機構, 2019；濱名, 2015) 。特に，就職 3 年未満の早期離職者の企業等

に定着を妨げているとして，就職前に抱いていた仕事ないしは働くことに対するイメージ，

意識 (態度) と現実の実態とのズレの大きさやズレによって起きるショックやショックへ
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の対処法を持たないことによって心身の安寧が脅かされ，離職につながることが指摘され

ている。このショックは, リアリティ・ショック (Schein, 1978：以下 RS と略す) と呼ば

れる。 

職場のストレスと RS 

RS は「個人が仕事に就く際の期待・現実感のギャップ」 (Schein, 1978；尾形, 2012a) ，

「個人が組織参入前に築く職業期待と組織参入後の個々の組織に対する理解の不一致 (相

違) のこと」 (Dean et al., 1988) ，「組織参入前に形成された期待やイメージが組織参入

後の現実と異なっていた場合に生じる心理現象」 (尾形, 2012a) などと定義されており，

組織社会科論では，組織社会化段階 (個人が自分の所属する集団ないしは社会の規範・価

値・習慣的行動様式を学習し内面化していく過程) における初期適応課題として捉えられ

ている (尾形, 2012a) 。RS の解決がうまくなされない場合，不安感や抑うつ感に影響を

及ぼす (松永他, 2017) ，組織コミットメントを低下させる (小川, 2005) ，他者の能力や

評価に関するRS が離職意思に影響を与える (尾形, 2012b) などメンタルヘルスの不調，

さらには離職と関連していることが示唆されているものの，RS とストレス反応との関連

やストレス反応に及ぼす影響に関する研究はほとんど見当たらない。 

労働者が職場で強いストレスを受けると，精神的・身体的な不調につながり退職や疾病

休業に至る傾向が高い。特に，身体より精神的な健康問題の方が疾病休業の傾向を高める

影響が大きいことが示唆されている (Bryan et al., 2021) 。職場に関するストレスは，職

場内で発生するストレス要因だけではなく，家庭環境といった職場外の要因や性格などの

個人要因，上司や同僚，家族などからのソーシャルサポートといった緩衝要因などが指摘

されている。NIOSH 職業性ストレスモデル (The National Institute for Occupational 

Safety and Health, 2004) は，これらの要因を組み込み，職場のストレス要因が急性のス

トレス反応を引き起こし，そのストレス反応が慢性化すると疾病につながるプロセスを理

論化している。職場のストレス要因がもたらすストレス反応や疾病への影響を調整・緩衝

する要因として，職場要因 (仕事の設計，過重な仕事量，休憩のなさ，長時間労働，コン

トロール感のないルーチンで多忙な仕事など) ，職場外の要因 (家族の問題，子育て，友人

関係) ，個人要因 (価値観や考え方，性格など) ，緩衝要因 (ソーシャルサポート) などが

挙げられている。このように様々な要因を組み込んだ包括的なストレスモデルではあるが，

個々人の職場のストレス要因の受け止め方や個人要因の内容に関する検討は十分とはいえ

ない。同じ職場環境であってもそれをストレスと感じる者と感じない者によってストレス

反応は異なることは容易に推測できる。RS は職場環境の受け止め方のひとつとしてスト

レスモデルに組み込み検討することは意義がある。 

RSの受けやすさに関連する要因 

RSの受けやすさに関連する要因については，楽観性が高いほどRSを受けやすい (尾形,  

2007) ，情報探索や情報獲得行動が RS を抑制する (尾形, 2012a) ，非現実的な期待がRS

信州心理臨床紀要 第23号 2024年

51



 

 

を受けやすくする (尾形, 2012a) ，経験不足はRS を受けやすい (松永他, 2021) など様々

な個人要因が報告されているが，受けた RS がストレス反応に及ぼす影響に関する研究や

RS の乗り越えやすさに関する研究は，松永他 (2021) のRS を受けた新人は柔軟性 (切り

替え) が必要という報告以外にはみあたらない。ショックを受ける環境から回避せずひた

すら適応しようとするや過剰適応の高さ (水澤, 2014) や問題が起きた時に切り替える能

力との関連などの検討が必要である。 

そこで，本研究は，新卒社会人の企業組織参入にあたり，新入社員のストレスに RS が

どのような影響を及ぼしているのか，さらに，その影響は過剰適応・切り替えとどのよう

な関係にあるのかを明らかにすることを目的とする。RS を「新規学卒者が，就職先の組織

参入前に抱く個人の内的な理想と参入後に目の当たりにする現実の矛盾を感受することに

よって発生する否定的な衝撃」と定義し，入社時の RS に焦点をあて，における個人要因，

NIOSH 職業性ストレスモデルに RS と RS を受けた時の対処となる個人要因 (過剰適応，

切り替え) を加えたモデルの検討を行う。新卒社会人の早期離職問題を検討し，その支援

を行う一助となる知見を得ることが本研究の意義である。 

 

 

図 1 本研究の仮説モデル 

 

【仮説 1】職場ストレッサーはストレス反応を強める 

【仮説 2】RS は職場ストレッサーに起因するストレス反応を強める 

【仮説 3】RS のストレス反応に与える影響は，個人要因によって異なる 

3－1．過剰適応の高さは，RS のストレス反応への影響を強める 

3－2．切り替えの高さは，RS のストレス反応への影響を弱める 
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方法 

調査期間 

2023 年 6 月下旬〜8 月中旬に実施した。 

調査対象者 

回答の得られた新卒 3 年目までの社会人 126 名のうち，勤続年数 5 年以上と回答したも

のを除いた 122 名を分析対象とした (有効回答率 96.8%) であった。平均年齢は 23.4±

3.68 歳， (男性 48 名； 23.8±1.50 歳，女性 71 名； 23.5±3.74 歳，回答せず 3 名) ，勤

続年数は，1 年目が 53 名 (43％) ，2 年目が 62 名 (51％) ，3 年目が 7 名 (6％) ，職種

は，公務員 (教職，福祉，司法を含む) ，医療・福祉従事者，不動産，建築・製造，食品，

サービス，マスコミ，IT，SE，事務職など多岐であった。また，回答者の多くは正社員で

あり，パート・アルバイトは少数であった。 

手続き 

縁故法による WEB 調査 (Google フォームにて作成した質問紙の URL を提供) にて質

問紙への回答を求めた。所要時間は 15 分程度で，回答が終わった時点で各自終了とした。 

倫理事項 

本研究は，信州大学教育学部研究委員会倫理審査部会の承認を得て実施した (管理番号

22-39) 。質問紙の冒頭で確認事項 (調査目的，個人情報の取り扱い，同意撤回の自由，回

答は完全任意) を提示し同意が得られた者のみの回答を求めた。 

調査内容 

RSの程度 RS 日本語版 (Kodama, 2017) を尺度作成者より提供をうけ使用した。入社

前のイメージと現実とのギャップの認知に関する質問全 10 項目 (会社イメージ，仕事内

容，会社の制度，対応能力との兼ね合い，やりたい仕事か否か，「会社員」の姿，仕事量，

肉体的つらさ，精神的つらさ，仕事の難しさ) で構成されている。最初に経験の有無を 2

件法で確認後，ショックの程度について 4 件法で回答を求めた。Kodama (2017) の研究

では，経験ありと回答した者のみに限定してその内容を 4 件法で求めたが，本研究ではす

べての回答者からショックの程度への回答を求めた。 

職業性ストレス ストレスの原因 (以下ストレッサー) ，ストレスによっておこる心身

の反応 (以下ストレス反応) ，ストレス反応に影響を与える他の要因が同時に測定できる

多軸的な調査票である職業性ストレス簡易調査票 (簡略版 23 項目)  (下光, 2008) を一部

改訂して使用した。ストレッサー6 項目 (心理的な仕事の負担 (質) ，仕事のコントロール

感) ，ストレス反応 11 項目 (疲労感，不安感，抑うつ感，身体愁訴) ，ストレス反応に影

響を与える他の因子 (他者からのサポート) 6 項目の計 23 項目に，簡略版として削除され

た心理的な仕事負担 (質) と自覚的な身体的負担度，技能活用度の項目，仕事の適性の項

目，働きがいの項目計 7 項目を追加して使用した。いずれも 4 件法で回答を求めた。 

過剰適応傾向 成人用過剰適応傾向尺度 (水澤, 2014) を使用した。成人の過剰適応傾向
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を，強迫性格特性が高く，かつ他者評価を意識する特性の高いパーソナリティ傾向と定め，

過剰適応へのなりやすさを測定する尺度である。全 20 項目で「評価懸念 (5 項目) 」「多大

な評価希求 (5 項目) 」「援助要請への躊躇 (5 項目) 」「強迫性格 (5 項目) 」の４因子から

構成され，4 件法で回答を求めた。 

楽観性 一般用語としての楽観性尺度 (魚地他, 2019) を使用した。全 33 項目で「明る

い見通し」「不安のなさ」「切り替え」「自信」「気楽指向」の 5 因子で構成されており，5 件

法で回答を求めた。 

離職・転職の意思とその理由 現職の離職意思について考えたことがあるか否かの 2 択

で回答を求めた。考えたことがあると回答した者のみ，その理由を自由記述で回答を求め

た。転職意思も，離職意思と同様の手続きで回答を求めた。 

デモグラフィック 年齢・性別・最終学歴・現職の勤続年数・卒業後の転職の有無につ

いて回答を求めた。なお，職種及び雇用形態は自由回答で回答を求めた。 

分析ツール 本研究のデータ分析にはHADon18_002 (清水, 2016) を用いた。 

 

結果 

分析に使用した尺度 

RS尺度 RS 全 10 項目について探索的因子分析 (最尤法・プロマックス回転) を行った

結果，2 因子が抽出された (表 1) 。2 つの因子に高い負荷量であった 2 項目を削除し，8

項目を採用した。第 1 因子は，業務量や難易度などが自分の能力と見合ってないことによ

るギャップと考えられたため，“能力ギャップ” ，第 2 因子は，仕事の内容や会社組織に

関する事前想定とのギャップと考えられたため，“やりたいことギャップ”と命名した。以

上の因子分析をもとにそれぞれの因子に対して.55 以上の負荷量を与えていた項目の合計

値を項目数で割った値を下位尺度得点とした。各得点は，高いほどギャップが大きい。 

職場ストレッサー 仕事の負担感 7 項目 (心理的な仕事の負担 (量) ・ (質) ・自覚的身

体負担) ，仕事のコントロール 3 項目，仕事の適合性の 3 つの下位尺度を分析に採用した。

各得点は，高いほど職場ストレッサーが高い。 

ストレス反応 心理的ストレス 9 項目と身体的ストレス 2 項目を分析に採用した。各得

点は，高いほどストレス反応が高い。 

過剰適応 全 20 項目 1 尺度として分析した。各得点は，高いほど過剰適応度が高い。 

切り替え 楽観性尺度の中から「切り替え」6 項目のみ分析に採用した。各得点は，高

いほど切り替える力が高い。 

転職・離職意向 現職について転職・離職を考えたことがあるか否かについて 2件法で

回答を求めた。 
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結果 

RS尺度の検討 

RS 全 10 項目について探索的因子分析 (最尤法・プロマックス回転) を行った結果，2

因子が抽出された (表 1) 。2 つの因子に高い負荷量であった 2 項目を削除し，8 項目を採

用した。第 1 因子は，業務量や難易度などが自分の能力と見合ってないことによるギャッ

プと考えられたため，“能力ギャップ”，第 2 因子は，仕事の内容や会社組織に関する事前

想定とのギャップと考えられたため，“やりたいことギャップ”と命名した。以上の因子分

析をもとにそれぞれの因子に対して.55 以上の負荷量を与えていた項目の合計値を項目数

で割った値を下位尺度得点とした。各得点は，高いほどギャップが大きいことを示す。 

 

 

 

記述統計 

表 2 に各尺度得点の平均値 (M) ，標準偏差 (SD) ，M－1SD，M＋1SD，α 係数を示す。

“気楽志向”以外の各尺度はおおむね十分な内的一貫性が確認された (α＝.62～.91) 。“RS 

下位尺度の平均値は，“能力ギャップ (2.40) ”，“やりたいことギャップ (2.11) ”と全体的

に低く分布しており，特に“やりたいことギャップ”の値は低かった。職場ストレッサー

は全体的に高く，特に“仕事の適合性 (2.88) ”や“仕事の負担 (2.69) ”に関するストレ

スが高かった。個人要因としての“過剰適応 (2.36) ”と“切り替え (2.80) ”の得点分布

はやや低めであった。ストレス反応は全体的に低く，特に“身体的ストレス”は，M－1SD

が最低得点 (1) を下回っており，フロア効果が生じていたといえる。よって，本研究では，

ストレス反応については，心理的ストレスのみを分析対象とした。 

表 1 RS項目の因子分析結果 
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表 2 各尺度得点の平均値，標準偏差，α係数 

 

 

転職または離職を考えたことのある者は，50.4％と半数が現職について離職や転職を考

えたことがあると回答していた。心理的ストレスの得点は，離職・転職を考えたことがあ

る者が 2.64，考えたことがない者が 2.02 と考えたことがある者の方が高かった (t (120) 

=4.843, p<.01) 。 

尺度得点間の相関関係 

 尺度得点間のピアソンの積率相関係数を算出した (表 3) 。心理的ストレスは，仕事の負

担 (r=.38,p<.01) ，過剰適応 (r=.23,p<.05) と弱い正の相関，仕事のコントロール (r=.-

38,p<.01) ，仕事の適合性 (r=.-30,p<.01) ，切り替え (r=.-33,p<.01) と弱い負の相関がみ

られた。仕事の適合性はやりたいことギャップと弱い負の相関 (r=.-34,p<.01) がみられた

が，能力ギャップとは相関がみられなかった。 

 

表 3 各尺度得点間のピアソンの積率相関係数 

 

 

項目数 範囲 平均値(M ) 標準偏差 M -1SD M +1SD α係数

リアリティ・ショック

能力ギャップ 4 1〜4 2.40 0.72 1.68 3.12 0.81

やりたいことギャップ 4 1〜4 2.11 0.68 1.43 2.79 0.77

職業ストレッサー

仕事の負担 7 1〜4 2.69 0.63 2.06 3.32 0.80

仕事のコントロール 3 1〜4 2.58 0.75 1.83 3.33 0.70

仕事の適合性 2 1〜4 2.88 0.77 2.11 3.65 0.74

ストレス反応

心理的ストレス 9 1〜4 2.37 0.76 1.61 3.13 0.91

身体的ストレス 2 1〜4 1.49 0.69 0.80 2.18 0.70

過剰適応 20 1〜4 2.36 0.44 1.92 2.80 0.84

切り替え 6 1〜5 2.80 0.88 1.92 3.68 0.84

1．仕事の負担 1.00

2．仕事のコントロール -.05 1.00

3．仕事の適合性 .15 + .43 ** 1.00

4．能力ギャップ .59 ** -.19 * -.11 1.00

5．やりたいことギャップ .12 -.42 ** -.34 ** .31 ** 1.00

6．過剰適応 .21 * -.17 -.06 .15 .24 ** 1.00

7．切り替え .05 .10 .17 + -.08 -.15 -.46 ** 1.00

ストレス反応 8．心理的ストレス .38 ** -.36 ** -.30 ** .50 ** .46 ** .23 * -.33 **

**p<.01,*p<.05,+p<.1

4 5 6 7

職場
ストレッサー

RS

個人要因

1 2 3

信州心理臨床紀要 第23号 2024年

56



 

 

仮説モデルの検討 

ストレッサー→RS→ストレス反応モデルの検討 職場ストレッサーが RS を介し，心理

的ストレスにどのような影響力を与えるのかを確認するために，構造方程式モデリングに

よるパス解析で検討した。モデル１は，RS が完全媒介するモデル，モデル 2 は，ストレ

ッサーからストレス反応への直接効果を考慮したモデルである。その結果を図2に示した。

完全媒介モデル 1 の適合度は GFI= .946, AGFI= .811, CFI= .909, RMSEA=.148, AIC 

=52.111，直接媒介併存モデル 2 の適合度は GFI= .976, AGFI= .835, CFI= .965, 

RMSEA=.131) とストレッサーから心理ストレスに対する直接効果と間接効果を仮定し

たモデル 2 の適合度がよかった。モデル 2 より，心理的ストレスへの影響は，仕事の負担

が直接または能力ギャップを通すルートと仕事のコントロールがやりたいことギャップを

通すルートの 2 ルートが推測された。 

 

 

図 2 共分散構造分析の結果 

 

 

信州心理臨床紀要 第23号 2024年

57



 

 

個人要因 (過剰適応・切り替え) の影響に関する検討 

2 ルートそれぞれについて，職場ストレッサー (仕事の負担・仕事のコントロール) を独

立変数，RS (能力ギャップ・やりたいことギャップ) を媒介変数，個人要因 (過剰適応・切

り替え) を調整変数，心理的ストレスを従属変数とし，調整媒介分析による仮説モデルの

検討を行った。過剰適応の影響については，過剰適応度高群 (M+1SD) と低群 (M-1SD) 

それぞれにおいて，切り替えの影響については，切り替え高群 (M+1SD) と低群 (M－

1SD) それぞれにおいて，間接効果の有意性はブートストラップ法 (リサンプリング 5000) 

によって確認した。 

仕事の負担⇒能力ギャップ⇒心理的ストレスモデル 前段階としてモデルの媒介分析

を行った結果，間接効果は有意であり (β=.298, p<.001) ，完全媒介の結果を示した (図

3：上段) 。過剰適応および切り替えを調整変数とした仮説モデルでは，いずれも高群・低

群とも間接効果は有意であった (表 4) 。過剰適応高群と切り替え低群は，直接効果が低

く，能力ギャップにより完全媒介されていたが，過剰適応低群・切り替え高群は，そもそ

もの仕事の負担の心理的ストレスへの直接的効果が高く，能力ギャップを媒介させること

で低下したものの影響は残存していた (図 3：下段) 。 

 

図 3 仕事の負担の心理的ストレスへの影響に関する媒介分析および調整媒介分析 

 

表 4 仕事の負担が能力ギャップを介して心理的ストレスを増加させる間接効果 

 

95%CI

　過剰適応　高群(+1SD ) 0.360 ** 0.118  0.167- 0.645

　過剰適応　低群(-1SD ) 0.209 * 0.097  0.040- 0.430

　切り替え　高群(+1SD ) 0.265 ** 0.094  0.110- 0.490

　切り替え　低群(-1SD ) 0.258 * 0.111  0.067- 0.513

**p <.01,*p <.05

間接効果(β ) SE
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仕事のコントロール⇒やりたいことギャップ⇒心理的ストレスモデル 前段階として

モデルの媒介分析を行った結果，間接効果は有意であり (β=-.159, p＜.01) ，部分媒介の

結果を示した (図 4：上段) 。仕事のコントロール感は心理的ストレスを抑制するが，や

りたいことギャップの影響も強かった。過剰適応および切り替えを調整変数とした仮説モ

デルでは，過剰適応高群と切り替え低群でのみ間接効果が有意であり(表 5)，やりたいこと

ギャップを介することで直接効果が低下した (図 4：下段) 。 

 

 
図 4 仕事の負担の心理的ストレスへの影響に関する媒介分析および調整媒介分析 

 

表 5 仕事の負担が能力ギャップを介して心理的ストレスを増加させる間接効果 

 

 

考察 

本研究では，新卒社会人が経験する RS の様相を確認したうえで，職場ストレスが RS

を媒介としてストレス反応に与える影響，さらに，その関係を強めると推測される個人要

因 (過剰適応・切り替え) の検討を行った。新卒 3 年目までの社会人の半数以上が現職の

離職・転職を考えたことがあり，考えたことのある者の心理的ストレスは考えたことのな

い者より高いという結果から早期離職問題の深刻さがうかがわれた。 

RSと職場ストレッサーおよび心理的ストレスについて 

職場ストレッサーはいずれも心理的ストレスを高めていたことから，仮説１は支持され

95%CI

　過剰適応　高群(+1SD) -0.165 * 0.066 -0.318- -0.062

　過剰適応　低群(-1SD ) -0.095 0.057 -0.239- -0.008

　切り替え　高群(+1SD ) -0.094 0.070 -0.251-  0.022

　切り替え　低群(-1SD ) -0.147 * 0.068 -0.307- -0.034

*p <.05

間接効果(β ) SE
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た。次に職場ストレッサーの心理的ストレスへの影響に対する RS の効果を確認したとこ

ろ，ストレッサーの種類によって関連する RS が異なるが，いずれも心理的ストレスを高

めていた。仕事の負担は能力的な RS を感じることによって，仕事のコントロール感の弱

さはやりたいことに関するRS を感じることによって，心理的ストレスが高くなっており，

仮説 2 は支持された。自分の能力が会社の求めている水準と齟齬があること，自己コント

ロールが効きづらいこと認識することは，心理的ストレスを高め離職につながる一因とな

ることが示唆され，新卒社会人の RS への対応が重要であることが示唆された。 

ストレス反応を抑制する個人要因の影響 

個人要因として過剰適応の程度と切り替えの強さが RS のストレス反応抑制効果への影

響を検討した結果，職場ストレッサーの種類によって個人要因の影響が異なっていたこと

から，仮説 3－1，仮説 3－2 は部分的に支持された。仕事の負担は過剰適応や切り替えの

高低にかかわらず，能力ギャップを介することで直接効果を低下させていた。仕事の負担

に関しては，能力的な RS を感じさせないことで心理的ストレスを低減させる可能性が示

唆された。一方，仕事のコントロール感(の弱さ) は全体的に間接効果の影響が少なく，過

剰適応傾向の高いものと切り替えの弱い者のみで間接効果がみられた。仕事のコントロー

ル感の職場環境や仕事内容などのミスマッチによる RS を介した心理的ストレスへの影響

においてのみ，過剰適応および切り替えの弱さなど個人要因が影響を与えることが示唆さ

れた。 

仕事に慣れていない上，立場上受動的にならざるをえない新卒社会人にとって，やりた

いことが能力不足でできない自分や希望する働き方と異なる状況に心理的ストレスを感じ

ることは想像に難くない。能力不足という認識によるストレスを軽減させるためには，よ

り現実的な事前インターンシップやアルバイトとして時間をかけながらギャップを埋めた

りする努力をすること，自分の能力と希望する職種などについてより詳細なキャリア教育

を行うことが重要と考えられる。職場環境に対するギャップに対するストレスは，過剰適

応傾向が強い，切り替えが苦手なもので高くなる傾向がある。このストレスを軽減するた

めには，自分にとってどこまで他人に合わせることができるのか，その限界を知ることも

必要である。気持ちや考え方の切り替えを上手に行えるようになることは，ひとつの解決

策ともいえる。どうにもできない状況を受け入れ，上手なあきらめをすることは，精神健

康を保つ上で重要であるが (吉武, 2018) ，上手なあきらめ行動ができる人は，必ずしも心

理的に適応しているわけではない (登日・成田, 2017) 。あきらめるのではなく，上手に切

り替える能力を学生時代から要請してくことが必要と考えられる。 

 

本研究の限界と今後の課題 

最後に，本研究の限界について言及する。第一に，RS 尺度に関して十分に検討しないま

ま使用したため，2 つの因子の妥当性が疑わしい。Kodama (2017) の尺度は 1 項目 1 尺度
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であるため，個々の尺度での検討も必要である。第二に，影響要因として，職種や性別な

どの検討まで至らなかった。回答者の職場状況に関してより丁寧な検討が必要である。第

3 に，緩衝要因としてのソーシャルサポートの影響の分析まで至らなかった。心理的スト

レスによる早期離職に歯止めをかけるため，悪化させる要因の検討だけでなく，弱める要

因を検討することは重要である。本研究において“切り替え” というキーワードにたどり

着いたが，これを実際のキャリア支援に応用するためのさらなる研究が必要と考える。 

 

付記 

本研究は，信州大学大学院総合人文社会科学研究科に提出した修士論文の一部を加筆・

修正したものである。 
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少年院出院者に対するイメージと許容的態度の関連 
―被害リスク知覚と犯罪不安を手がかりにして― 

 

野田優真 信州大学大学院 総合人文社会科学研究科 

篠田直子 信州大学学術研究院教育学系 

 

概要 

大学生・大学院生 93 名を対象に，少年院出院者のネガティブイメージが被害リスク知覚

および犯罪不安を媒介して許容的態度を低下させるという仮説モデルを共分散構造分析に

よるパス解析によって検証した。その結果，①ネガティブイメージが犯罪不安を媒介して

許容的態度を低下させるのではなく，被害リスク知覚により惹起した犯罪不安がネガティ

ブイメージを作り出し許容的態度を低下させる，②社会的水準ではネガティブイメージを

通して，個人的水準では犯罪不安が直接，許容的態度を低下させる，③②は女性のみで男

性ではネガティブイメージや犯罪不安の許容的態度への影響はみられないことが確認され

た。 

キーワード：少年院出院者，許容的態度，イメージ，被害リスク知覚，犯罪不安 

 

 

問題と目的 

日本国内の犯罪情勢 

平成 15 年以降は，日本における刑法犯の認知件数は減少傾向を示しており，全体として

の犯罪情勢は改善されている。しかし，犯罪の種類によって高止まりや増加傾向を示すこ

と，再犯・再非行が高止まりの状態にあることなど決して楽観視できる状況にはない (法

務総合研究所, 2023) 。平成 28 年の再犯の防止等の推進に関する法律の成立や，平成 29 年

の第一次再犯防止推進計画と続く令和 5 年の第二次再犯防止推進計画の閣議決定など国を

はじめとした関係機関で対応を試みているものの，満期釈放等による出所受刑者の再入率

や少年院出院者の 5 年以内再入院・刑事施設入所率は高止まりで推移しており，再犯・再

非行の防止は国民の暮らしの安全・安心を確保するために再犯・再非行の防止は喫緊の課

題である。 

特に，少年・若年者への再犯防止の取り組みは重要である。再犯防止推進白書 (法務省, 

2012) によると，20歳代に刑事処分を受け，保護観察付執行猶予となった者のうち約半数，

刑務所に入所した者のうち約 4 割が少年期に何らかの保護処分を受けていること，少年院
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出院後に刑事処分を受けた者の初回犯行時年齢では 20 歳が最も多く，約 8 割が 20 歳代の

第 1 四半期 (20 歳から 22 歳 6 か月までの期間) までに初回犯行に及んでいることから，

少年期から成人後数年間における再犯防止対策の重要性がうかがえる。他の年齢層と比べ

て可塑性に富み，社会復帰のための環境も整いやすいことを踏まえ，少年・若年者に焦点

を当てた取組を強化する必要がある。 

再犯防止に関する研究 

先行研究で確認できる少年の再犯防止対策は，少年への処遇プログラム (家族療法，認

知行動療法，マルチシステミック療法，スケアード・ストレイトなど) に関するものが多

いがその効果は一貫しておらず，プログラムによっては逆効果になるものもあり，少年へ

の直接的介入のみでは限界がある (染田, 2009) 。一方で近年，少しずつではあるが社会復

帰後の社会的孤立への対応といった受け入れ側に注目する研究がみられるようになった。

法務総合研究所 (2018) は少年院出院者に対して出院直後と 2 年後の 2 度の面接調査を行

い，デシスタンス群 (立ち直りの過程にある者) は，自分に良い影響を与えた出会いの相

手として，1 年目では少年院の教官や同級生，2 年目では職場の先輩や同僚や学校教師と社

会復帰後に影響を受ける人の範囲が拡大していたことから，出所後の支援策として人的環

境の整備が必要であると指摘している。関係性に関しては，関係があるという事実だけで

はなくその質が重要である。只野他 (2017) は，デシスタンス要因の社会的要因の中で，

「結婚・家族・友人との関係」はただ関係を有しているという事実だけではなく，その良

好性も重要だと示唆している。また，法務総合研究所 (2019) も，周囲の人との親和的・情

緒的な関係が犯罪からの立ち直りに繋がる重要な要素の一つであるとの指摘している。特

に，立ち直り過程における支援の効果は高いと指摘されている非行少年にとって，両親を

はじめとした周囲の他者との良好な関係は重要である。非行少年が周りの人たちに受容さ

れ，向社会的な友人を持ち，復帰した地域住民に支えられ居場所感を持てることが再犯の

防止につながるといえる。服部 (2021) は，再犯に陥るかどうかの分かれ目である出所後の

社会復帰における就労を妨げる要因として社会的孤立を指摘していることから，社会的孤

立を防ぐことで以前の反社会的な非行仲間との交流を断ち切ることにもつながると考えら

れる。そのためには，立ち直りの制度上で関わる保護司や更生保護施設職員のような専門

家によるアプローチだけでなく，身近な地域住民の理解と協力的な関わりが再犯防止の役

割を担うことが期待されているといえよう。しかしながら，一般社会住民の非行と地域社

会の関りに関する意識は非常に薄い。保木他 (2004) の調査によると，非行の原因として地

域社会をあげる割合は法務教官で 35.7％に対して一般社会未成年では 9.6％，一般社会成

人では 18.8％と地域社会の重要性を認識している地域住民は若い層ほど低くなっているの

が現状である。 

良好な関係を阻害する地域住民の要因 

それでは，地域社会の受刑者に対する反応はどうであろうか。多くの受刑者は自らの罪
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を反省し二度と罪を犯さないように矯正したのちに出所しているものの，地域コミュニテ

ィの社会的排除や社会全体が犯罪者の受け入れに消極的であることが犯罪者の社会復帰を

困難にしている (村上, 2022) 。更生保護施設の開設が地域住民の理解，支持されることは

極めて難しいという指摘もあり (小俣他, 2021) ，地域社会の十分な受容は難しいのが現状

である。一般の地域住民によるコミュニティにおいて，こうした犯罪に関わった者に対す

る許容を阻害している要因のひとつとして“犯罪者や非行少年に対する (パブリック) ス

ティグマ”の存在が指摘されている。 

スティグマとは，ある特徴と否定的な固定観念が結びついたものであり，それにより特

定の集団に属する人々の社会的信用が著しく貶められるものである (Goffman, 1963 訳 石

黒, 1970) 。また，人々をある違いで区別しラベル付けすること，否定的なステレオタイプ

とラベルをむすびつけること，人々を「私たち」と「彼ら」に切り離すこと，ラベル付け

された個人が社会的な立場の喪失や差別を経験することの相互に関連する 4 つの要素を含

む (Link & Phelan, 2001) 。犯罪についての情報に対する関心の一部は，マスメディアなど

の情報によってイメージは (意識されないままに) 培養され，ステレオタイプ化される (岡

田・安藤, 1994) のならば，スティグマの背景にネガティブイメージがある，もしくはネガ

ティブイメージが積み重なってスティグマになると言え替えても良いだろう。 

犯罪者に対するスティグマと許容的態度に関する研究 

ネガティブイメージもしくはスティグマと犯罪をした者への態度に関する研究は，多く

は刑務所出所者を対象としたもので，少年を対象とした研究はほとんどみあたらない。内

閣府 (2018) の調査では，犯罪を犯した人の立ち直りに協力したい者は半数程度であり，ス

ティグマが刑務所出所者に対する周囲の人々の関りに影響を及ぼしている可能性があると

指摘している。また，坂田・川島 (2021) は，大学生を対象に刑務所出所者のスティグマと

許容的態度との関連を検討し，スティグマが許容度と関与可能性を低下させることを示し

ている。許容的態度については性差がみられ，身体的な力関係が相対的に弱い女性のほう

が被害者になる確率が高く犯罪被害への恐怖心が強い可能性を言及しており，女性の方が

許容的態度が低減することが報告されている (村山, 2022) 。少年犯罪では，向井・藤野  

(2021) が，少年犯罪に対する厳罰志向性は，理解不能イメージから被害リスク知覚を通し

て惹起した犯罪不安によって規定されるというモデルを検証しており，スティグマの背景

にイメージやリスク知覚・犯罪不安が影響していると指摘している。 

本研究の目的 

本研究は，地域社会の若者としての大学生を対象として，少年院出院者にどのようなイ

メージを持っているのかについて再確認したうえで，少年院出院者のイメージが被害リス

ク知覚や犯罪不安を通して許容的態度にどのような影響を与えているかについて検討する。

非行少年の再非行を予防し立ち直りを促すための一つの要因である周囲の人へのアプロー

チについて新たな視点を提供することが本研究の意義である。 
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本研究の仮説モデル 

本研究の仮説モデルは，少年院出院者に対するネガティブイメージが被害リスク知覚・

犯罪不安を媒介して少年院出院者への許容的態度に影響を与えるモデルである (図 1) 。被

害リスク知覚と犯罪不安に関しては，向井・藤野 (2021) に準拠し，社会的水準と個人的水

準の 2 水準を設けた。 

【仮説 1】 少年院出院者のネガティブイメージによって引き起こされる被害リスク知覚は，

犯罪不安を媒介して許容的態度を低下させる。 

【仮説 2】 男性よりも女性の方が，少年院出院者へのネガティブイメージが許容的態度に

与える影響が強い。 

方法 

調査対象者 

甲信越地区にある大学の学部生及び大学院生を対象に質問紙調査を実施した。回答の得

られた96名のうち回答に不備のあった3名を除した93名 (有効回答率96.9%：男性39名，

女性 52 名，性別不明 2 名，21.0±1.99 歳) を分析対象とした。学年は大学院 1 年 33.3%と最

も多く，学部 1・2 年生 37.6%であった。住居形態は，ひとり暮らしが 60.2%，寮や下宿が

16.1%と 8 割近くが親元から離れて暮らしており，居住地域への愛着は高かった。少年院

出院者との接点は，全く接点が無い者が 87.0%と 9 割近くを占めていた。 

調査時期 

2023 年 6 月～9 月 

調査手続き 

Google フォームにて作成した質問紙の URL を，縁故による依頼と，協力を得られた教

員を通して回答を求めた。調査は匿名で行い，個人が特定されないようにした。はじめに

調査協力への同意を求め，同意を得られた者のみ以下の質問に回答を求めた。所要時間は

15 分程度で回答が終わった時点で各自終了とした。 

図１ 本研究の仮説モデル 
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倫理事項 

本研究は，信州大学教育学部研究委員会倫理審査会部会の承認を得て実施した (管理番

号: 23-01) 。 

調査内容 

本研究において，少年の年齢は 15〜18 歳とし，質問紙の冒頭で，「全項目において，少

年の年齢は 15~18 歳とする」と明記した。 

少年院出院者のイメージ (筆者作成)  少年院出院者や刑務所出所者などに対するイ

メージおよびデシスタンス要因についての先行研究をもとに，少年院出院者に対するネガ

ティブイメージ・人格特性・境遇や更生可能性に関するイメージについて，心理学を専攻

する大学院生 3 名と指導教員 1 名と協議の上で 30 項目を設定した。「1. 全くそう思わな

い」から「5. 非常にそう思う」で回答を求めた。 

許容的態度 坂田・川島 (2021) の「刑務所出所者への許容的態度尺度」を使用した。犯

罪の内容は限定せず，対象を「少年院出院者」「非行少年」「一般青少年」の 3 条件で，10

項目について許容度 (「1. 許せない」～「5. 許せる」) と関与可能性 (「1. 全く関わりた

くない」〜「5. 積極的に関われる」) の 5 件法で回答を求めた。さらに，少年院出院者と

非行少年に関しては，回答時にどのような少年を思い浮かべたか，自由記述で回答を求め

た。いずれも，得点が高いほど許容的態度が高い。 

犯罪不安 向井・藤野 (2021) の「犯罪不安尺度」を，対象が 15～18 歳の少年院出院者

となるように変更した上で使用した。本尺度は社会的水準での犯罪不安と個人的水準での

犯罪不安について，「1. 全くそう思わない」から「5. 非常にそう思う」の 5 件法によって

回答を求めた。得点が高い方が不安が高い。 

被害リスク知覚 向井・藤野 (2021) の「被害リスク知覚尺度」を，対象が 15～18 歳の

少年院出院者となるように変更した上で使用した。本尺度は社会的水準での被害リスク知

覚と個人的水準での被害リスク知覚について，「1. 全くそう思わない」から「5. 非常にそ

う思う」の 5 件法で回答を求めた。得点が高い方が被害リスク知覚が高い。 

社会的距離 吉岡・三沢 (2012) が作成した，「精神障害者との社会的距離尺度」を，精

神障害者を少年院出院者に変更し使用した。5 項目について「1. 強く反対」「2. 確かにそ

うしたくない」「3. 多分そうしたくない」「4. 多分そうしたい」「5. 確かにそうしたい」の

5 件法で回答を求めた。得点が高い方が社会的距離が近い。 

非行少年との接点の有無 (筆者作成)  「近所・学校・職場・友人・知人に少年院出院

者がいる」「身内や親せきに少年院出院者がいる」「直接少年院出院者と話をしたことがあ

る」の 3 項目からなる，「1. はい」と「2. いいえ」の 2 件法にて回答を求めた。 

居住地域の気に入り度 (筆者作成)  回答者が現在住んでいる地域に対してどの程度

気に入っているかについて，「1. 非常に気にいっている」から「5. 全く気に入っていない」

の 5 件法で回答を求めた。得点が低いほど気に入り度が高い。 
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デモグラフィック 年齢，性別，学年，居住形態を尋ねた。性別については，「男・女・

その他・回答しない」，年齢については実年齢に加え「回答しない」，学年については 4 年

制大学の 4 学年と修士課程に 2 学年のほか，「その他」，居住形態については「実家・１人

暮らし (アパート等) ・寮や下宿等・その他・回答しない」の 5 択をそれぞれ設けた。 

分析方法 

分析にはHAD ver.18 (清水, 2016) を用いた。 

 

結果 

少年院出院者のイメージ (表 1)  

少年院出院者のイメージとして高かった項目は，「悩みごとを相談できる人がいない 

(3.76) 」，「親の愛情を十分に受けて育たなかった (3.70) 」，「精神的に追い詰められている 

(3.70) 」，「幼少期に何らかのトラウマがある (3.67) 」，「すぐかっとなるなど，感情のコン

トロールができない (3.63) 」，「友人に非行行為をしている者が多い (3.53) 」などで，本

人の気質的な問題というよりは，育ちや現在の環境から犯罪に至ったというイメージが強

かった。一方で，「何をするか予測できない (5.53) 」「何を考えているのかわからない 

(3.29) 」「恐い (3.49) 」「嫌悪を感じる (2.77) 」「異常だ (2.61) 」といった理解不能による

怖さを感じている者も一定数みられた。更生可能性については，「何があっても更生などで

きない (1.74) 」は低かった。 

次に，30 項目に対して探索的因子分析 (最尤法，プロマックス回転) を行った。固有値

の減衰状況から 1 因子解を採用し，「少年院出院者に対するネガティブイメージ (以下，ネ

ガティブイメージ) 因子」と名付けた。累積寄与率は 43.6%であった。因子負荷量の絶対値

が.40 に満たない 13 項目を削除した 17 項目の加算平均をネガティブイメージ尺度とした 

(α= .92) 。尺度得点の平均は 3.13 (SD＝0.73) であった。性差はみられなかった。 

犯罪不安および被害リスク知覚 (表 2)  

向井・藤野 (2021) の 4 因子すべての因子間に共分散を仮定したモデルで確認的因子分

析を行い，結果を検討したところ、適合度指数は GFI = .909，AGFI = .826，RMSEA = .093

であった。適合指数がほぼ満足な値を示したことから、この因子構造モデルに従って、後

の検討を進めていくことにした。社会的犯罪不安以外の平均は範囲中央値 (3.00) 以下であ

り，犯罪不安，被害リスク知覚とも低かった。社会的水準と個人的水準では社会的水準の

方が高く，個人的水準でより低く見積もる傾向がみられた。また，両水準とも被害リスク

知覚より犯罪不安が高かった。4 変数に一定の内的一貫性 (α=.68-.91) がみられたので加算

平均を尺度得点とした。いずれも性差は見られなかった。 
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表 2 犯罪不安および犯罪被害リスクの記述統計量 (N=93) 

M SD M SD

社会的犯罪不安（α=.91） 3.09 1.11 3.60 0.82

社会全体の少年犯罪に関する治安に対して不安を感じる 2.99 1.21

社会の少年犯罪に対する安全性に対してなんとなく不安を感じる 3.03 1.20

世の中で起こる少年犯罪に対して不安を感じる 3.26 1.20

個人的犯罪不安（α=.89） 2.25 0.97 2.66 0.83

自分が少年犯罪に被害にあうのではないか不安を感じる 2.32 1.04

自分が少年犯罪の被害にあいそうで怖いと感じる 2.18 0.99

社会的被害リスク知覚（α=.82） 2.73 0.99 3.57 0.81

社会の少年犯罪に関する治安が悪くなった 2.71 1.10

今後，社会一般人が少年犯罪の被害にあう可能性は高まる 2.84 1.17

世の中では，凶悪な少年犯罪が増えた 2.65 1.20

個人的被害リスク知覚（α=.68） 2.23 0.87 2.59 0.76

自分もいつか少年犯罪にあいそうな気がする 2.39 1.08

自分の周囲には少年犯罪が起きそうな危険な場所が多い 2.08 0.90

本研究(2023) 向井・藤野(2021)

表 1 「少年院出院者」イメージの記述統計量および因子分析の結果

(N=93)  F1 共通性 M SD

道徳性が欠けている .78 .62 3.16 1.06

同じような犯罪を繰り返しやすい .74 .55 3.41 1.00

親のしつけが適切でない .73 .53 3.22 1.20

異常だ .69 .48 2.61 1.09

何を考えているのかわからない .68 .46 3.29 1.12

協調性が欠けている .66 .44 3.32 1.12

社会の規範やルールをバカにしている .65 .42 2.71 1.12

将来に目標がなく，投げやりだ .64 .42 3.13 1.16

法律や社会の規則に対する反発心が強い .64 .41 2.71 1.12

暴力的で残酷だ .62 .39 3.03 1.05

何をするか予測できない .58 .33 3.25 1.06

友人に非行行為をしている者が多い .58 .33 3.53 1.32

自分の罪を反省したり，後悔したりしない .57 .32 2.37 1.03

恐い .55 .31 3.49 1.16

浅はかだ .53 .28 2.96 1.19

親の愛情を十分に受けて育たなかった .53 .28 3.73 0.99

スリルを求める性格だ .53 .28 2.71 1.07

寄与率(%) 43.6

除外項目

精神的に追い詰められている 3.70 1.06

悩みごとを相談できる人がいない 3.76 1.08

幼少期に何らかのトラウマがある 3.67 0.97

すぐかっとなるなど，感情のコントロールができない 3.63 0.94

家庭が貧しい 3.28 0.95

友人に左右されやすい 3.27 1.26

地域に適応したいと思っている 2.94 1.04

甘えや依存心が強い 2.88 1.11

嫌悪を感じる 2.77 1.10

親が過保護だ 2.56 0.98

陰気で内向的だ 2.54 1.02

知的だ 2.28 0.94

何があっても更生などできない 1.74 0.94
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少年院出院者に対する許容的態度 (表 3)  

いずれの項目も平均値は範囲中央 (3.0) よりも高く，特に一般青少年については許容方

向への偏りがみられた。先行研究と比較すると，刑務所出所者よりも少年に対する許容的

態度が高かった。また，どの対象においても，許容度よりも関与可能性の方が得点が低く，

一般青少年＞少年院出院者＞非行少年の順で，許容度と関与可能性とも低くなっていた。

対象ごとに，許容度と関与可能性の加算平均を許容度尺度とした (α=.73-.75) 。なお，一般

青少年の許容的態度得点に天井効果がみられたが，理解可能なものとし，そのまま採用し

た。性差は見られなかった。  

少年院出院者に対する社会的距離 (表 4)  

少年院出院者に対する社会的距離については，曖昧な記述である「親しくなってもいい」

や「職場や家近くで仕事をし始めてもいい」といったプライベートではない関係では得点

が高かった一方，「結婚して家族の一員になってもいい」「隣に引っ越してもいい」といっ

たプライベートな関りが予想される項目では低かった。5 項目の加算平均を少年院出院者

に対する社会的距離尺度 (α=.88) とした。性差は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各尺度間の相関分析 (表 5)  

ネガティブイメージは，弱いながらも被害リスク知覚，犯罪不安と正の相関，少年院出

院者に対する許容的態度，社会的距離と負の相関がみられた。被害リスク知覚は，社会的・

個人的両水準の被害リスク知覚と犯罪不安に中程度以上の正の相互相関がみられた。特に，

個人被害リスク知覚と個人犯罪不安の相関が高かった (r = .79, p = .000) 。犯罪不安と許容

的態度との関係は，社会的犯罪不安とは相関がみられなかったが，個人的犯罪不安とは弱

い負の相関がみられた (r = -.37, p = .001) 。許容的態度と社会的距離は中程度の正の相関が

表 4 少年院出院者との社会的距離 

M SD

隣に引っ越してもいい 3.03 0.96

一晩つきあってもよい 3.20 1.09

親しくなってもいい 3.49 0.96

職場や家近くで仕事をし
始めてもいい

3.78 0.88

結婚して家族の一員に
なってもいい

2.80 1.04

表 3 少年院出院者に対する許容的態度 

M SD

少年院出院者（α=74） 3.58 0.92

許容度 3.72 0.95

関与可能性 3.43 1.11

非行少年（α=75） 3.23 0.99

許容度 3.30 1.07

関与可能性 3.16 1.14

一般青少年（α=73） 4.28 0.77

許容度 4.37 0.87

関与可能性 4.20 0.87

刑務所出所者（坂井・川島,2021）

許容度 2.73 0.61

関与可能性 2.84 0.84
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みられた (r = .65, p = .000) 。 

 

仮説モデルの検討 

仮定モデルを検討するために，許容的態度を従属変数として共分散構造分析によるパス

解析を行った。ネガティブイメージを外生変数とし，被害リスク知覚 (社会的・個人的) ，

犯罪不安 (社会的・個人的) を媒介変数としたモデルの適合度は，χ2 = 65.524 ( p < .001) ，

CFI= .737，GFI= .838，AGFI= .514，RMSEA= .300 と十分な適合度が得られなかった (図 2) 。

非有意なパスの削除やネガティブイメージから許容的態度への直接パスを追加など，いく

つかのモデルを検討したが十分な適合度は得られず，仮説 1 は支持されなかった。 

 

そこで，被害リスク知覚による犯罪不安がネガティブイメージを形成し，許容的態度に

影響をおよぼすモデルに修正し検討を行った (図 3) 。その結果，適合度は，χ2 = 8.306 ( p  

社会的被害
リスク知覚

社会的
犯罪不安

ネガティブ
イメージ

許容的態度

個人的被害
リスク知覚

個人的
犯罪不安

　　**
p <.01，*

p <.05

　 χ
2
 = 65.524( p  < .001)，CFI = .737，GFI = .838，AGFI = .514，RMSEA= .300

.33*

.24*

.55**

.74**

.28*

.18*

-.37**

図 2 仮説モデル 

 (ネガティブイメージが被害リスク知覚・犯罪不安を媒介して許容的態度におよぼすモデル)  

表 5 各尺度間の相関分析結果 

1 2 3 4 5 6

1 ネガティブイメージ

2 社会的被害リスク知覚 .24 *

3 個人的被害リスク知覚 .20 * .65 ***

4 社会的犯罪不安 .30 ** .64 *** .55 ***

5 個人的犯罪不安 .24 * .62 *** .79 *** .58 ***

6 許容的態度（少年院出院者） -.32 ** -.27 ** -.36 ** -.18 -.37 ***

7 社会的距離 -.35 ** -.21 * -.18 -.18 -.21 * .65 **

***
p <.001，**

p <.01，*
p <.05
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社会的被害
リスク知覚

社会的
犯罪不安

ネガティブ
イメージ

許容的態度

個人的被害
リスク知覚

個人的
犯罪不安

　　**
p <.01，*

p <.05

　 χ
2
 = 8.306( p  < .306)，CFI = .994，GFI = .970，AGFI = .911，RMSEA= .045

.55**

.74**

.18*

.28*

.20*

-.31**

-.29**

図 3 修正モデル（N=93） 

(被害リスク知覚が犯罪不安・ネガティブイメージを媒介して許容的態度におよぼすモデル) 

図 4 性別による多母集団同時分析（N=93） 

【男性】

社会的被害
リスク知覚

社会的
犯罪不安

ネガティブ
イメージ

許容的態度

個人的被害
リスク知覚

個人的
犯罪不安

【女性】

社会的被害
リスク知覚

社会的
犯罪不安

ネガティブ
イメージ

許容的態度

個人的被害
リスク知覚

個人的
犯罪不安

.36**

.88**

.40*

.22**

-.45**

-.36**

.86**

.49*

.33*
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= .306) ，CFI= .994，GFI= .970，AGFI= .911，RMSEA= .045 と高い適合度を示した。被害リ

スク知覚によって高められた犯罪不安のうち，社会的犯罪不安がネガティブイメージを高

め許容的態度を低下させるという経路と個人的犯罪不安が直接許容的態度を低下させる 2

経路が確認された。 

修正モデルにおける各変数が男女でどのように変化するか検討するために多母集団同

時分析における共分散構造分析をおこないモデルの比較を行った (図 4) 。分析の結果，構

築したモデルの適合度は，χ2＝15.741;ｐ＜.329, GFI=.949, AGFI=.847，CFI=.993, REMSA=.052

であった。 

男性は，個人的被害リスク知覚から社会的犯罪不安，ネガティブイメージから許容的態

度，個人的犯罪不安から許容的態度のいずれのパス係数が有意ではなく，許容的態度への

ネガティブイメージ，犯罪不安の影響は確認できなかった。一方，女性は，社会的被害リ

スク認知が社会的犯罪不安を通してネガティブイメージにつながり，許容的態度を低下さ

せる経路と個人的リスク認知が個人的犯罪不安を通して直接許容的態度を低下させる経路

が明確となった。よって仮説 2 は支持された。 

 

考察 

本研究は，非行少年の再犯予防の一知見として，少年院出院後の地域社会を構成する

人々の少年院出院者に対するスティグマともいえるネガティブなイメージの許容的態度へ

の影響を検討した。大学生を対象にして 15～18 歳の少年院出院者に対するネガティブな

イメージと許容的態度と被害リスク知覚 (個人的水準と社会的水準) および犯罪不安 (個

人的水準と社会的水準) の関連を検討した結果，少年犯罪に対する被害リスク知覚に起因

する犯罪不安が社会的水準ではネガティブイメージを通して，個人的水準では直接，許容

的態度を低下させることが明らかになった。 

大学生の持つ非行少年に対する葛藤 

非行少年のイメージについて想定した人格特性・境遇・更生可能性・一般的なネガティ

ブイメージの 4 因子に明確にはわかれなかったが，犯罪を起こした原因は本人の気質より

も育ちや環境によるものであり更生可能性は十分にあることは理解しているものの，理解

不能・怖いなどのイメージも拭い去れない大学生の姿が確認できた。今回の対象者は大学

で教育や対人援助に関して学んでいる者が多く，非行少年や少年犯罪に関する知識もあり

全体として許容的態度は高いのだが，どうしても感情的に受け入れられない面もある背景

に，犯罪というものに対する恐怖イメージの強さがうかがわれた。理解不能なものに対す

る恐れを持つのはしごく当然のことである。特に，少年犯罪の被害者になりやすいとされ

る女性において個人的な犯罪不安が許容的態度に影響しているのも十分理解できる。重要

なのは，知識と恐れをどのように調整しながら少年院出院者の居場所をつくっているかで

ある。恐れや不安がネガティブイメージを増幅しないようにする工夫が必要であろう。 
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イメージが先行するのか被害リスク知覚が先行するのか（モデルの問題） 

本研究では，イメージが先行するモデルではなくリスク認知が先行するモデルの適合性

が高かった。しかし，一概に被害リスク知覚が先行すると言い切れない。社会的水準では，

被害リスク知覚が先行していたが，個人的水準では被害リスク知覚に惹起される犯罪不安

から直接許容的態度に影響があり，イメージを媒介していなかったからである。つまり，

水準によってメカニズムが異なる可能性が推測される。向井・藤野 (2021) のモデルでは理

解不能，つまり，個人的な感情として受け入れられないイメージに限定していたため，本

研究での個人水準でのルートをたどったとも考えられる。一方，本研究での知識的なイメ

ージが社会集団的な規模での固定観念，もしくはステレオタイプ結びつきとしてのスティ

グマ (Goffman, 1963; Link & Phelan, 2001) にあたるとすると，社会的被害リスク認知→社

会的犯罪不安→ネガティブイメージ（スティグマ）→許容的態度という別なルートをたど

ると考えることも可能である。 

個人特性としての不安が精神障害者を危険であると評価し，脅威を予測することによっ

てスティグマが強まる (高田・長谷川, 2021) との報告もあるが，本研究では個人の不安で

はなく，社会に及ぼす影響に関する不安がネガティブイメージに影響を与えていた。これ

は，対象が少年犯罪者であることに加え，評価を求めたイメージ尺度の問題が関係してい

る可能性がある。内的事象帰属はスティグマの 1 因子である危険性を減じるものの，社会

生活での非常にストレスフルな出来事への帰属を表す外的事象帰属は精神疾患に関するス

ティグマを促進させるという吉沢・三沢 (2012) の報告と一致する知見と言える。 

対象者の特徴による違い 

対象者の持つイメージは対象者のもつ特徴や考え方の違いによって異なる。今回は，性

差の検討にとどまったが，非行少年との接触経験別，知識の程度や怖さの程度，対象者の

性格や考え方などによってどのような違いがあるのか検討が必要である。 

 

本研究の限界と今後の展望 

最後に，本研究の限界と課題を示す。第一に回答者問題である。サンプル数も 100 名に

至らず少なかった上，一定の学部に集中していたため，一般大学生の結果とはいいがたい。

サンプル数および多様な学生を対象にする必要である。第二にモデルとして検討するには，

モデルの組み立て，各要素の絞り込みが十分ではなかったと考えられる。考察でも述べた

が，社会的水準と個人的水準の組合せを検討する必要がある。第三に回答における社会的

望ましさの影響を考慮できなかった点である。非行という法の存在を感じさせる本研究の

性質上，回答時に社会的望ましさが働いた可能性がある。今回はオンラインでの質問紙調

査を実施したが，回答時間や場所に制限のないオンラインでの実施では特に回答に社会的

望ましさや潜在的態度の影響も否定しきれない (村山, 2022)。実験等の手法を用いること

で社会的望ましさ等の剰余変数を統制することでより正確なデータを収集して分析するこ
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とや，IAT などの潜在的な要素についてのアプローチを導入することなどによって，本研

究にて示唆されたモデルに関する一連のプロセス等を，さらに精査することが出来ると思

われる。 

最後になったが，少年院出院者は名札をつけて地域社会に復帰するわけではない。私

たちはひとりの人間として地域社会で出会う。なにかのきっかけで少年院出院者というこ

とを知り態度が変わることこそが，スティグマによる行動変容である。ラベルではなく，

その人そのものとしっかりと向き合えるような地域社会になるために，なにが必要か今後

も考え続ける必要があろう。 

 

付記 

本研究は，信州大学大学院総合人文社会科学研究科に提出した修士論文の一部を加

筆・修正したものである。 
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＜原著＞ 

 

自尊感情が社交不安に及ぼす影響 
―他者からの否定的評価の恐れと肯定的評価の恐れに着目して― 

 

羽毛田佳音 信州大学大学院総合人文社会科学研究科 

向井秀文  信州大学学術研究院教育学系 

 

概要 

顕在的自尊感情 (Explicit Self-Esteem : ESE) と潜在的自尊感情 （Implicit Self-Esteem : ISE）

の不一致は社交不安と関連がみられ，抑うつ的反芻など認知面にも影響を及ぼすことが明

らかになっている。本研究では，社交不安の認知的要素である他者からの否定的評価に対

する恐れ (Fear of Negative Evaluation : FNE) や肯定的評価に対する恐れ (Fear of Positive 

Evaluation : FPE) と社交不安の関連に対するESEと ISEの不一致の調整効果について検討

することを目的とした。分析の結果，FNE や FPE と社交不安の関連に対する ESE と ISE

の不一致の調整効果は認められなかった。その要因としては，ISE が文脈に依存する性質

があることや，先行研究との実験条件の違いが考えられた。今後は，実験条件の設定や様々

な年齢層に調査を行う必要があると考えられる。 

キーワード：社交不安，他者からの否定的評価に対する恐れ，他者からの肯定的評価に対

する恐れ，顕在的自尊感情，潜在的自尊感情 

 

 

はじめに 

社交不安症 (Social Anxiety Disorder : 以下 SADとする) とは，人前での行動に強い不安

や恐怖をおぼえる精神疾患である (American Psychiatric Association , 2013)。米国で行われた

調査では，18歳以上の生涯有病率は 12.1％と高く (Kessler et al., 2005)，10代半ばで発症し

やすい疾患であることが明らかになっている (Merikangas et al., 2010)。また，臨床群を対象

とした研究だけでなく，非臨床群における研究も検討されている。McNeil (2010) は，日常

生活に支障をきたさない社交不安と SADにおける症状について，質的な違いはなく，連続

性を指摘している。つまり，SAD患者が示す社交不安と疾患レベルにない健常者が示す社

交不安には症状の違いはさほどなく，症状の強さの違いであると言える。以上のことから，

疾患レベルにない非臨床群から社交不安症状の悪化のメカニズムを検討することは妥当で

あると考えられ，本研究では非臨床群を対象に検討を行う。 
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問題と目的 

社交不安に影響を及ぼす認知的要素 : 他者からの否定的評価に対する恐れ 

社交不安の症状を維持する認知的要素として，他者からの否定的評価に対する恐れが挙

げられる。他者からの否定的評価に対する恐れ (Fear of Negative Evaluation : 以下 FNEとす

る) とは，他者からの否定的評価を苦痛に感じる認知バイアスである。以前の社交不安に

関する研究では，他者から受ける評価の否定的な側面が重要視されていた (Clark & Wells, 

1995)。しかし，近年では肯定的な評価の恐れも社交不安の維持要因となる可能性が指摘さ

れている (Weeks et al., 2008)。 

社交不安に影響を及ぼす認知的要素 : 他者からの肯定的評価に対する恐れ 

他者からの肯定的な評価に対する恐れ (Fear of Positive Evaluation : 以下 FPEとする) と

は，他者からの肯定的評価を 苦痛に感じる認知バイアスである (Weeks et al., 2008)。Weeks 

& Howell (2012) は，FNEと FPEが社交不安に正の関係があることを示している。このよ

うに，FPEは社交不安の維持や増悪に影響を与えるものであるため，社交不安症状の症状

維持や悪化の要因として，FNEだけでなく FPEを含めた検討は重要であると考える。 

Heimberg et al. (2010) が提唱した認知行動モデルでは，新たに FPEを含めた他，FNEや

FPEの認知的バイアスは否定的な自己像の形成に影響を及ぼすことを示している。他の認

知行動モデルにおいても，否定的な自己像は社交不安の維持に中核的な役割があると言わ

れてきた (Clark & Wells, 1995)。この否定的な自己認識を活性化するものとして，自尊感情

が挙げられている (de Jong, 2002)。このことから，自尊感情は社交不安に影響を及ぼす要

因の１つとして挙げられると考える。そして，自尊感情は社交不安だけでなく，社交不安

の認知的特徴である FNEや FPEとも負の関連があることが明らかになっている (Cheng et 

al., 2015)。以上のことから，自尊感情の低さは社交不安に悪影響を与えるだけでなく，SAD

に特徴的な認知的要素においても悪影響を及ぼすものである。 

社交不安に関連する要素 : 自尊感情 

自尊感情とは，自己に対する肯定的または否定的態度である (Rosenberg, 1965)。自尊感

情は，抑うつや不安，絶望感などと負の相関にあり，精神的な健康に影響を及ぼすものと

して捉えられている (桜井, 2000)。さらに自尊感情は，SADとの関係について多くの研究

がされている。例えば，社交不安が高い者は自尊感情が低いことが明らかになっている 

(Kocovski & Endler, 2000）。また，van Tuijl et al. (2014) は自尊感情が SADを予測する負の

因子であることを示している。以上の先行研究から，自尊感情は SADと強いつながりのあ

る要素であり，自尊感情の低下は社交不安の悪化に関連する要素であると言える。そのた

め，自尊感情が高く安定していると社交不安の悪化が抑制され，精神的な健康が保たれる

と捉えることができる。しかしながら近年では，自尊感情が高くても他者に対する批判攻

撃行動が見られるなど (Baumeister et al., 1996)，自尊感情の高さが精神健康上望ましいとい

う考えに疑問があがっている。 
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顕在的自尊感情と潜在的自尊感情の不一致 

自尊感情の高さは，適応的な認知や行動と不適応な側面の両側面と関連が示されている。

Jordan et al. (2003) は，自尊感情を自分で意識できる顕在化された自尊感情と自身では自覚

できない無意識下にある潜在的な自尊感情に区別し，それらの組み合わせによって，種類

の異なる高い自尊感情の特徴を明らかにした。その結果，顕在的な自尊感情が高い者の中

には，潜在的な自尊感情が高い者と低い者がいることが示された。前者は幸福感や生活に

対する満足度が高い状態であり，安定的な自尊感情を持っている。後者は，自己愛の高さ

や内集団ひいきの強さなど，防衛的で潜在的に不適応とみなされる行動との関係性がある

ことが明らかになっている (藤井, 2014 ; 市川・望月, 2015)。他にも，顕在的な自尊感情が

低く，潜在的な自尊感情が高い状態である者は，顕在的な自尊感情がより低いほど抑うつ

傾向や不安，自殺念慮，そして孤独感が高いことが明らかになっている (Creemers et al., 

2012 ; 藤井, 2014)。以上のことから，顕在的な自尊感情と潜在的な自尊感情の両者が高い

状態は，安定した状態であり適応的に機能する。一方で，顕在的な自尊感情と潜在的な自

尊感情の高さが一致していない，不一致な状態は心理的な不健康や不適応状態に結びつく

と言える。 

顕在的自尊感情と潜在的自尊感情の不一致と社交不安 

顕在的な自尊感情と潜在的な自尊感情は，それぞれ別々の概念であり，異なる機能を果

たすと考えられている (Bosson, Brown et al., 2003)。Greenwald & Banaji (1995) は，潜在的自

尊感情 (implicit self-esteem : 以下 ISE) を「自己に連合した，あるいは自己に連合していな

い対象への評価に基づいた，内省的に識別できない，あるいは正確に識別できない，自己

への態度の効果」と定義している。そして，質問紙など自己評定式で測定される顕在的自

尊感情 (explicit self-esteem : 以下ESE) は，「意識的な自己に対する行為，自己価値，自己

受容などの感覚を反映する」と定義されている (市川・望月, 2015)。 

 ESEと ISEの不一致は，ネガティブ感情との関連だけではなく，SADにも影響を及ぼす

ことが示されている。例えば，Schreiber et al. (2012) は，SADの青年と健常的な状態の青年

の ESE と ISE の不一致について調査し，SAD の青年群も健常群も同程度の ISE を示した

のに対し，SAD 群は健常群に比べて低い ESE を示した。これらの研究から，ESE だけで

はなく，ISEを含めたESEとの不一致な状態が社交不安を悪化させる要因である可能性が

示唆される。 

顕在的自尊感情と潜在的自尊感情の不一致と他者からの評価に対する恐れの関連 

 ESEと ISEの不一致は様々な認知的要素に悪影響を及ぼすことがある。例えば，Phillips 

& Hine (2014) は，抑うつ的な反すうとの関連を示している。このことから，ESEと ISEの

不一致が社交不安の認知的特徴である FNE や FPE とも関連する可能性が考えられる。先

行研究では，ESEのみを用いて FNEや FPEとの関連について検討しており，ESEと FNE

や FPEは負の相関にあることや，ESEと社交不安の間に FNEや FPEの媒介効果が見られ
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ている (Cheng et al., 2015 ; Gök & Yalcinkaya-Alkar, 2022)。以上のことから，ESEと ISEの

不一致は社交不安に影響を及ぼす FNE や FPE をさらに促進させる可能性がある。いくつ

かの研究では，ESEと ISEを標準得点化し，ESEと ISEの差の絶対値をESEと ISEの不一

致の大きさという量的変数として用いて，自尊感情の不一致の大きさと不適応な概念との

関連を検討している (市川・望月, 2015 ; Creemers et al., 2012)。社交不安に関する研究では，

ESEと ISEの相対的な不一致が社交不安と関連していることが示されているが，不一致の

大きさとの関連についてはあまり検討がされていない。不一致の大きさが大きいほど，様々

な不適応の特徴がより強くなることから，ESEと ISEの不一致が大きいほど，他者からの

評価に対する恐れが強くなると考える。 

本研究の目的 

以上のことから，本研究では ESEと ISEの不一致の大きさと FNE，FPE，社交不安との

関連を検討することを目的とする。ESEと ISEの不一致は不適応な認知や行動との関連が

見られ，社交不安に影響を及ぼす認知的特徴である FNE や FPE を促進させることが推測

される。そこで，本研究では，他者からの評価に対する恐れと社交不安の関連は ESEと ISE

の不一致の大きさに調整されるとの仮説を立て，検討を行う。これらの関連性について検

討することで，認知面における社交不安の悪化メカニズム解明の一助となると考える。ま

た，社交不安への介入方法として，ESEと ISEの不一致の大きさに焦点を当てたアプロー

チが効果をあげる可能性を明らかにできると考える。本研究の仮説モデルは以下の通りで

ある (図 1，図 2)。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 FNEと社交不安の関連における ESEと ISEの不一致の調整効果 
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方法 

研究参加者 

中部地方にある国立大学の大学生及び大学院生 54名 (男性 20名，女性 34名，平均年齢

21.37歳，SD = 1.48) であった。 

手続き 

 研究参加者は，縁故法を用いて募集した。知人への声掛け，LINEやメールでのメッセー

ジを通じて，研究協力を募り，研究協力の承諾が得られた方を実験・調査対象とした。潜

在連合テスト (Implicit Association Test : 以下 IAT ; Greenwald, McGhee et al., 1998) による

ISEの測定とGoogle formによる質問紙調査を実験室にて行った。刺激の提示および IATに

よる反応時間の記録には Lab.js (大杉・小林, 2021) を使用した。参加者は研究に関する説明

を受けた後に IAT課題の実施方法の説明を受け，コンピューター上で IAT課題を実施した。

その後，Google formによる質問紙調査に回答を求めた。 

IAT手続き 

 IAT 課題は PC 画面上にランダムに提示される刺激語を画面の左右に提示された 2 種類

の概念カテゴリー (自己―他者) および２種類の属性カテゴリー (快―不快) のうち該当

するカテゴリーにできる限り早く分類するものである。ブロック構成および試行数は

Greenwald, McGhee et al. (1998) に依拠した。IAT の刺激語は，藤井他 (2014) の自尊感情

IATの刺激語を用いた。 

潜在的自尊感情 

 IATによって算出されたデータから，Greenwald, Nosek et al. (2003) に従って IAT得点 

(Dスコア) を算出し，ISE得点とした。 

質問紙調査で使用した尺度 

デモグラフィック項目 年齢と性別の回答を求めた。年齢については数字を入力すること

によって回答を求めた。 

図 2 FPEと社交不安の関連における ESEと ISEの不一致の調整効果 
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他者からの否定的評価に対する恐れ 他者からの否定的評価に対する恐れの測定には，日

本版 Fear of Negative Evaluation Scale短縮版尺度 (笹川他，2004) を使用した。全 12項目で

構成され，「人がなんと思おうと，どういうことはないとわかっていても，自分のことを人

がどう思うか気になる。」等の項目例がある。回答は，「1 = まったくあてはまらない」か

ら「5 ＝ 非常にあてはまる」の 5件法で評定を求めた。 

他者からの肯定的評価に対する恐れ 他者からの肯定的評価に対する恐れの測定には，

Fear of Positive Evaluation Scale日本語版尺度 (前田他，2015) を使用した。全 10項目で構

成され，「たとえ自分の能力が他の人にいい印象を与えると思っていても，他の人に自分の

能力を誇示することは不快に感じる。」等の項目例がある。回答は，「0 = 全く当てはまら

ない」から「9 = とても当てはまる」の 10件法で評定を求めた。 

社交不安 社交不安の測定には，The Social Interaction Anxiety Scale日本語版 (金井他，2004) 

を使用した。全 20 項目で構成され，「目上の人 (先生，上司など) と話さなければならな

い時，緊張する。」等の項目例がある。回答は，「0 =まったくあてはまらない」から「4 = 非

常にあてはまる」の５件法で評定を求めた。 

顕在的自尊感情 顕在的自尊感情の測定には，Rosenberg (1965) 自尊感情尺度日本語版 (桜

井, 2000) を使用した。全 10項目で構成され，「私は自分に満足している。」等の項目例が

ある。回答は，「1 = いいえ」から「4 = はい」の 4件法で評定を求めた。 

顕在的自尊感情と潜在的自尊感情の不一致の大きさ 市川・望月 (2015) に従い，ESE と

ISEの不一致の大きさを算出した。 

倫理事項 

 本研究は,信州大学教育学部研究委員会倫理審査部会の承認を得て実施した (管理番号 

23-13)。 

 

結果 

相関分析 

まず，FNE，FPE，SIAS，ESE，ISE，ESEと ISEの差，各変数間の相関係数を算出した

(表 1)。その結果，FNEと SIASの間に中程度の正の相関が認められた (r = .42, p < .01)。

また，FPEと SIASの間に中程度の正の相関が認められた (r = .44, p < .01)。ESEに関して

は，FNE (r = -.46, p < .01) と，FPE (r = -.42, p < .01) と，SIAS (r = -.56, p < .01) との間のそ

れぞれに中程度の負の相関が認められた。 
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階層的重回帰分析 

 次に，FNE と社交不安の関連に対する ESE と ISE の不一致の大きさの調整効果を検討

するために，階層的重回帰分析を行った (表 2)。社交不安を目的変数として，Step1に FNE

と ESE と ISE の差分を説明変数として投入し，Step2 に Step1 の説明変数とその交互作用

項を投入した。分析の結果，Step1の説明率は R2 = .22であり，ESEと ISEの差分の主効果

は有意ではなく (β = .21)，FNEの主効果は有意であった (β = .43, p < .01)。また，Step2の

FNEとESEと ISEの差分の交互作用項の分散説明率の増分は有意でなかった (ΔR2 = .00)。 

 

 

 そして，FPEと社交不安の関連に対する ESEと ISEの不一致の大きさの調整効果を検討

するために，階層的重回帰分析を行った (表 3)。社交不安を目的変数として，Step1に FPE

表 2 FNEと SIASの関連に対するESEと ISEの差分の調整効果 

** p < .01 

表 1 記述統計と相関 
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と ESE と ISE の差分を説明変数として投入し，Step2 に Step1 の説明変数とその交互作用

項を投入した。分析の結果, Step1の説明率はR2 = .22であり，ESEと ISEの差分の主効果

は有意ではなく (β = .16)，FPEの主効果は有意であった (β = .44, p < .01)。また，Step2の

ESEとISEの差分とFPEの交互作用項の分散説明率の増分は有意ではなかった (ΔR2 = .04)。 

 

 

以上，ESEと ISEの差分，他者からの評価に対する恐れ，社交不安の 3変数を用い，階

層的重回帰分析を行った結果，他者からの評価に対する恐れと社交不安の関係に対する

ESEと ISEの不一致の大きさの調整効果は示されなかった。しかし，ESEと ISEの不一致

の方向性 (ESEが高く ISEが低いというESEが優位な方向性と，ESEが低く ISEが高いと

いう ISE が優位な方向性) によって，社交不安と他者からの評価に対する恐れの関連にお

ける調整効果は異なるのかについて調べるため，ここから補足的に検討を行った。 

これまでの分析では，ESEと ISEの不一致の大きさに着目し，ESEと ISEの差分を１

つの調整変数とした，社交不安と他者からの評価に対する恐れとの関連における調整効果

について検討を行った。次に行う補足的な分析では，ESE と ISE の不一致の方向性に着

目するため，ESE と ISE を２つの調整変数として用い，社交不安と他者からの評価に対

する恐れとの関連における調整効果の検討を行う。 

階層的重回帰分析：ESEと ISEの 2変数を調整変数とした場合 

 ESEと ISEの 2変数を使用し，FNEと社交不安の関連に対する，ESEと ISEの不一致の

方向性による調整効果を検討するために，FNEとESEと ISEを説明変数，社交不安を目的

変数として，階層的重回帰分析を行った。Step1に FNEとESEと ISEを説明変数として投

入し，Step2に Step1の説明変数と，一次の交互作用として，FNE と ESE の交互作用項，

FNEと ISEの交互作用項，ESEと ISEの交互作用項を投入した。そして，Step3に Step1の

表 3 FPEと SIASの関連に対するESEと ISEの差分の調整効果 

 

** p < .01 
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説明変数と Step2の一次の交互作用項と二次の交互作用項 (FNEとESEと ISEの交互作用

項) を投入した。分析の結果，Step1の説明率はR2 = .35であり，ESEのみ主効果は有意で

あった (β = -.47, p < .01)。Step2において決定係数の増加分が有意であり (ΔR2 = .14, p < .01)，

FNEと ISEの交互作用項において有意であった (β = -.38, p < .01)。Step3では，決定係数の

増加分が有意ではなく (ΔR2 = .00)，FNE と ESE と ISE の交互作用項は有意ではなかった 

(β = -.07)。 

次に，Step2で得られた FNEと ESEの交互作用の詳細を検討するために，単純傾斜の有

意性の検定を行った (図 3)。その結果，ESEが高い場合 (+1SD) は，FNEの傾きにおいて

有意な傾斜は認められなかった (b ＝ -0.14, t ＝ -0.67, p = .059)。一方で，ESEが低い場合 

(-1SD) には，FNEが高いほど，社交不安も高くなることが示された (b ＝ 0.80, t ＝ 3.61, 

p < .01)。 

 

次に，FPEと社交不安の関連に対する，ESEと ISEの不一致の方向性による調整効果を

検討するために，FPEとESEと ISEを説明変数，社交不安を目的変数として，階層的重回

帰分析を行った。階層的重回帰分析を行った。分析の結果，Step1の説明率は R2 = .37であ

り，FPEの主効果は 5％水準で有意であった (β = -.25, p < .05)。また，ESEの主効果は有意

であった (β = .25, p < .01)。Step2において決定係数の増加分が有意ではなく (ΔR2 = .04)，

全ての交互作用項は有意ではなかった。Step3では，決定係数の増加分が有意ではなく (ΔR2 

= .01)，FPEとESEと ISEの交互作用項も有意ではなかった (β = -.10)。 

 

図 3 ESEの得点ごとの FNEと社交不安の関連 

注：エラーバーは標準誤差 
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考察 

本研究の目的は，ESEと ISEの不一致の大きさが他者からの評価に対する恐れを促進さ

せるか検討することであった。 

 まず，相関分析では，FNE 及び，FPE と社交不安の間に中程度の正の相関が見られた。

つまり，FNEや FPEが高いと社交不安が高いことが示唆された。そして，FNE と FPEの

間には有意な相関はみられなかった。また，ESEは FNE，FPE，社交不安の３変数との間

で中程度の負の相関が認められた。一方で，ISE は全ての変数と有意な相関はみられなか

った。 

 続いて，他者からの評価に対する恐れと社交不安の関連に対する ESEと ISEの不一致の

大きさの調整効果を検討するために，階層的重回帰分析を行った結果，ESEと ISEの不一

致の大きさの調整効果は認められなかった。また，ESEと ISEの不一致の方向性による調

整効果の違いを調べるため，ESEと ISEの２変数を調整変数とし，補足的に検討を行った。

階層的重回帰分析を実施した結果，FNE (または FPE) と ESE と ISE の交互作用項に有意

な効果はみられなかったため，他者からの評価に対する恐れと社交不安の関連に対する

ESEと ISEの不一致の方向性による調整効果は認められなかった。 

 以上のことから，他者からの評価に対する恐れと社交不安の関連は ESEと ISEの不一致

に調整されるという本研究の仮説は支持されなかった。仮説が支持されなかったことにつ

いては次のように考察する。 

 まず，仮説が支持されなかった理由として，ISE の持つ性質が挙げられる。いくつかの

先行研究では，スピーチ課題を課すことを提示した後に社交不安の高い者は ESE が低く，

相対的に ISEは高いという結果を示している (Tanner et al., 2006 ; de Jong, 2002)。また，van 

Tuijl et al. (2014) は，縦断調査において ISEが社交不安の予測因子でないことを明らかにし

ている。このことから，ISE は文脈に依存し影響されやすい特性を持っている可能性が考

えられる。そして，Hiller et al. (2017) は，スピーチ課題を課さない条件下において，SAD

群と非臨床群の間に ISEの得点に差がなかったことを示している。また，SAD患者の自己

評価は，社会的脅威を感じない状況において肯定的な評価であることを提唱している 

(Clark & Wells, 1995)。以上の先行研究をもとに考えると，今回はスピーチ課題を課さず，

社会的脅威を喚起しない状態で実験を行ったため，社交不安の高い者は安定した状態であ

り，社交不安の低い者との間における ISEの違いがみられなかった可能性がある。 

 仮説を支持しないもう１つの要因は，研究参加者の属性である。本研究は縁故法により

参加者を募集したため，教育学や心理学専攻の大学生や大学院生がほとんどであった。そ

のため，心理学実験の一環として IATの仕組みや操作について授業等で既に学習していた

可能性がある。先行研究では，IAT への反応における学習過程が実証されている (Ebert et 

al., 2009)。そのため，参加者が操作手順等に慣れていたことから，本研究では ISE に差が

でなかったということも可能性として挙げられると考える。 
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 ３つ目に考えられる理由として，ISE は ESE を調整する役割をもつことが挙げられる。

Bosson, Brown et al. (2003) は，ISEは低いESEの影響を緩衝し，自己に向けられる脅威へ

の防衛機制として機能するという考えを示している。本研究において，他者からの評価に

対する恐れとの関連が見られなかったことも踏まえると，ISEは主にESEが低下した時に

生じる不快感情から守るために自動的に上昇し，自尊感情のバランスを調整する役割とし

て機能している可能性が考えられる。Hiller et al. (2017) は，スピーチ課題を設定した条件

群において，SAD群では ISEの低下が見られ，非臨床群では ISEの上昇が見られたことを

示した。このことから，社交不安の高い者は，社会的脅威が生じた際に低下した ESEを補

償するために上昇するはずの ISEが十分に機能していない状態である可能性が考えられる。 

本研究の意義 

 本研究では社交不安に対する ESEの主効果が認められた。また，FNEと社交不安の関連

における ESEと ISEの調整効果を検討した結果，FNE と ESEの交互作用が認められた。

単純傾斜の有意性の検定を行った結果，ESEが高い場合は，FNEの傾きにおいて有意な傾

斜は認められない一方で，ESEが低い場合には，FNEが高いほど，社交不安も高くなるこ

とが示された。このことから，ESEは社交不安や FNEを緩和する効果を持つ重要な関連要

素であることが考えられる。先行研究においても，ESEと社交不安や FNEは負の関連性が

あることが報告されている (Kocovski & Endler, 2000)。その他にも縦断的な調査では，ESE

と ISEの交互作用や ISEは SAD症状を予測せず，ESEのみが SAD症状を予測する負の因

子になるという結果を示している (van Tuijl et al., 2014)。このように，一貫して ESEが社

交不安や認知的要素に及ぼす効果が示されていることや，今回の結果を踏まえると，ESE

の低さが他者からの評価に対する恐れを高めたり，社交不安に悪影響を及ぼす可能性が示

唆される。そのため，ESEを高めることが SAD症状の増加を抑える可能性が挙げられる。

Warnock-Parkes (2022) は，社交不安の認知療法において，患者自身が肯定的な自己評価を

強めていく必要性を示している。このように ESEへの介入は，社交不安の予防や症状の緩

和に効果的であることが推察される。 

本研究の限界と今後の課題 

 最後に，本研究の限界点と今後の課題について言及する。1 つ目は参加者年齢の偏りで

ある。本研究の年齢層は 19 歳～25 歳であった。de Jong et al. (2012) は，中学生を対象に

ESEと ISEと社交不安の関連について検討し，女性において ESEと ISEの交互作用が社交

不安に影響を及ぼす可能性を示している。このことから，年代や属性によって，ESEと ISE

が社交不安に及ぼす影響が異なることが考えられ，今後は年齢層ごとに調査を行う必要が

あると思われる。 

 2 つ目は，実験場面における条件設定である。前述したように，本研究では，調査を実

施する際にスピーチ課題を設定しなかった。いくつかの先行研究では，スピーチ課題の実

施後にESEと ISEの測定を行い，ESEと ISEの不一致や SAD群の ISEの低下を明らかに
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している (de Jong, 2002 ; Hiller et al., 2017)。このことから，社会的脅威が予期されるような

場面を設定することによって，有効的な ISEの測定ができると考える。今後はスピーチ課

題前後の ESE と ISEを測定し，課題前と課題後の ESE と ISEが社交不安に関する概念に

及ぼす影響について比較調査をする必要があると考える。 

 3つ目は，ISEの測定手段である。本研究では ISEを測定する方法として，信頼性や妥当

性の観点から IATを用いた。いくつかの先行研究では，name-letter task (Nuttin, 1985) を用

いて検討している (Creemers et al., 2012 ; 藤井, 2014)。両者の相関関係は弱いことが明らか

になっている (Bosson, Swann et al., 2000)。このことから，いくつか存在する ISEの測定

方法は，ISE の異なる側面を測定している可能性が示唆され，様々な方法を用いて ISE に

ついて多面的な検討を行う必要があると考える。今後の研究では，これらの課題を考慮し

て検討していくことが望まれる。 

 

付記 

本研究は，信州大学大学院総合人文社会科学研究科に提出した修士論文の一部を加筆・修

正したものである。 
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＜原著＞ 

 

視線注意手がかり効果 
―顔と物体の視覚処理の比較― 

 

宮下夏実   信州大学大学院総合人文社会科学研究科 

水口 崇   信州大学学術研究院教育学系 

 

概要 

 本研究では，他者の視線を追従しようとする視線注意手がかり効果の検証を行った。併

せて，顔と物体の判別がどのように処理されるのか検証した。実験Ⅰでは，左方向或いは

右方向に視線を向けている顔画像，左右の何れかに正面が偏った家画像（物体）を提示し

て，ターゲットと手がかりの時間間隔が同効果の発現に及ぼす影響を検討した。実験Ⅱで

は複数の時間間隔を設定し，視線注意手がかり効果，及び同様の実験パラダイムによる顔

と家に対する視覚処理を検討した。結果，300msの時間間隔で視線注意手がかり効果が確

認された。さらに，顔と家の視覚処理が類似していることを示唆する結果が得られた。 

キーワード：視線注意手がかり効果，顔，物体，視覚処理，Reaction Time 

 

 

はじめに 

ヒトの顔は社会生活を営む上で重要な情報源である。ヒトを含めた多くの霊長類の社会

生活は，視知覚に依存している (Emery, 2000)。とりわけヒトは，他者の視線に高い感受

性を示す (Tomasello, 1999/2006)。他者の視線は，意図や目的，興味，関心の対象を知る

上で主要な手掛かりとなる。新生児においても既に視線に注意を向ける機能を有している

ことが確認されており，視線への感受性の高さが明らかになっている (Batki, Baron-

Cohen, Wheelwright, Connellan & Ahluwalia, 2000)。 

ヒトの目の形態と視線に対する感受性には深い関連がある。ヒトの目は虹彩から光を取

り入れ，他の部位を強膜で被覆させている。ヒト以外の霊長類や他の生物と比較して，ヒ

トは暗い虹彩と白い強膜からなり，色相のコントラストが簡明である (Kobayashi & 

Kohshima, 1997; 2001)。そのため，外部から視線の方位を特定しやすい。かくして我々

は，微細な視線の変化に注意を向けるようになった。加えて他者と同じ事象に注意を向け

て共有することが可能になった。 

視線と注意に関する研究 

ヒトの視線と注意は様々に研究されてきた (e.g., Driver, Davis, Ricciardelli, Kidd, 
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Maxwell, & Baron-Cohen, 1999; Friesen & Kingstone, 1998; Hietanen, 1999; Langton 

& Bruce, 1999)。Posner (1980)は，画面中央に手がかり刺激を呈示して，視覚的注意を定

位させた。そして手がかり刺激の左右いずれかに視覚的手がかりを呈示することで，注意

の定位に及ぼす影響を検討した。この実験パラダイムが，視線を手がかりとした研究にし

ばしば採用されてきた。Driver et al. (1999)の研究では，顔の画像 (写真)を用いた実験が

行われた。顔を見た時にターゲット側を予測していなかった，または顔を無視するように

指示されていたのにもかかわらず，顔が注視している側の方がターゲットの識別が早いこ

とが明らかになった。このような他者の視線の方向へ自動的に注意シフトすることは視線

注意手がかり効果と呼ばれる (Driver et al., 1999)。視線注意手がかり効果は，加齢によっ

て顕著な変化が見られない(Gayzur, Langley, Kelland, Wyman, Saville, Ciernia, & 

Padmanabhan, 2014)。さらに視線と頭部方向を併せることでより強力な手がかりとして

利用されることが報告されてきた (Perrett, Hietanen, Oram, & Benson, 1992)。 

顔に関する神経心理学の研究 

既述したように，視線のみならずヒトの顔も社会的な情報源である。顔から得られる情

報の処理過程を示したモデルとしてHaxby, Hoffman & Gobbini (2000)がある。彼らのモ

デルはコアシステムと拡張システムに区分されている。コアシステムは，2 つの処理シス

テムから構成される。1 つは顔の輪郭や目鼻立ち等，人物の同定に必要な顔の不変的な情

報を捉えるシステムであり，もう 1つは表情，視線，口の動きなどの顔の変動的な情報を

捉えるシステムである。不変的な情報は側頭葉後方下面に位置する紡錘状回において処理

される (Kourtzi & Kanwisher, 2000)。この紡錘状回は，外側部と内側部で機能が異なる。

外側部は顔に対して選択的に反応するのに対し，内側部は家や物といった顔以外のカテゴ

リに対して反応する (Haxby et al., 2000; Tarr & Gauthier, 2000)。一方，紡錘状回外側部

の機能は必ずしも顔に特化したものではない。Gauthier, Skudlarski, Gore & Anderson 

(2000)の研究では，顔，車，鳥を見せる際の実験参加者の脳を fMRI によって計測した。

結果，実験参加者とって熟達化した対象を呈示する場合において，顔呈示時と同様の活性

化領域が観察されることが確認されている。 

こうした中，顔を呈示画像とした実験も多くの知見が報告されている。Turratto & 

Pascucci (2016)の研究は，刺激の頻繁な呈示が短期的および長期的な注意効果の低下をも

たらすことを示している。この結果は，呈示頻度の低い手がかりが頻繁に呈示される手が

かりより注意力が高いと認識される可能性を示唆している。一方，顔への親密性が高まる

と，視線注意手がかり効果が高まることも報告されている (Deaner, Shepherd, & Platt, 

2007)。また個人的に馴染みのある顔は，新規の顔よりも内側前頭前皮質，側頭頭頂接合部

を強く賦活させることが明らかにされている (Cloutier, Kelley, & Heatherton, 2011; 

Gobbini, Leibenluft, Santiago, & Haxby, 2004; Gobbini & Haxby, 2007)。顔や物体に対

する反応時間 (Reaction Time; 以下RT)に違いが生じるか否かは，実験参加者にとっての
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熟達度や親密性の違いが関与するかもしれない。但し熟達や親密性については，実験上，

程度を定量的に測定することが必ずしも容易ではない。 

本研究の目的 

顔の画像を用いてReaction Time(RT)を計測する研究では，手がかりの種類・SOA・一

致性が要因として組み込まれることが多い。SOAとは，stimulus onset asynchronyの略

であり，手がかりとターゲットの提示タイミングの時間間隔を指す。複数種類を設定する

場合が多い。手がかりの種類において，顔ではない刺激として家の画像等が刺激として使

用されている。Adam, Roxane & Itier (2015)は顔画像と家画像を用いて RT を求めた結

果，顔画像のRTが早いことを示している。一方，Effie, Elina & Jelena (2020; 2022)で

は，家画像と顔画像の RTに有意な差は検出されなかった。しかしながら，顔画像と家画

像の知見を刷新したEffie et al. (2020; 2022)の研究には，方法論上の問題がある。それは

Effie et al. (2020; 2022)が使用した家画像が顔の輪郭と酷似した写真を使用した点である。

このため，顔画像と家画像に違いが生じなかった可能性が考えられる。そこで本研究では，

顔画像と知覚的に類似しない家画像を使用してRTを測定することを第一の目的とした。 

そして新たな画像に変更した上で，顔画像や家画像における視線注意手がかり効果を検

証することを第二の目的とした。その際，顔手がかりと家手がかり，両者の条件を参加者

内配置で実施して直接比較を行う。視線注意手がかり効果の実験では，SOA の設定が結果

を左右する。実験Ⅰによって妥当な SOA を特定してから，実験Ⅱにおいて視線注意手が

かり効果の検証を行う。 

 

実験Ⅰ 

目的 

 顔画像を用いてRTを計測する研究では，手がかりの種類，SOA，一致性が要因として

組み込まれる。本研究は先行研究とは課題が異なるため，SOAを 150ms，300ms，450ms

に設定し，手がかりの種類や一致性の効果の検証に最も的確な SOA を特定する。そこで

実験ⅠではSOAごとに手がかりの種類，一致性を検討する。 

方法 

 実験参加者 大学院生 6 名 (男性 1 名，女性 5 名：平均年齢 22.83 歳)が実験に参加し

た。参加者は正常もしくは矯正された視力を有していた。実験の開始前にインフォームド・

コンセントを行った上で書面によって参加の同意を得た。 

実験計画 2 要因参加者内配置である。具体的には手がかりの種類 (2 水準：家・顔)×

手がかりの一致性 (2水準：一致・不一致)とした。 

呈示刺激 刺激として，家手がかり，顔手がかりの 2種類を設定した。すべての画像は

グレースケールに変換された。家手がかりには，6 種類の画像を使用した。顔手がかりは

6人 (男性 3人，女性 3人)の画像を用いた。それぞれの顔画像は白い背景であり，目を右
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側もしくは左側に30°向けた状態で撮影した。すべての刺激の総面積は水平方向に4.4°，

垂直方向に 6.6°とした。 

実験装置 刺激呈示及びRTの収集と制御は Superlab 6 (Cedrus社)をインストールし

たパーソナルコンピューターによって行われた。 

 

図 1 実験のフロー 

 

手続き 刺激の呈示順序は図 1に示した通りである。各試行は中央の注視点を呈示して

から開始した。参加者は 1500msの間，注視点 (1°×1°)を呈示した後，家・顔手がかり

画像のいずれかを 150ms 呈示した。顔手がかり刺激の中心は，注視点の右側または左側

に 4.5°の位置にあった。続けて 150ms，300ms，450msの SOAの後，ターゲットを呈

示した。ターゲットは反応が正解するまで呈示した。なお 1000msを超えて反応がない場

合は次の試行に進めることにした。ターゲット出現からキー押しまでの RTがミリ秒単位

で計測された。一致条件は手がかりの視線方向にターゲットを出現させた。不一致条件は

視線方向と逆側にターゲットを出現させた。参加者にはターゲットの位置を予測しないよ

うに教示した。目や顔など手がかりに言及する教示は一切行わなかった。 

or 
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参加者にはターゲットを検出した時に，できるだけ早くかつ正確に回答すること，それ

以外は画面中央の注視点にできるだけ注目するように教示した。反応は右手と左手の人差

し指によるキー押しとした。ターゲットが左側に出現した場合はFキー，右側に出現した

場合は Jキーを押すよう求めた。 

各手がかり (2種類)が各 48試行，各SOA (150ms・300ms・450ms)が 3種類あったた

め，一人の参加者は総数 288試行を実施された。参加者が求めれば，各 SOAが終了した

際に短い休憩を入れた。休憩が終了次第，参加者の意志で実験を再開した。実験の実施に

あたっては，公益社団法人日本心理学会の倫理規定を遵守した。 

結果と考察 

 全試行の正答率は 99.19％であった。正答について手がかりの種類 (家・顔)×一致性 (一

致・不一致)の 48 条件の RT の平均値を算出した。Adam et al. (2015) と同様，平均値

±2.5SD を外れ値として cut off の対象とした。Cut off の割合は 150ms 条件で 2.8%，

300ms条件で 1.4%，450ms条件で 2.9％であった。各条件における結果を図 2に示す。 

視線注意手がかり効果を分析するため，手がかりの種類 (家・顔)×一致性 (一致・不一致)

の参加者内配置 2要因分散分析を行った。150ms条件において２要因参加者内分散分析を

行った結果，手がかりの種類の主効果が有意でなく (F (1,5) = 0.378, p = .565, ηp
2 = 0.07, 

1-β = 0.966)，一致性の主効果が有意でなく (F (1,5) = 0.433, p = .539, ηp
2 = 0.08, 1-β = 

0.988)，交互作用が有意でなかった (F (1,5) = 0.978, p = .368, ηp
2 = 0.164, 1-β = 0.999)。 

300ms条件において 2要因参加者内分散分析を行った結果，手がかりの種類の主効果が

有意でなく (F (1,5) = 0.464, p = .526, ηp
2 = 0.085, 1-β = 0.934)，一致性の主効果が有意で

なく (F (1,5) =1.814, p = .235, ηp
2 = 0.266, 1-β = 0.999)，交互作用が有意でなかった(F 

(1,5) = 0.21, p = .666, ηp
2 = 0.04, 1-β = 0.648)。 

450ms条件において２要因参加者内分散分析を行った結果，手がかりの種類の主効果が

有意でなく (F (1,5) = 0.028, p = .872, ηp
2 = 0.006, 1-β = 0.088)，一致性の主効果が有意で

あり (F (1,5) = 11.342, p = .019, ηp
2 = 0.694, 1-β = 0.999)，一致条件が不一致条件よりも

有意に小さいことが見いだされた。交互作用が有意でなかった (F (1,5) = 0.3, p = .607, ηp
2 

= 0.057, 1-β = 0.722)。 

実験Ⅰの結果，視線注意手がかり効果が 450ms 条件で検出された。実験では 3 種類の

SOA を設定して結果を比較した。450ms の一致性でのみ有意差が見られた。但し交互作

用はどの SOA でも検出されなかった。この結果は，顔と物体が等価である可能性とサン

プル数を増やすと SOA が 450ms，或いは他の SOA において交互作用が見られる可能性

を考えさせる。以上を考え合わせて，実験Ⅱにおいては，SOAを要因として加えることに

よって，上記の可能性のいずれが妥当であるか検証することとした。 
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図２ 実験Ⅰにおける手がかり種類と一致性別のRT 

 

実験Ⅱ 

目的  

実験Ⅰの結果を踏まえて，SOAを要因に加える。そして手がかりの種類と一致性の影響

を検討することを目的とした。 

方法 

実験参加者 大学生，大学院生 21名 (男性 9名, 女性 12名：平均年齢 21.09歳)が実験

に参加した。参加者は正常もしくは矯正された視力を有していた。実験の開始前にインフ

ォームド・コンセントを行った上で書面によって参加の同意を得た。 

実験計画 3 要因参加者内配置である。具体的には手がかりの種類 (2 水準：家・顔)×

手がかりの一致性 (2水準：一致・不一致)×SOA (3水準：150ms・300ms・450ms)とし
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た。 

呈示刺激と実験装置 刺激は実験Ⅰと同様であり，家手がかり，顔手がかりの 2種類を

設定した。家画像も顔画像も既知のものでなく，初見のものとした。また実験装置も実験

Ⅰと同様である。 

手続き 刺激の呈示順序は図 1に示した通りである。各試行は中央の注視点を呈示して

から開始した。予備実験と同様の呈示刺激，装置，手続きを用いて実験を行った。各手が

かり (2種類)が各 48試行，各SOAが 3種類の組み合わせを各 3回呈示したため，一人の

参加者は総数 864試行を実施された。288試行×3ブロックで実験が行われた。1ブロッ

クが終了すると同時に休憩の教示が呈示された。休憩が終了次第，参加者の意志で実験を

再開した。実験の実施にあたっては，公益社団法人日本心理学会の倫理規定を遵守した。 

結果と考察 

全試行の正答率は 97.38％であった。正答について手がかりの種類 (家・顔)×SOA 

(150ms・300ms・450ms)×一致性 (一致・不一致)の 12条件のRTの平均値を算出した。

Adam et al. (2015)と同様，平均値±2.5SDを外れ値として cut offの対象とした。Cut off

の割合は 1.27％であった。各条件における結果を図 3に示す。 

手がかりの種類 (家・顔)×SOA (150ms・300ms・450ms)×一致性 (一致・不一致)の参加

者内配置 3要因分散分析を行った。分析の結果，手がかりの種類と一致性の交互作用が有

意であった (F (1,20) = 4.914, p = .038, ηp
2 = 0.197, 1-β = 0.933)。一致条件において手が

かりの種類の主効果が有意でなかった (F (1,20) = 2.902, adjusted p = .103, ηp
2 = 0.127)。

一方，顔条件において一致性の主効果が有意であった (F (1,20) = 13.253, adjusted p = 

< .001, ηp
2 = 0.398)。したがって，顔条件において一致条件が不一致条件よりも有意に小

さい値であった。 

 SOAと一致性の交互作用が有意であった (F (2,40) = 4.287, p = .02, ηp
2 = 0.176, 1-β = 

1)。一致条件においてSOAの主効果が有意であり (F (2,40) = 66.623, adjusted p < .0001, 

ηp
2 = 0.769)，不一致条件においても SOA の主効果が有意であった(F (2,40) = 54.38, 

adjusted p <.0001, ηp
2 = 0.731)。対応のある t検定による多重比較 (α = 0.05, 両側検定)

の結果，一致条件においては，150ms 条件が 300ms 条件よりも有意に大きく (t (41) = 

18.318, adjusted p < .0001)，150ms条件が 450ms条件よりも有意に大きかった (t (41) = 

12.531, adjusted p < .0001)。また，不一致条件においては，150ms条件が 300ms条件よ

りも有意に大きく (t (41) = 12.762, adjusted p < .0001)，150ms条件が 450ms条件より

も有意に大きく (t (41) = 10.969, adjusted p < .0001)，300ms条件が 450ms条件よりも

有意に小さかった (t (41) = 2.325, adjusted p = .025)。一方，450ms条件において一致性

の主効果が有意であった (F (1,20) = 15.806, adjusted p < .0001, ηp
2 = 0.441)。450ms条

件において一致条件が不一致条件よりも有意に小さい値であった。手がかりの種類とSOA

の交互作用は有意ではなかった (F (2,40) = 0.645, p = .529, ηp
2 = 0.031, 1-β = 0.501)。 
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図３ 実験Ⅱにおける手がかり種類と一致性別のRT 

 

手がかりの種類・SOA・一致性の 3 要因の交互作用に有意差が検出された (F (2,40) = 

5.804, p = .006, ηp
2= 0.225, 1-β = 1)。有意水準 α = 0.20として単純交互作用検定を行った

結果，一致条件における手がかりの種類と SOA は有意でなかった (F (2,40) = 1.699, 

adjusted p = .228, ηp
2 = 0.078)。不一致条件における手がかりの種類とSOAは有意であっ

た (F (2,40) = 5.9294, adjusted p = .013, ηp
2 = 0.229)。そこで不一致条件における手がか

りの種類と SOAの分散分析を行った結果，150ms条件において手がかりの種類の主効果

が有意ではなかった (F (1,20) = 1.368, MSe = 29.987, adjusted p = .292)。また 300ms条

件において，手がかりの種類の主効果が有意であり (F (1,20) = 5.927, MSe = 29.987, 
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adjusted p = .055)，家条件が顔条件よりも小さかった。450ms条件において，手がかりの

種類の主効果が有意ではなかった (F (1,20) = 3.275, MSe = 29.987, adjusted p = 0.146)。

一方，家条件でSOAの主効果が有意であり (F (2,40) = 27.026, MSe = 90.612, adjusted 

p < .0001)，また顔条件においてもSOAの主効果が有意であった (F (2,40) = 28.925, MSe 

= 90.612, adjusted p < .0001)。なお 150ms条件における手がかりの種類と一致性は有意

ではなかった (F (1,20) = 4.197, adjusted p = .094, ηp
2 = 0.174)。 

300ms 条件における手がかりの種類と一致性は有意であった (F (1,20) = 12.375, 

adjusted p = .007, ηp
2 = 0.382)。そこで 300ms条件における手がかりの種類と一致性につ

いて分散分析を行った結果，一致条件において手がかりの種類の主効果が有意ではなかっ

た (F (1,20)= 3.661, MSe = 29.987, adjusted p = .14)。不一致条件において手がかりの種

類の主効果が有意であり (F (1,20) = 5.927, MSe = 29.987, adjusted p = .055)，家条件が

顔条件よりも小さかった。一方，家条件において一致性の主効果が有意ではなかった (F 

(1,20) = 2.509, MSe = 28.692, adjusted p = .171)。また顔条件においても一致性の主効果

が有意であり (F (1,20) = 8.185, MSe = 28.692, adjusted p = .025)，一致条件が不一致条

件よりも小さかった。なお 450ms 条件における手がかりの種類と一致性は有意ではなか

った (F (1,20) = 2.983, adjusted p = .139, ηp
2 = 0.13)。 

家条件における SOA と一致性は有意であった (F (2,40) = 10.959, adjusted p = .001, 

ηp
2 = 0.354)。そこで家条件におけるSOAと一致性について分散分析を行った結果，一致

条件においてSOAの主効果が有意であり (F (2,40) = 35.266, MSe = 90.612, adjusted p 

< .0001)，不一致条件においてもSOAの主効果が有意であった (F (2,40) = 27.026, MSe 

= 90.612, adjusted p < .0001)。一方， 300ms条件において一致性の主効果が有意ではな

かった (F (1,20) = 2.509, MSe = 28.692, adjusted p = .171)。また 450ms条件において一

致性の主効果が有意であり (F (1,20) = 15.229, MSe = 28.692, adjusted p = .002)，一致条

件が不一致条件よりも小さかった。顔条件におけるSOAと一致性は有意ではなかった (F 

(1,20) = 2.958, MSe = 28.692, adjusted p = .147)。 

視線注意手がかり効果が 300ms条件に認められた。これまでの先行研究と同様に，顔画

像においても視線注意手がかり効果が生じることが示された。また，家と顔に対する注意

の感受性の差異は認められなかった。この結果はEffie et al. (2022) と一致していた。 

 

総合考察 

手がかりの種類・一致性・SOA を要因として視線注意手がかり効果について検討した。

分析の結果，3要因の交互作用が有意であり，300ms条件の顔条件において視線注意手が

かり効果が見られた。150ms 条件と 450ms 条件では視線注意手がかり効果が検出されな

かった。そして不一致条件における 300ms条件において，顔条件よりも家条件のRTが早

かった。さらに不一致条件では家条件，顔条件において SOA 間で有意な差が示された。
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また一致条件において家条件でのみ SOA 間で有意な RT の差異が見られた。以下，顔と

家に対する注意の感受性，視線注意手がかり効果，SOAについて検討していく。 

顔と家に対する注意の感受性 

これまで Adam et al. (2015)や Bindemann, Burton, Langton, Schweinberger & 

Doherty, (2007)，Bindemann & Burton (2008)の研究では顔画像と家画像におけるRTを

計測したところ，有意な差が認められた。家画像よりも顔画像の方が，RTが早いことが明

らかにされている。一方，Effie et al. (2022)の研究では顔画像と家画像のRTに有意な差

がなく，顔への選好的な注意の感受性の高さは文脈や刺激，課題の要因に強く影響された

ことを示唆している。この違いを解明することが本研究の目的の 1つであった。結果とし

て，本研究では一部を除いて，家画像と顔画像の RTに有意な差が見られなかった。よっ

て本研究はEffie et al. (2020; 2022)を支持するものであると考える。例外として，不一致

条件では 300ms条件において顔画像よりも家画像の方が，RTが有意に早かった。しかし

ながら，この結果は一致条件で生じたものではなかった。 

従来，顔の方が家や他の物体よりも早く注意がシフトするとされてきた (e.g., Adam et 

al., 2015; Bindemann et al., 2007; Ariga & Arihara, 2018)。しかしながら近年，顔への選

好的な注意の感受性は，手がかり刺激の視覚特性 (例，サイズ，輝度)，特徴の構成 (例，

目の空間配置と他の比較領域)，手がかり刺激に対する実験参加者の主観的評価 (例，魅力

度)，文脈，課題の要因等が関与することが示唆されている (Effie et al, 2022)。また，Ro, 

Russell & Lavie (2001)の研究では，顔と他の物体が同時に呈示された場合は，顔への選好

的な注意の感受性が認められた。しかしながら，顔のみモニターに呈示された場合，他の

物体と比較して，顔への選好的な注意の感受性は生起しなかった。Ro et al. (2001)は，顔

に対する注意の感受性の高さは，注意の競合状況に依存していることを示唆している。し

たがって，本研究の結果はRo et al. (2001)と同様の解釈が可能である。さらに，呈示頻度

の低い手がかりは，頻繁に呈示される手がかりよりも注意力が高いと認識される可能性を

示唆する先行研究がある (Turratto & Pascucci, 2016)。その一方，顔への親しみが増すと，

視線注意手がかり効果が高まるという先行研究もある (Deaner et al., 2007)。実験Ⅱでは，

既知の顔画像を使用しなかった。よって，家画像と顔画像に差が生じなかったのはDeaner 

et al. (2007)の見解で説明できる。すなわち，馴染みのない顔は，家画像と同等の処理をさ

れたという可能性である。 

視線注意手がかり効果 

本研究では顔画像における視線注意手がかり効果が生じるか否か検証することが第二

の目的であった。結果，300ms条件において一致条件が不一致条件よりもRTが早く，視

線注意手がかり効果が検出された。これは顔写真を用いたDriver et al. (1999)や，Langton 

& Bruce. (1999)の研究と同様の結果である。またSato, Kochiyama, Uono & Yoshikawa. 

(2010)の研究では，視線手がかりと矢印，および指差し手がかり刺激による注意シフトを
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比較検討した。その結果，SOAが 100ms，300ms，1000msのうち，SOAが 300msで最

大の注意シフトが示された。本研究でSOAが 300msでのみ視線注意手がかり効果が生じ

たことは，Sato et al. (2010)の研究と同様に 300ms条件で最大の注意シフトが生じた可能

性が考えられる。 

本研究では 300ms条件に限定して視線注意手がかり効果が見られた。RTを指標とした

実験では，SOAの設定が極めて重要である。適切なSOAを設定しなければ当該の効果を

検出することが困難になる。実験Ⅱにおける 150msでは効果を検出するには短く，450ms

では長かった可能性がある。また実験Ⅰにおいて，450ms条件で視線注意手がかり効果が

検出された。そのため，300ms から 450ms の間により的確な SOA を設定する必要があ

ったかも知れない。 

今後の課題 

SOAの値によって，条件間で作用の方向が異なっていた。本研究では，SOAを 150 ms，

300ms，450msに設定した。実験Ⅱにおいて，150ms条件は 300ms条件，450ms条件と

比較して RTが遅かった。300ms条件と 450ms条件では，条件によって RTの差異が見

られた。不一致条件において家条件でのみ RTの差異が見られ，300ms条件が 450ms条

件よりもRTが早かった。 

一度注意が向けられた位置に再び注意を向けることが抑制される現象を復帰抑制 

(Inhibition Of Return; 以下 IOR)と言う (Posner & Cohen, 1984)。IORにより，新しい

場所への方向づけを促し，それゆえ採食や探索が遂行される (Klein, 2000)。これまでの研

究では，概ね SOAが 300ms以上で IORが生じると言われている。そのため，450ms条

件で一致条件が不一致条件よりもRTが遅くなったことは，IORが影響している可能性が

ある。一方で，SOAが 0ms～6000msでも IORが生じることが分かっている (Berlucchi, 

Tassinari, Marzi, & Di Stefano, 1989; Dodd & Pratt, 2007; Tassinari, Aglioti, Chelazzi, 

& Berlucchi, 1994; Tassinari & Berlucchi, 1995; Tassinari, Biscaldi, Marzi, & Berlucchi, 

1989)。IOR の影響を統制することは難しいため，今後の課題である。また，これまでの

先行研究はSOAの値が一貫していない。今後はSOAの値を慎重に吟味し，選択する必要

がある。 

本来日常生活に近い顔には表情が伴うことが多い。ニュートラルな顔を 2次元で見る事

態はやや不自然である。加えて，視線手がかりは情動表出した表情の影響を受けることが

報告されている (吉川, 2001)。徳永・宮谷 (2010)は，視線方向と表情が組み合わさること

で，視線方向への注意の移動，そして表情の影響が生じることを明らかにした。表情の受

け取り方によって，顔や視線に対する注意の感受性が異なる。今後は表情を含めた顔の認

識の個人差を検討する必要があるだろう。 
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付記 

１． 本研究は信州大学大学院総合人文社会科学研究科に提出した修士論文の一部を加筆・

修正したものである。 

２． 本研究は科学研究費補助金の助成を受けて行われた(21K02996，水口崇)。 

３． 本研究に関して，開示すべき利益相反は無い。 
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信州大学総合人文社会科学研究科心理教育相談室 

令和 5年度業務内容のあらまし 
 

 

１ 心理教育相談室規則・心理教育相談室運営委員会規則 

信州大学総合人文社会科学研究科心理教育相談室内規 

（趣旨） 

第１条 この内規は，信州大学大学院総合人文社会科学研究科規程（令和２年信州大学規

程第 325号）第５条の規定に基づき，信州大学大学院総合人文社会科学研究科（以下「研

究科」という。）に置く心理教育相談室（以下「相談室」という。）に関し必要な事項を定

める。 

（目的） 

第２条 第２条 相談室は，心理臨床に関する高度専門職業人養成のための教育訓練を行う

とともに，心理臨床に関する地域からの相談（以下「相談」という。）に応えるため，心理

臨床における実践的な教育及び研究の推進に寄与することを目的とする。 

（業務） 

第３条 相談室は，次の各号に掲げる業務を行う。 

一 相談に関すること。 

二 心理臨床及びその周辺領域に係る学術調査・研究並びにその発表と刊行に関すること。 

三 臨床心理学の実践的活動とそれに基づく理論の体系化に関すること。 

四 研究科総合人文社会科学専攻心理学分野臨床心理学コース（以下「臨床心理学コース」

という。）の臨床心理実習の指導に関すること。 

五 学校及び地域社会等へのコンサルテーションに関すること。 

六 その他相談室に必要な業務に関すること。 

（組織） 

第４条 相談室は，次の各号に掲げる者を置く。 

一 相談室長 

二 相談員 

三 相談研修員 

四 その他の職員 

（運営委員会） 

第５条 相談室に，相談室の運営に関する重要事項を審議するため，信州大学大学院総合

人文社会科学研究科心理教育相談室運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 
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２ 運営委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

（相談室長） 

第６条 相談室長は，相談員の互選により定め，研究科長が委嘱する。 

２ 相談室長は，相談室の業務を掌理する。 

３ 相談室長の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

４ 相談室長に欠員を生じた場合の後任の室長の任期は，前任者の残任期間とする。 

（相談員） 

第７条 相談員は，次の各号に掲げる者のうち，相談に関する学識及び経験を有する者を

もって充てる。 

一 研究科総合人文社会科学専攻に所属する専任教員 

二 研究科長又は副研究科長が特に必要と認めた者 

２ 相談員は，運営委員会の推薦に基づき，研究科長が委嘱する。研究科委員会は，研究

科長の求めに応じて，審議し，意見を述べることができる。 

３  相談員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

（相談研修員） 

第８条 相談研修員は，臨床心理学コースに在籍する学生をもって充てる。 

２ 相談研修員は，相談員の指導を受け，相談員が行う業務の補助をする。 

（相談の種類） 

第９条 相談室は，第２条の目的を達成するために，次の各号に掲げる相談を行う。 

一 初回面接 

二 継続面接 

三 遊戯療法・行動トレーニング 

四 保護者面接 

五 家族面接 

六 集団面接 

七 コンサルテーション

八 心理査定 

九 個人スーパーヴィジョン 

（相談の実施） 

第 10 条 相談は，研究科の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限

り，行うことができる。ただし，相談室長を含む相談員２名以上の合議に基づき，相談室

運営に著しい支障をきたすと判断される場合には，相談を中止することができる。この著

しい支障をきたすと判断される場合については別に定める。（相談の申込み） 

第 11 条 相談を申し込もうとする者は，所定の申込書を相談室長に提出し，その承認を

得なければならない。 
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（相談料金） 

第 12条 前条の承認を得た者は，相談の種類に応じ，信州大学諸料金規程（平成 16年信

州大学規程第 111号）第２条に規定する相談料金を納付しなければならない。 

（事務） 

第 13条 相談室に関する事務は，教育学部事務部において処理する。 

（その他） 

第 14 条 この内規に定めるもののほか，相談室に関し必要な事項は，研究科長が別に定

める。研究科委員会は，研究科長の求めに応じて，審議し，意見を述べることができる。 

 

附則 

１ この規則は，令和２年９月１１日から施行し，令和２年４月１日から適用する。 

２ この内規施行の際，現に信州大学大学院教育学研究科心理教育相談室内規第４条に規

定する相談室長及び相談員である者は，第６条及び第７条の規定にかかわらず，引き続き

相談室長及び相談員としてその任期を継続する。 

 

信州大学大学院総合人文社会科学研究科心理教育相談室運営委員会内規 

（趣旨） 

第１条 この内規は，信州大学大学院総合人文社会科学研究科心理教育相談室内規（令和

２年９月１０日総合人文社会科学研究科代議員会決定）第５条第２項の規定に基づき，信

州大学大学院総合人文社会科学研究科心理教育相談室運営委員会（以下「運営委員会｣とい

う。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

（審議事項） 

第２条 運営委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 信州大学大学院総合人文社会科学研究科心理教育相談室（以下「相談室｣という。）の

運営に関すること。 

二 相談室の事業計画に関すること。 

三 相談室の予算及び決算に関すること。 

四 相談料金に関すること。 

五 その他相談室の運営に関し必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 運営委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 相談室長 

 二 信州大学大学院総合人文社会科学研究科総合人文社会科学専攻に所属する専任教員

のうちから選出された者３人 

 三 その他相談室長が必要と認める者若干名 

信州心理臨床紀要 第23号 2024年

108



２ 前項第２号に規定する委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

３ 第１項第２号に規定する委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は，前任者の残

任期間とする。 

（委員長） 

第４条 運営委員会に委員長を置き，相談室長をもって充てる。 

２ 委員長は，運営委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，委員長があらかじめ指名した委員が，その職務を代行す

る。 

（議事） 

第５条 運営委員会は，委員の過半数の出席がなければ，議事を開くことができない。 

２ 運営委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 運営委員会が必要と認めたときは，運営委員会に委員以外の者の出席を求め，そ

の意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 運営委員会の庶務は，教育学部事務部において処理する。 

（雑則） 

第８条 この内規に定めるもののほか，運営委員会の運営に関し必要な事項は，別に定め

る。 

附 則 

この内規は，令和２年９月１１日から施行し，令和２年４月１日から適用する。 

 

２ 令和 5年度心理教育相談室構成員  

相談員：奥村真衣子，上村惠津子，篠田直子，島田英昭，下山真衣，高橋知音（室長）， 

高橋 史，茅野理恵，水口 崇，三谷絵音，宮地弘一郎，三和秀平，向井秀文 

相談研修員：総合人文社会科学研究科心理学分野臨床心理学コース大学院生 

事務：髙栁正恵 

 

３ 令和 5年度心理教育相談室運営委員会構成員  

高橋知音（委員長），篠田直子, 高橋 史，茅野理恵，向井秀文 
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４ 心理教育相談室の業務 

(1)相談業務 

①外来クライエントに対する相談 

相談受付は平日の午前 10時 30分から午後 14時 30分まで。受付電話番号は，026-238-

4038。面接は月曜日から金曜日（祝祭日を除く）の午前 9時から午後 17時まで行ってい

る。 

②相談受理および面接展開 

次のステップで進める。 

a. 原則として心理教育相談室にて，事務局がクライエントからの電話申し込みにて相談を

受けつける。その際「1週間程度で心理教育相談室から返事をする」と応える。 

b. その後，事務局から相談員に受諾またはスーパーバイズの可否を問い合わせる。 

c. スーパーバイズが可の場合，相談室研修員にスーパーバイザーを連絡し，受諾の可否を

問い合わせる。相談担当者は直接相談申込者に連絡をし，面接設定を行う。なお相談担

当者が相談室研修員（大学院生）の場合は，原則としてインテークは相談室研修員陪席

下でスーパーバイザーが行い，次回からどのような形態で相談をするかを面接申込者と

話し合い決める。 

d. その結果，相談の形態は次の 4つの形態になることが予想される。 

1. 相談員が直接相談を担当する。 

2. 相談室研修員がスーパーバイザーについて相談を担当する。 

3. 相談員と相談室研修員が同時に面接を担当する（例：親子並行面接の場合，相談員が

保護者の相談を受け，相談室研修員が子どもの遊戯療法を担当する） 

4. 学部長により相談員として委嘱された上記相談員以外の臨床心理相談に関する学識

及び臨床経験を有する者が直接相談を担当する。 

③相談料金 

初回面接・家族面接等が 3,000円，継続面接等が 1,000円～2,000円，心理検査が 1,000

円～3,000円とする。 

(2)教育業務 

①総合人文社会科学研究科心理学分野臨床心理学コース在籍の大学院生に対する研修 

臨床心理士養成ならびに公認心理師養成カリキュラムに沿って，相談研修員（臨床心理

学コース在籍の大学院生）に対する教育研修を行う。具体的には，相談研修員は毎月 1回

程度実施する事例検討会への参加，および個別のスーパービジョンを受けることにより教

育研修を深める。 

(3)地域への成果の還元 

①『信州心理臨床紀要』の発行 

心理教育相談室の成果を公刊し，オンライン・ジャーナルとして公開する。当面，『信州
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心理臨床紀要』は年１回とする。そのため編集委員会を設置する。編集委員長のもとで，

編集計画，執筆依頼，出版に関する実務，講演の記録・編集［相談室研修員が担当］，校正

［執筆者に依頼］等の業務を進める）。編集委員長は心理教育相談室関係教員の互選により

決める。当面その任期は 2年とする。ただし再任を妨げない。 

(4)広報活動 

①「心理教育相談室」ホームページの運営 

以下のURLにおいて運営を行っている。 

https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/education/course/psychology/soudan.html 

 

５ 連絡先 

信州大学総合人文社会科学研究科心理教育相談室 

380-8544 長野市西長野６－ロ 

電話：026-238-4038 

メール：e-sodan@shinshu-u.ac.jp 

 

（文責 高橋知音） 
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令和 5年度心理教育相談室活動報告 

 信州大学総合人文社会科学研究科心理教育相談室(以下「相談室」)における，令和 5 年

4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日までの活動の概要について報告する。 

Ⅰ 相談室の歩み 

 信州大学総合人文社会科学研究科心理教育相談室は，当初教育学部教育相談室として平

成 12 年 4 月 1 日に発足した。教育学部の地域サービスの一環として設置されたこともあ

り，開設当初は教育臨床領域の相談が多かった。 

平成 14 年 4 月 1 日，大学院教育学研究科学校教育専攻臨床心理学専修の設置にあわせ

て，旧教育相談室は大学院教育学研究科心理教育相談室として新しい活動を始めることと

なった。学内規程上学部に位置づけられていた心理教育相談室は，同年 12 月 4 日に大学

院研究科委員会において同年 4 月 1 日に遡って正式に大学院実習施設として認定された。

これにより，相談活動領域は教育臨床のみならず医療，福祉，産業領域へと広がった。 

なお，平成 16 年度より信州大学大学院教育学研究科学校教育専攻臨床心理学専修は，

財団法人日本臨床心理士資格認定協会の指定する第 1 種大学院と認定され，臨床心理士養

成のために特化した大学院となっている。また，平成 16 年 10 月には北西校舎を改装した

相談室が完成し，施設・設備面の環境が整った。 

平成 19 年 1 月には相談の有料化が図られた。これに伴い，学部会計係との連携の基，

経理面での手続きも整備された。 

令和 2 年 4 月 1 日，総合人文社会科学研究科の設置にあわせて, 相談室は信州大学総合

人文社会科学研究科心理教育相談室となった。 

令和 6 年 3 月 1 日現在，心理教育相談室構成員として，専任教員・特任教員（相談員）

は 13 名，内７名は臨床心理士資格取得者である。相談研修員は，大学院 2 年生の人数が

10 名，1 年生が 12 名で，計 22 名となっている。以上に加え，事務局 1 名，総計 36 名で

相談業務にあたった。 

Ⅱ 令和 5年度の相談活動 

① ケース総数

ケース総数は，95 件であった（表１）。昨年度と比較すると，新規ケースは減少したが，

前年度からの継続ケースの数は増加した。内訳は，カウンセリング・心理療法を中心とす

る臨床心理面接が 66 件，親面接を中心とする心理教育相談が 17 件，専門家を対象とする
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教育指導面接は 5 件心理検査は 7 件であった。 

②年齢および性別ケース件数 

年齢及び性別ケース件数を表 2 に示した。新規ケースでは，男性からの相談の割合が増

加した。 

③相談内容の内訳 

相談内容の内訳と，ケース件数を表 3 に示した。 

相談内容は多岐にわたるが，臨床心理面接では，自己理解に関わる相談がやや多く見受け

られたが，もっとも多かったのは「その他」であった。心理検査では，K-ABC（KABC-Ⅱ）

の実施数が増加した。 

④延べ面接回数 

表 4 に延べ面接回数を示した。昨年度と比較すると，延べ面接回数は 660 回から 731 回

と増加した。内訳を見てみると，いずれのカテゴリーも増加しているが，増加率としては

心理検査が 2.5 倍以上に増加していた。カテゴリー別の回数では，臨床心理面接が 566 回

ともっとも多い。次いで心理教育面接が 76 回であった。月別の面接回数を見ると，昨年度

は 39 回から 74 回と，月ごとのばらつきが大きかったが，今年度は 51 回～66 回と，大き

な変動なく面接が行われていた。 

年齢 0～3 4～6 7～12 13～15 16～18 19～22 23～30 31～35 36～40 41～50 51～

男 3 6 4 3 1 1 2 2 4

女 3 2 1 5 5 2 1 13 7

男 4 2 2 1 1

女 2 1 1 4 1 3 2 6

0 0 12 9 8 10 11 4 6 17 18

65

表1　ケース総数

臨床心理面接
（カウンセリング・

心理療法）

心理教育相談
（親面接）

教育指導面接
（専門家へのコンサル

テーション）

心理検査
（アセスメント）

計

前年度からの
継続ケース

47 11 4 3

95

今年度からの
新規ケース

19 6 1 4 30

計 66 17 5 7

表2　年齢および性別ケース数

計

前年度からの
継続ケース

26

39

今年度からの
新規ケース

10

20

計 95
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（文責 高橋 知音） 

件数 件数 件数 件数

2 2 2 1

16 0 0 2

2 3 3 4

5 1 0

10 0 0

0 2 0

2 6

10 0

2 3

0

その他 17

66 17 5 7

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

4 2 4 5 3 2 1 0 1 4 3 1 30

43 46 48 47 39 46 50 49 54 46 49 49 566

7 8 3 6 5 6 9 7 5 8 6 6 76

3 2 3 3 2 3 4 4 2 2 3 1 32

4 0 4 1 2 3 2 0 2 2 5 2 27

61 58 62 62 51 60 66 60 64 62 66 59 731

表3　相談内容内訳とそれに対応するケース数

臨床心理面接 心理教育面接 教育指導面接 心理検査

相談内容 相談内容 相談内容 検査内容

不登校 不適応 職場での子供への関わり方 WISC

自己理解 盗癖 子供の療育 WAIS

社会不適合 不登校 その他 K-ABC

情緒不安定 学習上の障害 田中ビネー

対人関係 言語障害 性格検査

脳外傷・機能障害 発達障害 その他

うつ 親子関係

家族関係 担任との関わり

R.5年4月～R.6年3月

発達障害 その他

言語障害

計 計 計 計

表4　延べ面接回数

R.6年3月末現在

 受理面接
（インテーク）

 臨床心理面接
（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ・心理療法）

 心理教育面接
（親面接）

 教育指導面接
（専門家へのｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ）

 心理検査
（アセスメント）

計

信州心理臨床紀要 第23号 2024年

114



信州大学大学院総合人文社会科学研究科心理教育相談室紀要『信州心理臨床紀要』編集ガ

イドライン 
2023年6月1日信州大学大学院総合人文社会科学研究科心理教育相談室運営委員会制定 

１．掲載論文 

(1)『信州心理臨床紀要』は，臨床心理学およびその関連領域に関する論文等（以下「論文」とする。）を掲載

する。 

(2)論文は，原則として未公刊のものとするが，編集委員会が特に認めたものはこの限りでない。 

(3)論文は，被験者やクライエントのプライバシーに十分配慮し，日本心理臨床学会倫理基準，日本心理学会倫

理規程等に従ったものとする。 

(4)論文の掲載の可否は編集委員会で決定する。 

(5)論文の著作権は著者に帰属する。著者は論文の投稿に際して当該論文を複製する権利（複製権）及び公開す

る権利（公衆送信権）を編集委員会に許諾したものとする。 

２．投稿資格 

(1)信州大学大学院総合人文社会科学研究科心理教育相談室規則に定める相談員 

(2)その他，編集委員会が特に認めた者 

３．執筆要項 

(1)論文体裁は，心理臨床学研究（日本心理臨床学会），心理学研究（日本心理学会）等に準拠するものを別に

定める。 

(2)論文の分量には特に制限を加えない。 

(3)掲載にあたって著作権者の了承が必要な内容を含む場合，著者の責任で解決しておく。 

４．編集及び発行 

(1)『信州心理臨床紀要』の編集及び発行に関する事項は編集委員会で決定する。 

(2)編集委員会は，信州大学大学院総合人文社会科学研究科心理教育相談室規則に定める相談員 5 名以上で構

成し，互選により編集委員長を選出する。 

(3)発行はインターネット上で行う。 

(4)年１回，6月に発行する。 

５．その他 

(1)このガイドラインの変更は，信州大学大学院総合人文社会科学研究科心理教育相談室運営委員会の承認を

得るものとする。 

編集委員（令和 5年度） 

三和秀平（編集委員長） 

向井秀文（副編集委員長） 

篠田直子 島田英昭 高橋知音 高橋史 茅野理恵 水口崇 
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